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 このたび、当センタ－の研究部職員が中心となって行う部研究のテ－マを「自治

体のグロ－バルネットワ－ク」とした。これは昭和６３年の「地球化時代の自治

体」のパ－ト II にあたるもので、パ－トⅠでは、急激な国際化の中で当時大きな問

題として浮上してきた“外国人問題”をその切り口とし、外国人労働者に関する様

々な問題、あるいはアジアからの留学生問題について調査研究を行った。 

 そして今回「地球化時代の自治体」テ－マを設定したのは、次の問題意識による

ものである。すなわち、ＥＣ統合、国民国家の衰退、あるいはあらゆる分野でのボ

－ダレス化の一層の進展などにより国家の壁は低くなり、自治体が国際政策におけ

る新たなアクタ－として期待されるような時代となった今、国境を超えた自治体間

の関係も友好親善交流からの変革が強く求められている。また一方、現在、環境、

平和、人権といった地球的規模での課題も増加しこれら課題の解決に関する自治体

の役割もますます増大してきている。 

 こうした状況の中で、「交流から協力へ」を標榜する自治体の国際協力は今後ど

うあるべきか、自治体間協力の将来の方向性についてヨ－ロッパにおける先進事例

等を参考としながら探ってみた。 

 様々な事情により海外事例の収集など決して充分とは言えないが、今後こうした

テ－マで調査研究を行う人たちの一助となれば幸いである。 

 研究活動を行うにあたり快くご協力くださった方々に対し厚くお礼を申し上げます。 

 

 平成 5年 3月 

 

 

 

 神奈川県自治総合研究センタ－所長 

 後 藤  仁
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はじめに 

 

1980年代の終わりから90年代始めにかけて、世界は激動の中にあった。東欧の民主

化、東西ドイツの統一、湾岸戦争、ソ連邦の解体など歴史的に重要な事件が次々と起

こり第二次世界大戦後、アメリカとソ連によって形づくられてきた世界秩序はすっか

りその様相を変えてしまった。 

 また、ヨーロッパでは1993年にＥＣの市場統合が行われアメリカと日本に並ぶ巨大

な経済圏が成立した。ＥＣは将来的には政治統合を目指しており、ヨーロッパの再生

をかけた壮大な実験が始まろうしている。 

 第２次世界大戦後の世界は、資本主義国と社会主義国とが互いの勢力の拡張にしの

ぎを削る東西対立の時代であった。二つの陣営を代表するアメリカとソ連は互いの覇

権を競いながらもその均衡により平和が保たれていた 

 社会主義体制の崩壊により冷戦構造が終結し世界に平和がもたらされ「平和の配当

」に期待が高まる中で、起きてきたのは地域的な紛争である。その象徴的な例がイラ

クが行ったクウェートヘの侵攻、湾岸戦争である。この他、旧ソ連、ユーゴスラビア

、インド、カンボジアなど各地で紛争が多発している。これは、今までイデオロギー

によりおさえつけられてきた民族主義やナショナリズムが高まりによるものであり、

また宗教的な対立や経済格差から発生してきた対立もある。 

 この様な冷戦後の世界の混乱に対しそれを解決できる強力なリーダーシップをとれ

る国は存在しない。現在、政治的、軍事的に卓越した力を有する国はアメリカである

が、アメリカ一国だけで世界平和を実現するだけの力はない。今日の世界は有力な国

が多元的に存在しそれらの国が協同して平和を管理する時代であると言えよう。 

 また、冷戦後の世界においては安全保障概念の「緑化」(グリーニング)あるいは

「生活化」という表現が見受けられるようになった。これは冷戦が終わり戦争の危機

が後退する反面、環境問題に代表される人々の日常の安全に直結する問題が顕在化し

てきたことを意味している。例えば、人口問題、資源・エネルギー問題、南北問題、 

、麻薬やエイズなど人類共通でしかも日常生活を脅かす問題群が人類の将来に暗い影

を投げかけている。 

 このような世界情勢の急激な変化は日本の対外的な関係を大きく変えてしまった。

湾岸戦争以来、言われ続けているのは日本の「国際貢献」であり世界平和のために財

政的あるいは人的にどのように貢献できるかということである。言い換えれば一国平

和主義からの決別と世界の有力な構成員として応分の負担が求められているのである 

 特に人類共通の課題や社会主義諸国の市場経済化には多額の資金を必要とするが先

進諸国で経常収支が黒字なのは日本だけであり、日本の資金援助への期待は大きい。

世界の平和が日本の繁栄の前提となっている以上、「平和のためのコスト」は日本に

重くのしかかってきている。 

 一方、世界各地の地域紛争や国家の解体、ＥＣの統合で共通するのは、今まで強固
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な役割を担ってきた国家主権の希薄化であり、地域主義の復権と地球市民意識の芽生

えである。ＥＣの統合自体、国境を取り払い、伝統・歴史・民族的絆を核とする地域

主義の誕生を意味し、地球市民意識は国際連合への期待となって現れている。 

 主権国家が相対化することは自治体政府が地球社会と直結し、地球社会の一員とし

てその比重が増していくことを意味する。世界共通課題の発生は自治体政府が持つノ

ウハウを通して国際的な貢献を可能にする。その為には地球規模での政策調整が必要

とされる。松下圭一氏（法政大学教授）は「姉妹都市」を超えた国際政策として、①

 政策情報の交流・開発 ② 政策技術の交流・開発 ③ 平和都市・非武装地域を

めぐる連携を挙げている。 

 主権国家が相対化が生んだ二つめの点は外交のアクターの多様化である。すなわち

中央政府に加えて自治体政府、ＮＧＯや企業といったアクターがそれぞれのレベルで

独自の国際交流を行っている。これらは地球的課題の解決に対しても積極的な役割を

果たしていくであろう。 

 今まで見てきたように世界の枠組みは大きく変わり新たな課題も数多く登場してき

いる。この中で従来の枠をこえた自治体外交の可能性を模索しようとしたのが今回の研

究である。「姉妹都市交流」から始まった自治体の国際政策はその時代背景を反映し

た施策を展開し成果をあげてきた。そして今ここ数年の世界の変化を踏まえた新たな

国際政策を追求し始めている。それは、自治体が自らの「知恵」を競い合い国際的な

政策開発を目指す動きである。 

 本研究では、「自治体のグローバル・ネットワーク」というテーマで自治体と世界

の関係を「政策」を中心に据えた時どのような交流のネットワークが構築出来るのか

調査研究を行った。従来の儀礼的交流を超え、海外と人権・福祉・医療・文化・平和

・環境などの点で水平的関係を構築することによって、日本と海外をふくむ市民生活

のミニマム水準の達成、いわば「グローバル・ミニマム」を創造していく活動として

これからの自治体の国際政策の在り方を考えてみた。また、交流による政策の開発も

念頭に置いた。そしてその成果により地域が国際性を持ち住民が地球市民意識を高め

ることができることが究極の目標である。 

今後も自治体の国際政策は大きな政策領域として施策の実行が予想されるが、しっ

かりとした交流の哲学をもつことが実効ある交流を可能とし住民からも受入れられる

であろう。今回の研究ではグローバル・ネットワークの具体的事例を紹介しつつポス

ト冷戦時代における自治体の国際政策を提起している。
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第１部  国際政策の新展開 

 

第 1章 国際情勢の変化と国際貢献 

 

1 東西冷戦構造の終結 

 1990年以降の国際情勢の激しい変化により、世界の風景は一変してしまった。マル

タ会談から始まった東西冷戦構造の緩和は、東西ドイツの統一をもたらし中欧に強大

な国を誕生させた。社会主義国ソ連邦の崩壊はアジアからユーラシア大陸にまたがる

世界帝国を歴史の中に葬りさった。 

 また、ヨーロッパでは1993年にＥＣの市場統合が行われたことにより、アメリカと

日本に並ぶ巨大な経済圏が成立しこれからの世界経済に大きな影響を与えると予想さ

れている。このような世界史的な変革期の中で新しい世界秩序の構築のための模索が

始まっているが、世界各地で起きている地域紛争に見られるように現在は過渡的な状

態にあり、いわゆる「平和の配当」はまだもたらされていない。 

 戦後、アメリカの傘の下で平和と繁栄を享受してきた日本であるが、世界情勢の急

激な変化の中で日本の対外関係のあり方が厳しく問われ始めており、従来のような一

国平和主義的な姿勢では国際的に理解が得られなくなってきている。 

 今、世界には米ソのような超大国は存在せず多様な国家が協調と連帯により世界秩

序を維持していかなければならない状況にある。世界第２位の経済大国である日本に

対し応分の責任と分担を求める国際世論も高まっている。 

 「平和」を始めとし「環境」や「エイズ」「人権」など世界的な問題に対する貢献

が求められている。そしてそれはＯＤＡといった金だけでなく、平和の維持や災害救

助のような人的な貢献をも視野に入れたものである。 

 

 一方、ヒト、モノ、カネ及びジョウホウのボーダレス化はますます進展し地域社会

を変えつつある。情報通信の発達により海外の出来事がリアルタイムで自宅のテレビ

から伝わりそれが日々の生活に影響を与える。年間 1 ，000万人を超える人が海外に

出かける反面、街で外国人労働者を見かけることは珍しいことではない。国際化が日

常生活レベルまで広がりを見せている。 

 このような中で市民の間に地球市民としての自覚が芽生え始めている。第三世界へ

の援助や外国人労働者問題を扱う市民活動の展開が見られる。 

 

 国あるいは市民社会の国際化と平行して自治体政府としても国際政策は大きな政策

領域となっており、都道府県レベルではこぞってその施策の推進に努めているところ

である。その目的は、経済的なメリットを求めたもの、あるいは単なる友好などいろ

いろであるが国際的な相互依存が進む中で自治体政府としても地域住民の行政ニーズ

が国際政策に対する求心力を強めているからであろう。 
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 本県においては、1970年代中頃から「民際外交」を掲げ全国的にもまだ国際政策が

政策領域として未成熟の段階から取り組んできており数々の実績を積み重ねていると

ころである。 

 しかし、今、国際社会の枠組みが急速に変わっていく中で自治体政府が取り組むべ

き国際政策も当然変質を遂げなければならないと考えられる。すなわち、「友好」や

「協力」を超えた自治体政府による世界への貢献が課題として浮上してきたと思われ

る。 

 本研究のテーマである「自治体のグローバル・ネットワーク」もこうした状況の下

における自治体政府の国際政策について将来像を展望したものである。 

 世界的に国家主権が希薄化する中で相対的に浮上してきた地域を主体とした国際関

係の構築の可能性はあるのだろうか。これを実現するための具体的な手法は何が考え

られるのだろうか。このような観点から本研究では従来の友好交流や対外協力とは別

の国際政策の可能性についてさぐってゆく。 

 そこで、まずテーマを考える上で前提となるここ数年の国際情勢の変化について、

大きなトピックを見てゆくことにする。 

 

(1) マルタ会談の意義 

 第二次世界大戦後の世界は、アメリカとソ連がお互いの覇権を競い合う対立の時代

が続いていた。両大国はそれぞれがイデオロギーを前面に出しながら、巨大な軍事力

を背景に勢力の拡大に努め、ベルリンの壁に象徴される「冷たい戦争」と言う状況を

つくりあげてきた。 

 しかし、この関係に歴史的な変化が生じたのは1989年12月の地中海マルタ島におけ

るブッシュ大統領とゴルバチョフ書記長の会談であった。この会談で両首脳は冷戦が

終わりに近づいていることを確認しあい、ここに米ソ関係は対立から協調の時代へと

入っていったのである。 

 この歴史的変化の背景には、ソ連国内の経済的停滞による市場経済化を求める声に

対しゴルバチョフ書記長はペレストロイカ政策により民主化をすすめ、巨額な軍事費

を削減をする必要があったこと。また、アメリカにおいても、貿易赤字と財政赤字の

双子の赤字に苦しんでおり、その解消が重い課題となっていたからである。 

 米ソの国内事情が両国の関係を改善に導き戦後40年つづいたヤルタ体制が終わりを

告げ世界はポスト冷戦時代を迎えたのである。第2次世界大戦後の国際関係を築きあ

げてきた両大国による勢力均衡の構図は終わりを告げた。 

 その後両首脳は1990年の5月、9月と顔を合わせドイツ統一問題やイラクのクウェー

ト侵攻を主要テーマに話合いがもたれた。米ソが共通の敵に対する対応を協議するな

ど一昔前には考えられなかったことであり、改めて冷戦の終結が世界に印象づけられ

た。 



 ―5― 

(2) 東西ドイツの統一 

 この、「対立から協調へ」の動きを受けて1989年末に東西対立の象徴とも言えるベ

ルリンの壁が崩壊し1990年の7月には東西ドイツの通貨統合が実現した。そして、同

年10月、戦後45年にわたり東西に分断されていたドイツが統一された。 

 中欧に人口8 ，000万人を擁し、ヨーロッパの工業製品の 4割を生産する大工業国

が成立したわけである。実際には「二国家の統合」ではなく「西ドイツの拡大」であ

ると言われているドイツの統一であるが旧東ドイツの経済的な疲弊は予想以上にひど

く統一による経済的なメリットはまだまだ先になると言われている。 

 

(3) ヨーロッパの安全保障 

 一方、東西雪解けからヨーロッパにおいては戦後40数年の東西対立に正式の終わり

を告げる文書に署名がなされた。すなわち、1990年パリで開かれた全欧安保協力会議

（ＣＳＣＥ）で採択された「パリ憲章」である。 

 全欧安保協力会議は、ヨーロッパの安全保障を検討するために1973年にヘルシンキ

で第１回が開催された。第１回会議にはアルバニアを除く全ヨーロッパ諸国とアメリ

カ、カナダの35か国の首脳が参加しヨーロッパの緊張緩和と相互安全保障について討

議を行い、通称ヘルシンキ宣言（ヨーロッパの安全保障、経済・科学技術分野の協力

・人権問題）に合意した。 

 「パリ憲章」においては「ヨー口ッパの対立と分断の終焉」と「ヨーロッパにおけ

る民主主義と平和と統一の新時代の到来」が示され、この中には民主主義や人権につ

いて西側の価値観が盛り込まれている。 

 東西両陣営の対立の舞台であった欧州に平和を保証する枠組みが出来上がったので

ある。なお、日本は、1992年の首脳会議で「特別ゲスト」としての参加資格を得てい

る。 

 

(4) ソ連邦の解体 

 旧ソ連には、100以上の民族が存在し、人口100万人を超える民族だけでも22にのぼ

ると言われていた。それが15の共和国を構成してきたわけであるが、1917年のロシア

革命以降、この種々雑多な民族を治めてきたのは共産党によるマルクス・レーニン主

義の強烈なイデオロギーであった。 

 しかし、1985年、ゴルバチョフが書記長に登場し、ペレストロイカ、グラスノスチ

といった民主的改革を始めると共和国に間に民主化と民族自決をもとめる動きが強ま

った。その象徴的な例が1991年6月のリトアニア、ラトビア、エストニアいわゆるバ

ルト3国の独立である。その前後から各共和国は主権を主張をはじめており、事実上

、ソ連邦は国家連合の様相を呈していた。そして各共和国が次々に独立宣言をする中

で1992年12月、ソ連は解体し、独立国家共同体（ＣＩＳ）という巨大な国家の連合体

が誕生した。 
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2 地域紛争の発生と国民国家の衰退 

 

(1) 湾岸戦争の勃発 

 米ソの冷戦が終わり世界に平和が訪づれると思われていた矢先、1990年8月、イラ

ク軍が突如、クウートに侵攻した。この武力によって他国の主権を侵害するといった

国際秩序を無視するイラクの行動に対し国連はイラクヘの武力行使の決議を行い米ソ

を中心に結成された多国籍軍との間に戦争が起こった。 

 戦争は極めて短時間のうちに多国籍軍の勝利に終わったが、この事件は冷戦の終結

により「力に均衡」が破れると今まで潜在化していた矛盾や不満が顕在化し地域的な

な紛争が起こりえることを教訓として残した。そして平和について、国連を中心に各

国が協調して維持する必要があることが改めて確認された。 

 湾岸戦争への日本の対応であるが戦費の負担だけでなく人的貢献、すなわち国連の

平和維活動への参加が憲法の規程ともからんで議論の的になった。 

 

(2) 地域紛争の多発 

 湾岸戦争が象徴的な例であるが、米ソの力の均衡が崩れると今まで押さえつけられ

てきた民族や宗教の対立が一挙に表面化し世界各地で紛争が頻発している。 

  特に、旧ソ連や東欧では民族を支配していた共産主義の呪縛から解き放たれた結果

民族意識の高揚と経済的な危機が結びつき不安定な状況にある。 

 現在、民族や宗教の対立が内乱や戦争を引き起こしている国としては、ユーゴスラ

ビア、インド、カンボジア、ソマリアなど世界各地に点在している。また南米では経

済的不振が紛争を生んでいる。戦争は難民を発生させ、難民の流入による民族的な対

立が社会的不安を引き起こす。 

 これらの原因は様々であるが米ソが覇権主義を放棄したことによる権力の真空状態

が紛争を引きおこしている点が大きい。 

 冷戦後の「平和の配当」を期待していた世界に、「平和の維持のためのコスト」が

いかに大変であるかが現実問題として重くのしかかってきた。 

 

(3) 国連機能の強化と支援 

 最近、「国連のルネッサンス」という声が聞かれる。湾岸戦争において国連が大き

くクローズアップされ、その実力以上に期待が高まっているからである。 

 現在の世界は各国が共同で平和を管理する時代であると言えるがその時中心となる

のは世界の180か国が参加している国際連合である。東西冷戦の時代には国連の集団

安全保障制度はソ連を中心とする拒否権によって機能しないことが多かった。しかし

ソ連が消滅した今、世界平和を実現するためには国連を中心とする各国の協調が重要

であるし、国連自身の機能強化も図っていかなければならない。 

 日本は、1956年12月に80番目の加盟国として国連に加入した。以来、外交方針とし
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て「国連中心主義」を定め、分担金においてもここのところアメリカに次いで12.4％

を占めている。「今や、日本は国連活動を財政面から支える、国連にとっては不可欠

の加盟国となった。」(平成3年外交青書) 

 また、ここのところ日本人職員の活躍も見られるようになった。 

 しかし、国連は第2次世界対戦の戦勝国を中心に作られた組織であり、日本は最高

意思決定機関である安全保障理事会の常任理事国から除外されている。 

 常任理事国は、国連憲章に定めのある「拒否権」を始め、広範囲に多くの特権を持

っている。例えば、常任理事国はあらゆる機関や委員会に自動的な名を連ねる他、事

務総長を始めとする事務局の上層幹部ポストの任命にも常任理事国の同意が不可決で

ある。従ってそれらのポストや機会を通じて自国の主張を国連の行う種々の政策に反

映することができる。 

 日本が世界平和について積極的に発言していくために、今後は安全保障理事会の常

任理事国入りをめざすべきである。 

 また国連への期待が大きくなるにつれ国連活動に対する国民の理解と協力が必要に

なってくる。国連は主権国家を加盟国としているためか自治体や市民にとっては遠い

存在のように思われるが、国連憲章には「連合国の人民が創立を決定した」と書かれ

ており元来は市民が主役のはずである。 

 国家主権の希薄化の中で国家の意見だけでなく、自治体政府やＮＧＯの意見を聞く

が場が国連内に作られるべきである。そのためには市民がもっと国連の活動に関心を

持つことが必要である。 

 今まで、国連と自治体政府と関係は希薄であったが、国家主権の相対化が見られる

現在の世界において、自治体政府としても国連活動への積極的参加を何らかの形で実

現し世界平和に貢献したいものである。 

 たとえばプロジェクトに資金を提供するとか共催で会議を開くとか、また国連活動

に人を派遣するとか国連への支援を自治体政府は進めるべきである。 
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3 地球的課題の発生と解決 

(1) 地球的課題の発生 

 東西冷戦の終焉により世界に平和が訪れ、「平和の配当」による地球市民の生活の

安定・向上が実現するかに思えたが、一方で人類の将来に暗い影を投げ掛けるいくつ

かの問題がうかびあがってきた。今まで、軍事に国力を注ぐ余り、ともすれば関心が

向けられることが少なかった問題、即ち環境問題、南北問題、エイズや麻薬などの問

題が「人類共通の課題」として浮かびあがってきた。これらの問題の解決には、人間

の将来がかかっており国の枠組みを超えて協力していかなければならない。では、現

在浮上している主要な問題のいくつかを見ていく。 

 

① 南北問題 

 大多数の南の開発途上国と北の先進国との経済格差の問題は以前から指摘されてい

たが、ともすれば東西問題の影に隠れていたところもあった。しかし、東西問題が解

消した今、南北問題はかつての東側諸国を含む問題に拡大された。 

 南北間の格差の原因はいくつかあるが、その一つに人口問題がある。地球の人口は

21世紀の半ばまでに、現在の2倍の100億人になると予想されているが、先進国の10億

人に対し発展途上国は90億人に増加する。これにより南と北の経済格差は拡大し事態

が一層深刻となり環境破壊が進む。 

 また、貧困による紛争の発生は難民を生み、難民の移動が世界の安定に脅威を与え

る。先進国は南の国に対する経済協力や技術移転を進め南の国の経済的自立を促そう

としているがその実現は容易ではない。 

 

② 地球環境問題 

 温暖化、オゾン層の破壊、生物種の減少などの地球環境問題は、われわれ一人ひと

りのライフスタイルの問題であると同時に地球的規模で国を超え民族を超えて解決し

ていかなければならない難しい問題である。 

 この問題についても南の国と北の国では大きな主張の隔たりがある。先進国では省

資源型のエネルギー政策がすすめられているのに対し発展途上国では経済成長優先で

あり環境へ配慮はまだまだ乏しいのが実情である。しかし、人類共通の財産である地

球環境をどの様にして保全していくかは経済成長とのトレードオフの中で国際的な政

策協調が求められる分野である。 

 

③ 麻薬・エイズ問題 

 麻薬の浸透やエイズの蔓延は社会を蝕む病理減少であり、各国が共同して対策を立

てる必要がある。特に麻薬は経済的な貧窮が一部の国において麻薬に依存する経済構

造を造り仕出しており、経済構造改革のための経済協力に取り組む必要がある。 
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(2) 日本の貢献 

 最近、安全保障概念の「緑化」あるいは「生活化」ということがよく言われている

が、軍事的な脅威がなくなった後にやってきたのは環境問題に象徴される人々の日常

生活レベルの安全を脅かす問題の登場である。 

 そして、この様な時代こそ日本が積極的に平和に対して貢献できる機会であると考

えられる。 

 日本は膨大な貿易黒字を抱える世界でも有数の経済大国である。そして日本の繁栄

と安定を支えるのは、世界の安定による自由貿易体制であり今まではアメリカの力で

これが実現されていた。しかし、現在の世界は多元的な国家が多数、存在する状況で

あり、しいて挙げればスーパーパワーはアメリカ１国であるがアメリカにしても自国

だけて世界の秩序を維持できるだけの力はないことは湾岸戦争が証明している。従っ

て、これからの世界は多元的な国がお互いの力を補完しながら「平和の構築」に向け

て協力することが求められる。 

 今、世界的な課題としては(1)に述べたようなものが考えられいずれも巨額の資金が

必要とされる。そのほか、ソ連・東欧の市場経済化に対する支援などがあるが、世界

的な不況の中で資金を提供できるだけの余力のある国は少ない。従って先進国で唯一

貿易黒字国である日本に対する期待も大きいわけである。 

 現在、日本のＯＤＡは絶対額では世界一であるが国民一人当たりを欧米諸国と較べ

るとまだまだ少ない。ＯＤＡについてはこれからも増額を図っていくべきである。 

 また、理念のなさや贈与比率の低さが指摘されることがあるので今後は質の問題も

考えていくべきであろう。 

 一方最近は国のＯＤＡと並んで自治体からも自治体版ＯＤＡをつくる動きがでてき

ている。世界平和のための貢献は何も国だけでなく自治体政府あるは民間団体がその

能力に応じて積極的に取り組んでいくべきであろう。 

 特に本県のような一国並の経済力を持つ自治体政府においては、同規模の他国の例

を参考にしながら自治体の持つ特徴、例えば保健、医療、環境、廃棄物処理など生活

密着した部分を全面に出しながら国際貢献を進めるべきであろう。 

 日本は金はだすが人的貢献をしないという国際的な反響が湾岸戦争の時に起こった

が、人的貢献については自治体政府の側でかなり期待できるところである。 

 また、資金の問題にしても自治体版ＯＤＡのような形で援助を行うことは可能であ

る。 地域市民のあらゆる生活領域に関与している自治体政府がその持てる能力を地

球レベルで発揮することはこれからの自治体政策が進める国際政策  の可能性を開く

ものと言えよう 
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第 2章 神奈川県の国際政策 

 

1 「民際外交」の始まり 

 国が行う「国際外交」すなわち国家対国家の外交に対して国民同士が直接つながる

「民際外交」は1975年に長洲知事が就任以来提唱してきた主要な政策の一つである。 

 この「民際外交」という耳慣れない言葉の意味について、知事は次のように語って

いる「次に、目をもっと将来に向けて、私は神奈川を日本の国際交流の中心にしてい

く努力を進めたいと思います。 

 貿易の振興はもとよりですが、もっと文化や人間の交流を考えるべきです。また外

交は国がやるものときめつけるのも、すでに古くさい考えです。国がやる「国際」外

交の基礎には、国民同士がつながる「民際」外交があるはずです。この神奈川が、日

本の民際外交の先頭に立ちたいものです。 

 米・中・ソ・欧などはむろんですが、特に今後はアジア、ラテンアメリカ、アフリ

カとの交流を進めたいと思います。たとえば「神奈川国際交流センター」のような場

をつくるとか、アジアなどからの留学生を県民の日常生活のなかにまで受け入れる組

織や運動なども、みんなで進めてはどうでしょうか」 

 

 自治体が外国と直接、交流しあうという今ではごくあたりまえの考え方であるが当

時としては極めて斬新なビジョンであった。 

 このような、考え方の出てきた背景には、国際的な相互依存が進む中で国際政治学

の基本的な考え方の大きな変化がある。すなわち、国際関係の主体は国家だけではな

く、企業や市民などの多様なアクターが国際政治に影響を持ちうるという「トランス

ナショナル・ポリティクス（超国家的政治）」な考え方が提唱されるようになった。 

 

 また、経済、人、情報のボーダーレス化が進行し、民際関係の比重が増大してきて

おり国の主権を超えた関係が成り立ちうる条件が熟成されつつあること等である。 

 

 しかし、このようなアイデアを県の政策として推進してゆくには、県庁の内外にお

いて組織の整備がなされなくてはならない。1976年、渉外部の中に国際交流課が設置

され、その他、知事の公約である「新神奈川宣言」に出てきた「国際交流協会」と「

国際交流センター」が1977年に相次いで設置された。 

 「国際交流協会」の目的は、民間における国際交流活動を支援してゆくことであり

､ 「国際交流センター」の管理運営とそこで行われる各種事業の推進であった。｢国

際交流センター」は産業貿易センタービルの９階に置かれた施設で談話室・会議室・

展示場・研修室・ＬＬ教室・海外資料室を備え、県民と外国人の出会いの場としては

画期的なものであった。 

 ここに、民際外交の拠点が整ったわけであるが当時のアンケート調査によれば、県
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民の県がすすめる国際事業に対する認識は必ずしも高くはなかったことも事実である 

 

2 「民際外交」の理論化 

 知事の登場とともに始まった「民際外交」政策であるが、その理念の理論化につい

いては講演などを通じてしだいに一つにまとまってきた。 

 それは、次のように要約できる。 

 ① 資源小国の日本は、経済的相互依存が進む中で世界なくしてはいきてゆくこと

ができない。従って、国民一人一人が国際感覚をもたなければならないが、この仕事

を政府の外交のみでカバーすることはできず、生活の現場である自治体レベルで「な

によりも普通の市民が、日々の生活のレベルで、他の国民と交流し理解しあうこと」

を進めることが重要である。 

 ② 多様性に富む地球のなかにあって、国家の基底にある地域や地方が個性的な文

化や生活様式を発展させており、その地域が国境を越えて地域同士の連帯を深めるこ

とが世界を、そして人間生活を豊かにするうえで大きな意義をもっている。 

 ③ 「世界が必要とする日本」になるために、また「多様性豊かな地球」のなかで

地域同士の連帯を強化するために、「民際外交」は必要である。 

 従来からある伝統的な国際政治観に対峙する市民や地域を中心に据えた知事の外交

哲学がここに明快に示されている。このような理論化を踏まえ実際の事業が行われて

きたのである。 

 

3 事業展開 

 民際外交に係わる事業は担当の渉外部を始め各部で幅広く推進された。 

 ここでは、四つの大きな柱となっている「友好交流」「内なる民際外交」「非核

・平和」「民際協力」についてその成果を概観する。 

 

(1)友好交流 

 自治体同士の友好親善を深める方法としてまず考えられるのは、姉妹都市提携や友

好交流である。本県の場合も民際外交の初期から海外の自治体との友好交流が模索さ

れた。その基本的な指針として三項目が挙げられた。① 友好交流先ごとについて、

常に状況の変化に対応した双方のニーズの把握と最大公約数化 ② 実質的交流とそ

の裾野の拡大 ③ 交流分野が固定化することへの配慮を加えながら、交流事業の継

続的発展と充実 である。 

この指針に沿って選考が進められたが、簡単には相手先が決まらなかった。 

   現在、神奈川県と友好提携協定書を取り交わしているのは、アメリカのメリーラ

ンド州、中国の遼寧省、ドイツのバーデン・ビュルテンベルグ州、韓国の京幾道の四

つである。 その他、交流事業を行っている地域として、スウェーデンのエーテボリ

・ブーフス県、オーストラリアのニュー・サウス・ウエールズ州、マレーシアのペナ
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ン州、ソ連のオデッサ州がある。 

 ともすれば、自治体同士の友好交流は首長が変われば実質的に消滅したり、あるい

は交流の内容も自治体の幹部による表面的な儀礼に終わるなど実効を伴わないケース

が指摘されているが本県の場合は継続性を重視しながら、双方のニーズを満たすもの

であり、試行錯誤の中から多様な手法を開発してきた。 

 たとえば、遼寧省とは、「交流から協力へ、親善から合作へ」というコンセプトで

「技術指導者長期派遣事業」を行っている。これは、「海外技術研修生受入れ」と並

んで代表的な事業である。 

 本県の友好提携先は、その国の中では高度な産業が立地している地域であり交流も

経済面が大きいが文化や医療福祉の面でも交流をおこなっている。 

 民際外交のおける友好交流は相手先の政治、経済、社会状況やニーズ、文化・慣習

の相違などいろいろな障害が存在するが試行錯誤を繰り返しながら強固な関係を構築

していく必要があると考えられる。 

 

(2) 「内なる民際外交」 

 アジアヘの視点は、民際外交が始まった時から大きな柱であったが、それを県内に

向けたのが「内なる民際外交」であった。1980年頃から在日韓国人を中心に指紋押捺

に対する反対運動が起き、今まで問題が潜在化してきた在日韓国人の差別の問題が人

権との関係の中で人々の注意を引くようになった。 

 国際交流課の内部でも、欧米偏重からアジアヘの回帰が議論されており、この「内

なる民際外交」が政策課題として動き始めた。まず庁内の職員向けに啓発事業がはじ

まり、「県内在住外国人問題検討会」が組織された。 

 そして、自治総合研究センターの研究チームによる報告書「神奈川の韓国・朝鮮人

」の発行、「日本の中の韓国・朝鮮人、中国人      神奈川県内在住外国人実態調査

」の実施、「外国人県民施策研究会」の設置等が進められた。 

 「内なる民際外交」の前提にあるのは国際的な人権問題への取り組みである。基本

的な考え方として、「国際社会の基本的なルールとして相互の人権を尊重し、ともに

生きてゆく道をさぐることは、日本の国際化にとっても大切であり、自治体に対して

も、市民の生活に直接かかわっていることから、国際人権への配慮と期待が高まって

いる。またアジア太平洋地域での国際人権保障への取組は立ち遅れている。そこで、

国際社会の貢献と「内なる民際外交」を一層進めるために国際人権問題について調査

研究を行うこととした。」という説明をしている。 

 この国際人権を機軸に「内なる民際外交」の施策が展開されて行くのであるが、特

に大きな問題として、外国人登録法による指紋押捺問題がある。知事は、外国人登録

法は日本に在住している外国人に関する行政のための法制度として大きな役割を果た

しているが、指紋押捺と常時携帯義務は人権上問題があり、県と市町村が一体となっ

て国に法改正を求めていくと述べた。 
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 具体的な動きとしては、1984年2月に知事と県内全市町村長が連名で「外国人登録

法改正の要望書」を、総理大臣・法務大臣・自治大臣あて提出した。また、窓口での

対応については、県と市町村間で調整が行われ、登録拒否者については説得し、安易

な告発は行わないことを確認した。 

 県内に約30，000人の在日韓国朝鮮人や中国人などを抱える本県にとって、県内の

外国人が人権を尊重され地域社会の構成員としてともに生活してゆくことは、地域の

解放性を示す指標であり、内外の平等化を進める上で欠かすことのできない視点であ

た。 

 

(3) 非核・平和 

 神奈川県は全国でも有数の米軍基地を有する県であり、それに伴う数々の問題が度

々発生していた。厚木基地の航空機騒音問題や原子力艦船寄港問題、度々起きる米軍

機の事故は県民生活に不安を与えてきた。 

 民際外交の中で、平和の問題が具体化してきたのは1980年代に入ってからである。

それまでは80年の第1回カナガワ・ビエンナーレ国際児童画展の開催の決定やアジア

平和研究国際会議への支援の他は「平和」に関する具体的な事業は見られなかった。 

 しかし。80年代初頭の「第2次冷戦」と言われる軍事的緊張の高まりの中で、それ

に呼応するかのように国の内外で反核の動きが盛り上がった。 

 知事は1982年に「子や孫のための反核の訴え」を行った。そして、これと県議会が

採択した「非核三原則の堅持に関する意見書」「平和をつらぬく国際軍縮に関する意

見書」「基地返還と平和問題に関する意見書」に加え県内市町による反核・軍縮意見

書、「700万神奈川県民からのメッセージ」「800万人署名」などを託された県民代

表が第2回国連軍縮特別総会に出席し「反核・平和」を訴えた。 

 このように、「反核・平和」に対する県内自治体や県民の関心が高まるなかで1984

年7月に「神奈川非核兵器県宣言」が議会で議決された。 

県宣言は県内自治体に対して影響を与え、現在26自治体が宣言を行っている。そして、

海外を含めた非核宣言自治体とのネットワークが造られるようになった。 

 

(4) 民際協力 

 民際外交が広がりつづける中でその事業の性格を統合すると民際協力という分野が

登場してきた。それは第 3世界に対して神奈川県としての協力である。実施主体は県

だけでなく民間も含む。 

 民際協力は次の三つに分類できる。① 政策課題発見事業 ② 協力実践事業 ③

協力支援事業である。 

 ① 政策課題発見事業 国際理解のための会議やイベント、シンポジウムなどがあ

り、南北問題に対する県民意識の啓発が主な目的である。「たみちゃんシリーズ」

の発行など第 3世界の知識の普及を目指している。 
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 県がこの領域に関心を向けているという意思表示でもある。 

 ② 協力実践事業 技術協力を中心にした第3世界への協力活動である。主として

協力先は中国であり、技術研修生の受入れや技術指導者の派遣を行っている。その

他インドシナ難民やアフリカ難民の救援、海外災害への救援などを行っている。 

 ③ 協力支援事業 協力を行うための基盤整備や体制の整備、更には神奈川県以外

の主体によって実践される協力へのネットワークづくりも含まれる。 

 たとえば、1987年にＫＩＳ(ＫANAGAWA Ｉnformation Ｓtation)が国際交流協会

に設置されたことや1988年の県内ＮＧＯによる民際協力ネットワーク形成への着手

がこれに該当する。 

 

 民際協力事業は結果として協力と言えるような事業もあり、協力事業が体系的に行

われているのではなかった。 

 1990年代に入り、日本の国際的地位の向上により、国際貢献が世界から期待される

ようになると本県においても協力事業の充実が検討課題に上った。そこで「神奈川民

際協力システム検討委員会」が1990年6月に設置され本格的な検討が始まった。欧米

や第 3世界の実地調査を踏まえた報告書が1992年に発表された。その中では 

   １「民際協力システム＝各主体の連携・協力による民際協力システム」の創設 

       ① 連携、相互調整を図るための協議会の設置 

       ② ＮＧＯ活動を支援するための基金の設置 

       ③ 民際協力に関する情報収集・提供機能等の整備 

   ２「民際協力システム」において、神奈川県が取り組むべき独自施策 

       ① 民際協力の基本方針の策定 

       ② 民際協力推進体制の整備 

       ③ 各分野での民際協力事業の実施 

       ④ 地球市民意識の向上を図るための普及啓発や教育活動の推進 

       ⑤ ＮＧＯ活動に対する多面的な支援の実施 

が提言されている。 

 「民際協力」事業は90年代の国際政策を貫く大きな柱であり更に拡大していくこと

になろう。 

 

4 民際外交の到達点 

 長洲知事の登場により始まった民際外交の歩みは、今まで自治体の政策に現れてこ

なかった国際化を実際の事業に取り入れ地域から世界に対し「平和」や「民主主義」

といった普遍的価値観を発進してきた先進的な自治体政策であった。 

 脱国家外交を標榜する中で、単なる諸外国との交流を超えて人権や第 3世界との協

力にまで踏み込んだ施策は神奈川県という一国並の規模を持つ自治体政府の政策形成

能力を明確に物語っていると言えよう。東西冷戦構造の中で、平和を願う人々の声を
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民際外交という形で世界に伝えた行為は、紛争の勃発による不安定な世界を眼前にし

たとき、ますます重要な役割を担っていくであろう。 

 全国的にも先駆的な存在であった本県の国際政策であるが、現在では、自治体の国

際政策は、「高齢化」や「情報化」と並んで自治体政策の大きな柱であり、各都道府

県では、交流のための推進計画やプランが策定され、また実施主体として「国際交流

協会」が設置されている。 

 本県においてはこれまでの実績を踏まえ今後の民際外交の指針となる、「かながわ

国際政策推進プラン」が1991年5月に策定され、この中に新たな方向性が示されてい

る。この中に出てくる考えかたである「共通の安全保障」「共通の繁栄」「共通の

難問」に対し地域からどう貢献し平和で豊かな地域社会を築くために世界に平和と

発展し寄与していくのか、これを基調にこれから新たな展開が始まると言えよう。 

 また、1992年3月には「かながわ民際協力システム検討報告書」が出された。これ

は。「プラン」のなかの民際協力に絞って具体的な施策の提言を行っているものであ

る。 特に、ＮＧＯへの支援策を大胆に打ち出していることに特徴がある。 

 このように、90年代においても民際外交はその色合いを微妙に変えながら県政の主

要な施策として着実に推進していくものと思われる。 

 しかし、対県民への施策の充実とは別に、その実施主体である県庁組織を見てみる

と「国際的」な感覚に乏しいと言わざるを得ない。 

 その一つは、国際的な情報の過疎である。本研究で行った簡単なヒアリングでも明

らかになったが。、政策担当課において立案にあたって海外情報を意識している度合

いが少ない。海外情報源へのアクセスがよくわからないという声もあり、日常業務に

おいては海外政策情報を余り意識してないのが実情である。 

 しかし、国際社会の中で生きていく以上、本県と同じような自治体の政策情報の入

手は、政策立案に当たり政策を深化させ諸外国自治体との政策協調が可能となる。 

 海外政策情報の活用はこれからの自治体政府の大きな課題である。 

 また、自治体職員自身の国際感覚養成も重要である。自治体組織自体の国際化はま

す国際人の養成から始まる。 

 各種の国際会議に出席したり国際機関で経験を積むことにより国際感覚に富んだ職

員が誕生すると考えられる。その様な機会をもっと増やすべきである。 
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第 3章 交流から政策協力へ 

 

1 自治体外交の新しい波 

 自治体の国際交流を考える時、まず頭に思い浮かぶのは姉妹都市提携である。姉妹

都市提携は、市民が参加し易い分野であり草の根レベルの交流が図れるという点でも

国際化を進めるには取組易い事業である。 

 姉妹都市提携は、だいたい同じような地理的、経済的条件の自治体同士が提携する

場合が多いが、共通点で結ばれた姉妹都市もある。たとえば、山梨県の勝沼町とフラ

ンスのブルゴーニュ地方にあるボーヌ市とは両方との有数のワインの生産地でありそ

れが縁で1976年に提携が成立した。 

 現在国際的な姉妹都市の合計は、都道府県が84組、市区町村が866組で計950組の姉

妹都市提携が結ばれておりその数は更に増えようとしている。相手先としては北米と

ヨーロッパで過半数を占めており、アフリカや南米は少ないがアジアに関して言えば

、相手国別で中国がアメリカについで多くなっている。 

 姉妹都市提携は、地域住民の国際的な意識を高めたり個性ある地域づくりを進める

などうまく機能すればそれなりの効果が期待できる古くて新しい手法であり今後も国

際化の有力な方法であると考えられる。しかし、一過性の総花的な交流に終わる恐れ

があり形骸化しているケースも見受けられる。また、提携先をみてもわかるように欧

米偏重であり、もう少しアジアやアフリカに目を向けることが今後の課題である。 

 

 一方、従来型の交流方法とは異なる手法で国際化を進めている例がある。北海道が

進める「北方圏構想」、新潟県や富山県の「環日本海構想」など地域的な特性を利用

して交流のネットワークをつくりあげている。 

 まず、北方圏交流であるが、それは「積雪寒冷という点で似通っている北方の諸地

域が、国境や言葉の壁を超えて人間的な交流を深め、産業・経済、生活・文化、学術

、スポーツなどの各分野に及ぶ交流を通じて、それぞれが北国にふさわしい新たな文

化を持った、豊かな地域社会をつくりあげようとするものである」 

 たとえば、交流の一つとして北方圏環境会議がある。カナダ、アメリカ北部、北欧

、北海道の代表により生活環境や自然の保護・保全、環境と開発との調和などの問題

が話合われた。環境問題が今ほど全地球的な課題となる前にこのような会議が開催さ

れたことは注目に値する。 

 交流は、当初、北方圏地域との経済交流に目的が置かれていたが、現在では環境保

全、北方医学交流、寒冷住宅研究、スポーツ交流といった「文化的交流」に重点が置

かれている。 

 そして、北方圏に関する民間の総合的な調査・交流機関として1978年には北方圏セ

ンターが設立された。 

 北海道という独自の気候風土や文化から生まれた国際交流の一つの実験は、他の自
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治体の交流に強い影響を与えることになった。 

 

 北方圏交流と並んで進行している「環日本海圏構想」というものがある。日本海を

挟んで日本側の秋田、山形、新潟、富山、石川、福井などの府県と対岸の韓国、中国

、ソ連との交流を包括した表現として使われている。 

 その中で、新潟県の例をみてみよう。まず、新潟は歴史的に旧ソ連との関わりが深

かった。その関係から1965年に新潟とハバロフスクとの間に姉妹都市宣言が調印され

経済的な交流を期待して友好交流が展開された。現在は空の定期便が開設されている

ほか 新潟港と極東諸港との関係も密接である。 

 また、両市の間では1970年以降「日ソ沿岸市長会」が定期的に開催され両地域の友

好関係と経済関係の発展が話合われている。 

 韓国との間には1979年に定期便が開設され、その1年前には新潟、長野、富山、石

川を管轄する「駐新潟大韓民国総領事館」が設置され結びつきが強まった。これは、

日本海側で唯一の外交機関である。 

 韓国とは、民間団体を中心に交流はますます活発化している。 

 また、中国とは79年にハルピン市と友好都市締結がなされ以来幅広い交流が行われ

ている。83年には新潟県と黒竜江省との間に友好県・省が結ばれた。 

 

 自治体の国際政策の新しい動きについて二つのケースをあげたわけであるが、この

ような自治体の独自課題をめぐる政策情報の交流・開発を松下圭一氏（法政大学教授

）は次のように分類している。 

  ① 個別課題型 

    個別調査団の派遣など 

  ② 持続課題型 

    陶器の有田町とマイセン（ドイツ)、景徳鎮（中国)、あるいは港湾技術を 

めぐる横浜市や神戸市と外国港湾都市との持続交流など 

  ③ 広域文化型（地域別） 

    北海道の北方圏構想、九州の各県や沖縄県の南方圏構想など 

  ④ 国際政策会議型（問題別） 

    滋賀県の世界湖沼環境会議、京都の世界歴史都市会議など 

 そして、③や④は今後に期待される国際政策であり、既成の国中心の政策情報の質

を変えていくとみている。 

 ③については、福岡県や北九州市進める環黄海圏構想などがあり、④の一過性のも

のとは異なり長期的に発展する可能性が大きい。圏域のなかでのマルチラテラルな関

係が誕生する可能性があり地域の平和と安定が地域レベルで実現できると思われる。 

 姉妹都市提携を「自治体の国際政策の初歩」と位置づけるならこの広域文化型の交

流は自治体の国際政策の独自性を発揮できる領域であり、松下氏が指摘するように自
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治体の独自課題をめぐる政策情報の交流は自治体を真の政策主体へと脱皮させるであ

ろう。 

 

2 ＮＧＯとの連携 

 1992年にブラジルのリオデジャネイロで開かれた国連環境開発会議（地球サミット

）には世界中から多数のＮＧＯ（Ｎongovernmental Ｏrganization）が参加し活発な

運動を展開した。以来ＮＧＯは流行語となり、マスコミ等の報道の中に頻繁に登場し

ている。 

 ＮＧＯと言う言葉は、国連が1950年代始めに国際赤十字社やアムネスティ・インタ

ーナショナルなどの民間の非営利組織を指す言葉として使い始めた。今では政府から

独立した市民組織を指す言葉として広く使われている。 

 一口にＮＧＯと言ってもその実態は多様性に富んでおりなかなかわかりにくい面が

ある。特に地球サミットによりＮＧＯが環境保護活動をする団体であるという理解も

生まれていが、ＮＧＯの活動は環境保護に止まらず、途上国に対する開発援助や人権

や女性問題など多くの問題を扱っている。 

 現在、日本におけるＮＧＯの数は、ＮＧＯ活動推進センターに登録されている団体

だけで約200 、活動資金も全体で100億程度であると言われている。ただこの中には

労働団体や宗教団体あるいは企業等が設立した財団がふくまれており、市民の自発的

な組織に限れば140 ～150団体であると言われている。そして、活動資金を見ると約

半数が1000万円以下であり500万円以下の団体も30程度存在する。 

 これに対し欧米のＮＧＯの中には年間何十億の予算を持つ団体があり、アメリカで

は125のＮＧＯが年間2100億円の寄付を市民や企業から受け、更に連邦政府から約80O

億円の補助を受けている。 

 欧米諸国に較べ市民運動の歴史が浅い日本においてＮＧＯ活動はなかなか一般市民

から理解をえることがむずかしいく資金調達や組織強化などの面できびしい状況にお

かれている。 

 一方、巨額に膨らんだＯＤＡ（政府開発援）はそれをうごかす人員の不足がいつも

議論されるが、抜本的な解決策は生まれていない。外務省では「政府、地方公共団体

、ＮＧＯの三本柱でやっていかなければならない」と言っており、ＮＧＯの協力に期

待がかけられている。最近、外務省はＯＤＡによるＮＧＯに対する事業補助制度や現

地大使館を通じた小規模無償資金協力制度を創設しＮＧＯの支援に乗り出した。 

 このような中でＮＧＯと地域自治体の協力関係による市民と行政の協働型の国際協

力の追究が始まっている。それは、自治体には「従来型の国際交流」からの脱皮を、

ＮＧＯには地域社会との連携をもたらすことになる。そして、ＮＧＯを通して様々な

ニーズや情報が自治体にもたらされる。 

 ＮＧＯとの連携を国際政策の新しい方向性と位置づけた時、本県においては1992年

に出された「かながわ民際協力システム検討報告書」の中ではＮＧＯに対する支援を
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大胆に打ち出している。 

 いくつかの提言の中で注目を集めたのは、ＮＧＯによる市民レベルの民際協力活動

を支援するための「かながわ民際協力基金（仮称）」を設置することである。管理運

営に当たるのは、（財）神奈川国際交流協会である。基金の出資は県だけでなく、広

く市町村や企業、県民に呼び掛けている。 

   また、ＮＧＯ活動の人材育成に協力するため、人材育成プログラムや教材の開発

及び講座、研修等の拡充を図ること。民際協力活動を情報面で支援するため、民際協

力に関する様々な情報を収集し、ＮＧＯや一般県民に提供すること。市民レベルの民

際協力活動の拠点となるスペースを県内各地に整備することも提言している。言わば

ＮＧＯ活動のインフラ整備である。 

   日本において、ＮＧＯ活動が貧弱な要因を文化的、社会的背景を理由にすること

はたやすいが、国際社会の一員として応分の負担がもとめられているのは政府部門の

みではなくＮＧＯにおいても同様のことが言える。ＮＧＯに対しても世界の期待は高

まっているのである。 

   その期待に応えられるだけの例えば国際的に政策提言を行える程のＮＧＯをつく

り出すには行政とくにその地域の自治体の協力を欠かすことはできないのである。 
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3 交流から政策協力へ 

 自治体政府の国際政策の潮流は初期の「友好提携」から最近は「協力」へと重心を

移してきている。 

 日経地域情報によると、自治体版ＯＤＡや途上国から技術者などを招いて日本国内

の研修所で訓練したり、日本人技術者などが相手国に出向き指導するケースなど自治

体政府の援助・協力事業が増えてきている。その例として、滋賀県は国連機関などの

水環境保全事業に協力を行い、新潟県では韓国、ロシア、モンゴルと環日本海環境協

力会議を開き技術協力を行っている。 

 また、環境庁の調査によるとこの10年で都道府県と政令指定都市の間で28の自治体

が267人の専門家を途上国に派遣し環境保全の面で協力している。 

 国際化というとすぐ地域の活性化と結び付け地場産業の振興のための経済交流が先

行しがちであるが、このように地球市民的視点からの協力事業がでてきたことは自治

体の国際政策の成熟化を示すものと言えよう。 

 さて、翻って本県の国際政策について考えてみると本県が「民際外交」と言う名の

国際政策を始めた昭和50年当時、自治体の政策課題としての「国際化」は極めて斬新

であった。以後試行錯誤をしながらこの分野ではパイオニア的な施策を次々に展開し

トップランナーとして高い評価を得てきた。90年代においては「かながわ国際政策推

進プラン」に基づき施策が展開される。この中でも民際協力が強く打ち出されている

が本研究では今後国際政策で考えられる分野としては、先進自治体同士の政策交流に

ついて提言したい。これは共通の課題を抱える自治体政府が集まりその解決のための

方法について交流を図る試みである。 

 環境、福祉、都市問題など自治体政府が抱える問題について政策交流をすることに

より国際的な基準がそのなかに取り込まれることになる。政策に国際性が加味され、

逆に国際的に発信していくことも可能になる。 

 政策交流の方法であるが、一つには共通の問題の解決のための国際会議の開催があ

る。例えば、世界環境湖沼会議、世界火山都市会議あるいは世界斜面都市会議などの

目的的な会議の開催である。 

 二つ目は、既存の組織に加入する事により必要なデータを入手したり会議に出席す

るやり方である。国際的な自治体の連合組織としては、ＩＵＬＡ（国際自治体連合）

やＩＣＬＥＩ（国際環境自治体連合）がある。 

 いずれにせよ、これからの自治体政府の国際政策として「政策」を全面に押し出し

た交流のあり方が方向性として考えられるであろう。
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 はじめに－政策協力の分類－ 

 

 今日、親善、友好を主な目的とした「姉妹都市交流」から、国境を超えた「政策協力」

への転換はまだ始まったばかりといってよい。言い換えれば、こうした流れの中で先進自

治体は、政策協力のあるべき姿とその方向性を“模索している段階”ということが言える。 

そして取り組んでいる自治体の数もそれほど多くはなく、したがって政策協力の事例も充

分とは言えないため、これらを類型化し整理して示すことはむずかしい。しかし将来の姿

を含め、敢えていくつかの分類に分けるとすれば次のようなことが言えるであろう。 

 

 すなわち 1つは、政策協力の数ごとの分類である。この分類からは、自治体における政

策協力は、「個別政策課題による政策協力」か「複数の政策課題による政策協力」かのど

ちらかに分類される。そしてここで言う“個別政策課題”は、現在“その自治体に固有の

政策課題”といいかえることができる。例をあげれば、湖を抱える自治体同士あるいは寒

冷地に位置する（寒冷地であるがゆえに発生する課題を抱える）自治体同士の政策協力の

ような場合である。こうした事由による協力には、湖を持たない自治体、熱帯地域の自治

体などは政策協力の当事者とはならない。しかしここでいう“個別政策課題”という言葉

は、このような固有の政策課題のみを示すものではない。“個別政策課題”は、将来、福

祉や医療、廃棄物や都市計画といった様々な分野に広がり、その課題のひとつひとつごと

の政策協力の形ということになっていくのである。 

 「個別政策課題による政策協力」については、その個別課題の内容の面からさらに、地

球的規模での課題（あるいは人類共通の課題）か否かといった分類が出てくる。ここで言

う地球的規模での課題とは、例えば環境問題であり人権問題である。 

  個別政策課題に 

  よる政策協力 

政策協力 

自治体独自の課題 

地球的規模での課題 

  複数の政策課題 

  による政策協力 

 

・ネットワ－ク組織等

への加盟による協力 

・政策課題ごとに協力

する相手方を選択 

第Ⅱ部 国境を超えた政策協力と今後の方向性 
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 分類方法の 2つ目は、協力しあう自治体の数による類型化である。これによれば、政策

協力は“2 極間”か“多極間”かに分けられる。そして“多極間”はさらに“数極間”と

ネットワークをイメージするような“多極間”に分けることができる。現在神奈川を含め

いくつかの自治体において言われている“バイラテラルな協力からマルチラテラルな協力

へ”といわれているのはこの分類による。しかし同時に現在この中の“マルチラテラル”

という文言は、せいぜい 2極間から 3極間、4極間といった関係を指向している段階であ

って、“ネットワ－ク”までをその範疇に含めてはいないように思われる。そして現在の

“バイラテラルな協力からマルチラテラルな協力へ”といった場合との決定的な相違点は

、協力の相手方を友好提携先に置いて考えているか否かである。つまり、ここで述べてい

る 2極間協力あるいは多極間協力の相手方は政策課題毎に切り結ばれるという関係性をも

っており、その上で課題毎の協力関係は様々に形作られる。この点で、友好提携が結ばれ

ている海外自治体同士を数だけ増やして交流させるということとは異なっている。すなわ

ち現在、友好交流の相手方同士によるマルチラテラルな関係への試みは、いくつかの自治

体においてなされているが、これは出発点において明確な「政策協力」の意思を持っては

いなかった点で、ここで定義している「政策協力」とは性質が異なっていると言える。 

 

 

 

 

 

自治体 (対等な関係) 自治体 

 

 

 

 

          〔マルチラテラルな政策協力の例〕 

 

自治体 自治体 

 

 

（相互に対等な関係） 

 

 

自治体 自治体 

 

〔バイラテラルな政策協力〕 
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 3 つ目の分類方法としては、その政策協力が一時的であるか継続的であるかによって分

類することが考えられる。わかりやすい一時的な政策協力の例としては、例えば、高齢者

の福祉機器の開発に関する協力や、文化施設の建設などに係る相互協力といったように、

主に技術面の協力が前面に出ているような内容で、それが完成してしまうと課題がなくな

ってしまうような場合であり、継続的な協力は、主にソフト面での内容で、例えば、“よ

り有効で高度な土地利用”であるとか“時代に対応した教育制度”といった課題例が考え

られる。また、一時的な政策協力については、協力を始めるにあたってその期間を区切る

ような場合も想定される。この点も、一般的には特に期限を設定しない姉妹都市交流と異

なる点である。 

 

 なおこの他、政策協力の分類としては、北海道の北方圏諸地域との協力、日本海沿岸諸

都市の対岸協力といったように、協力する相手方の地域性に着目しているか否かによる分

類といったことも考えられる。また、政策協力を進めるに当たり国連や国連の専門機関等

といった国際機関との連携があるか否か、といった分類も可能ではあるが、今日の自治体

のマルチラテラルな政策協力においては、その殆どの場合が何らかの形でこうした国際機

関と関係を持っており、あまり意味のある分類にはあたらないように思われる。 

 しかし、繰り返しになるが、今回の調査研究で扱う「政策協力」は、相互に対等な関係

での“give and take”の協力をその内容としており、この意味からは、途上国や第三世界

に対する技術提供や経済援助といった内容のいわゆる「援助」は含まれていない。この点

は政策協力の分類を考えるに際しての大前提となっているためもう一度確認しておく必要

がある。 

 

 それでは、以降第 1章から第 4章まで、それぞれの政策協力の特色に着目して、その特

色に沿った分類又は括りに拠り、政策協力の内容及び政策協力を進める組織等について紹

介していくこととしたい。
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第 1章 個別政策課題による政策協力－マル 

  チラテラルな関係による政策協力の例－ 

 

 いま自治体では、それぞれの自治体が有する個別の政策課題について、課題を共有する

自治体同士が連携し、共同して課題の解決を図っていこうとする動きが活発化してきてい

る。自治体同士の連携と共同による課題解決に関しては一般的に、関係者による協会ある

いは協議会の設立などによる取組方法が考えられるが、近年は、国際会議を開催すること

により海外自治体等と政策交流、政策協力を行い、課題の解決を図るという方法が増えて

きている。 

 

 日本ではじめて国際的な政策交流会議が開催されたのは、1972年の美濃部東京都知事の

提唱による「世界大都市会議」であった。この会議では、ロンドン、ニュ－ヨ－ク、モス

クワ、パリの各市長が参加し、環境汚染、交通事故、住宅、再開発、中央と地方の関係な

ど、5つの都市が直面する様々な課題について情報交換、経験交流を行った。 

 

 近年こうした国際会議の開催を軸とする、政策課題毎の国境を超えた政策協力の代表的

例としては、「世界湖沼環境会議」｢世界歴史都市会議」｢国際斜面都市会議」｢国際火

山フォ－ラム」をあげることができるが、これら国際会議の第１回目の開催時期は、｢世

界湖沼環境会議」1984年、｢世界歴史都市会議」1987年、｢国際斜面都市会議」1989年、

「国際火山フォ－ラム」1990年、といずれも1980年代以降となっており、ここでは紹介し

ていないが、兵庫県が主催者となり取組を始めた「世界閉鎖性海域会議」1990年も含める

と、こうした形での政策協力は今日における特徴的な展開方法ということができる。 

 一方、共通課題を有する自治体が団体を設立し、それにより課題の解決を図っていこう

とする例としては、「国際港湾協会」があげられる。「国際港湾協会」（ＩＡＰＨ）は

“港湾”という共通項により、1955年の第2回｢国際港湾会議｣の際設立された団体である

が、以降現在に至るまで、国際会議も開催しながら国境を超えた政策協力に関し息の長い

取組を行っている。 

 

 それでは以下、今述べた個別政策課題による政策協力5例について、その内容を紹介す

ることとしたい。なおここで扱うのは自治体間の対等な関係に基づく協力の例（言わば“

give and take”の関係）であり、第三世界等に対する技術支援など援助については含ま

れない。
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1 歴史的都市が果たすべき文化的役割－世界歴史都市会議－ 

 

 「世界歴史都市会議」は京都市が提唱し、1987年に第１回会議が京都において開催され

た。その後フィレンツェ、バルセロナ及びヒロ－ナ（スペイン）と会議が継承され、来年

1994年4月には第4回会議の開催が予定されている。 

 会議の基本理念は、「都市にはそれ固有の歴史があり、歴史都市とはそれぞれの歴史を

自らの誇るべき個性として守り育てる都市である」との認識のもと、政治あるいは社会的

枠組みを離れ、世界の歴史都市の市長が集まり２１世紀の人類社会の発展のために各都市

が果たすべき文明的役割りを探ることは意義深いことであり、歴史都市における使命であ

る、というものである。 

 

(1) 参加都市の状況 

 「世界歴史都市会議」には、毎回、歴史都市会議協議会加盟24都市の他世界各国におけ

る歴史的都市が多数参加しており（第3回会議；23ヶ国40都市)、参加都市の数は会議の

開催毎に増えてきている。 

 

          世界歴史都市会議協議会加盟24都市 

アレキサンドリア（エジプト）、アムステルダム（オランダ王国）、バルセロナ（ス

ペイン）、ブリュッセル（ベルギ－）、ケルン（ドイツ）、クラコフ（ポ－ランド

）フィレンツェ（イタリア）、グアダラハラ（メキシコ）、ハノイ（ベトナム）、

イスタンブ－ル（トルコ）、開城（朝鮮）、カトマンズ（ネパ－ル）、キエフ（ウ

クライナ）、慶州（大韓民国）、リスボン（ポルトガル）、パリ（フランス）、リ

オデジャネイロ（ブラジル）、タシケント（ウズベキシタン）、ウイ－ン（オ－ス

トリア）、西安（中国）、ジョグジヤカルタ（インドネシア）、ザグレブ（クロア

チア）、チュ－リヒ（スイス） 

 

(2) 会議の成果 

 なお、第１回会議においては、次のような「京都宣言」が採択された。 

「―― こうした交流の積み重ねは、それぞれの独自の文化についての相互認識を深め、

都市の活力を生かした新たな飛躍に向けて多くの示唆を与え、人類社会の発展と文化の向

上に大きく寄与するものであると信じる。我々は今後、情報及び資料交換など、歴史都市

相互の連携を強固にし、市民生活の安定・向上に引き続き努力するとともに、恒久平和を

願いつつ世界の人類とともに歩むことをここに誓うものである。」 

 これまでの会議を通じその成果は、この“宣言”にあるようにまず何よりも、人と人と 
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の直接的な交流による相互理解が深められたこと及び、友好関係が築かれてきたことが挙

げられる。そしてこれら会議により、現在多面的な都市間交流が形成されてきつつあるこ

とも大きな成果と言える。 

 開催日時・場所 全体テ－マ 個別テーマ(セッション等) 

第1回会議 

1987年11月18日 

～20日 

京 都 

２１世紀における 

歴史都市－伝統と 

創生－ 

 “都市計画論 

 “文化遺産論” 

 “都市産業論” 

第2回会議 

1988年6月18日 

～21日 

フィレンツェ 

明日の人間のため 

の歴史都市 

 

 “芸術都市の歴史的側面” 

 “司法・立法・行政上の問題” 

 “記念碑的遺産の保管維持”他 

第3回会議 

1991年10月28日 

～31日 

バルセロナ 

都市の記憶と未来 

 “首都としての効果” 

 “戦争災害後の都市中核の復旧” 

 “歴史都市の挑戦”他 

第4回会議 

(予定) 

1994年4月25日 

～28日 

京 都 

歴史都市の英知を 

求めて 

 

 “歴史都市の知恵” 

 “歴史都市の課題” 

 “歴史都市の新たな都市間交流” 

 

(3) 今後の方向性 

 これまでの実績と成果を踏まえ、第4回会議は1994年4月、平安建都1200年という記念す

べき年に再び京都で開催される。この会議の総合テ－マは「歴史年の英知を求めて」。 

「歴史都市の知恵」「歴史都市の課題」「歴史都市の新たな都市間交流」の 3 つのセッ

ションが予定されている。 

 これらのセッションのうち、特に第 3セッション「歴史都市の新たな都市間交流」につ

いては、歴史都市の保存、都市を取り巻く環境問題、都市の健全な発展等、世界の歴史都

市に共通する課題に関し、積極的で実質的な解決を目指したものとして注目される。また

今後“世界歴史都市会議協議会”をさらに発展させ、世界的なネットワ－クを築いていく

予定である。 

「世界歴史都市会議」開催状況 
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2 火山災害の軽減を目指して－国際火山フォ－ラム－ 

 

 鹿児島県には桜島、霧島など現在においても活発な活動を続けている活火山が7つある

。火山活動は温泉や地熱によるエネルギ－活用など恩恵がある一方で、噴火災害等による

人命や財産の損失など、生活をしていく上で大きな驚異となっている。 

 こうした問題意識により鹿児島県では、1988年に火山と人との共存を目指す「鹿児島国

際火山会議」を開催したが、以降、世界各国の火山を擁する自治体との間で“国際火山フ

ォ－ラム”を開催し、火山による災害の軽減に向けた取組を進めている。 

 

(1) フォ－ラムの内容 

第１回国際フォ－ラムは1990年、国連地域開発センタ－等との共催により開催された 

「国際防災の 1 0年国際会議」に併せて開催された。テ－マは“1990年代の火山災害の軽

減について”。インドネシア、アイスランド、フィリピン等からの参加を得、各国火山の

問題点、今後の取組の進め方等について活発な議論がなされた。そして現在までに、第2

回フォ－ラム（1991年）、第 3回フォ－ラム（1992年）が、国連地域開発センタ－、鹿

児島大学、日本火山学会、日本地質学会等様々な協力のもとに開催されている。 

 開催月日 テ－マ 内 容 

 第1回 

フォ－ラム 

 1990年10月3日 

 

 

1990年代の火山災害 

の軽減について  

 

・各国火山の問題点 

・国際火山総合センタ－機能 

・ＪＩＣＡの今後の取組、他 

 第2回 

フォ－ラム 

 1991年11月17日 

 

 

火山・地熱・金鉱床 

－南九州の黄金郷－ 

  

・火山地帯の損失と恩恵 

・マグマ性流体と金鉱化作用 

・地熱エネルギ－の利用、他 

 第3回 

フォ－ラム 

 1992年9月8日 

 

 

火山を知る－火山災 

害軽減に向けて－  

 

・ブルカノ式火山噴火と災害 

・災害危険区域予測図作成指針 

・人口密集地域での研究、他 

 

「鹿児島国際フォーラム」開催状況 
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(2) 海外からの講師、パネリスト 

 フォ－ラム開催にあたり、これまで次のとおり各国から多数の講師、パネリストが参加

している。 

   ・インドネシア鉱物エネルギ－省地質鉱物資源局長 

   ・フィリピン国立火山自身研究所長 

   ・ニュ－ジ－ランド科学産業極火山計画主幹 

   ・米国地質研究所メロンパ－ク支所統括研究官 

   ・ハワイ大学地質学・地球物理学科教授 

   ・ナポリ大学地球物理学・火山学科教授 

   ・ウェ－ルズ大学地質学科講師 

 

(3) フォ－ラムの成果と今後の方向性 

「国際火山フォ－ラム」の特徴は、内容が“マグマ性流体と金鉱化作用”あるいは“地

熱エネルギ－の利用”というように極めて専門的であるということである。そのため、設

定されるテ－マも専門的であり、参加者もある程度限定されることはあるが、それだけに

一般的な情報交換と異なり参加者にとっては直接的なメリットが期待できる。また研究者

にとっては、フォ－ラムにより得た人的ネットワ－クにより、それ以降の研究にも大いに

役だっている。 

 今後は、これまで通り火山地域に済む住民の安全確保と火山防災対策に向け、具体的テ

－マにより開催し、第 3回フォ－ラムの際の“災害危険区域予測図作成指針”作りなど、

政策策定に連動するような内容での実施を目指すこととしている。 
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3 人と湖の共存の道を探る－世界湖沼環境会議－ 

 

 “湖沼環境の保全と管理－人と湖の共存の道を探る”をテ－マに、「  84世界湖沼環境

会議」が琵琶湖の辺で開催された。この会議は滋賀県、総合研究開発機構の共催により、

国連環境計画（ＵＮＥＰ）、世界銀行（ＩＢＲＤ）、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）並

びに国連大学（ＵＮＵ）を含む海外28ヶ国、71人をはじめ、2412人の参加を得て5日間に

わたり開催された。 

 会議の目的は、湖沼が人間にもっとも親しい自然の一つとして文化や歴史を育み、様々

な貢献をしてきたにも関わらず、人間はその共存関係を一方的に破棄するような態度を取

ってきたことに対する反省と次回を求め、望ましい共存関係を取り戻す方法を探ろうとい

うものであった。 

 

(1) 会議の内容と成果 

 現在までに会議は4回開催されているが、各回ごとにその成果には大きいものがある。

第１回会議では、基調講演の他3つの分科会と全体会がもたれ、基調講演では国連環境計

画のトルバ事務局長から、琵琶湖問題を滋賀県だけのものとせず湖沼を有する世界の自治

体に広げること、及び湖沼問題の国際的なセンタ－を滋賀県に設置するよう提案がなされ

た。また3つの分科会を通じ、湖沼の富栄養化と汚染が世界の湖沼に共通していること、

湖沼の浄化と水質の維持のためには総合的な環境行政が必要であること、また湖沼環境の

保全のためには行政のみでなくそこに生活する住民の役割が大きく、また行政と住民が一

体となった取組が必要であることなどが確認された。また第１回会議では、琵琶湖の保全

のために行政、住民のなすべきことが盛り込まれた“琵琶湖宣言”が採択された。 

 ハンガリ－共和国バラトン湖の湖畔で開催された第3回会議には、国連環境計画（ＵＮ

ＥＰ）をはじめ国際機関の援助により、発展途上国からの多数の参加があったが、その成

果は、これらの国々が抱える湖沼環境保全の問題が大きく取り上げられたことである。 

 

(2) “国際湖沼環境委員会”（ＩＬＥＣ） 

 第１回会議における国連環境計画のトルバ事務局長からの提案を受け、1986年2月に“

国際湖沼環境委員会”（ＩＬＥＣ）が、13ヶ国の参加により滋賀県大津市に設立された。

ＩＬＥＣは、滋賀県をはじめとした地方自治体が直接世界に呼び掛け、国際機関との協同

により生まれた非政府機関であるという点で、世界にも例を見ないユニ－クな団体である。 

 

 ＩＬＥＣは設立以来、世界湖沼会議開催の企画・協力の他、①世界の湖沼デ－タの収集、

②湖沼の合理的管理のためのガイドラインづくり、③湖沼に関する研修事業などを行って
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きており、こうした貢献が高く評価され国内においては特定公益法人として認定されると

ともに、現在では国連環境計画の諮問機関としての役割も果たしている。 

 

(3) 今後の方向性 

 第 5回世界湖沼会議は、1993年5月“21世紀に向けた湖沼生態系保全戦略”をテ－マに

イタリア・ストレ－サ市において開催される。各国参加自治体は“琵琶湖宣言”にうたわ

れている“湖沼問題解決のための国際会議の継続的な開催及び国際的な協力の推進”を単

なる宣言として終わらせないために、今後2年ごとに国際会議を開催し具体的な行動に結

び付けていくこと、及び、行政担当者をはじめ、科学者、市民、企業が協力し湖沼環境の

改善していくことを確認している。 

 なお、第6回会議は1995年茨城県（霞ヶ浦）で開催されることが予定されており、国内、

海外における参加自治体の取組はますます活発化してきている。 
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 開催日・場所 主催者等 分科会・内容 

第 1回    

会 議 

1984年 8月27日 

～31日 

滋賀県 

滋賀県・総合研究 

開発機構 

 “湖沼研究の方法と科学者の役割” 

 “新しい環境価値観の管理と行政の

役割” 

 “湖沼環境の創造と住民の役割” 

第 2回    

会 議 

1986年 5月18日 

～21日 

米・ミシガン州 

ミシガン州 

 (米環境保護庁

カナダ環境省、

他の後援) 

 “毒性物質による汚染の長期的影響” 

 “水産業業管理における毒性物質” 

 “大湖沼の毒性汚染の防止” 

 “毒性汚染物質の発生源、行先、対

策” 

第 3回    

会 議 

1988年 9月11日 

～17日 

ハンガリ－共和

国ケストヘイ市 

ケストヘイ市、国

連環境計画 

 “湖沼管理における経済問題” 

 “貯水池における水質管理” 

第 4回    

会 議 

1990年 9月5日 

～9日 

中国浙江省杭州 

 市 

中国環境科学研究 

院、ＩＬＥＣ 

 “世界の湖沼情報” 

 “富栄養化と湖沼汚染対策としての生

態工学の利用” 

第 5回    

会 議 

(予定) 

1993年 5月17日 

～21日 

イタリア・ス

トレ－サ市 

ストレ－サ市・Ｉ

ＬＥＣ 

 “富栄養化制御のための科学的基礎” 

 “用水源としての湖沼の水質” 

 “湖沼内微量汚染物質の成因と結果” 

 “栄養源の非点源制御”他 

「世界湖沼環境会議」開催状況 
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4 斜面を活かしたまちづくり－国際斜面都市会議－ 

 

 第１回「国際斜面都市会議」は1989年11月3日～7日、長崎市及び国際連合地域開発セン

タ－（ＵＮＣＲＤ）の主催により開催された。会議の目的は、一般に都市開発の観点から

は不利と考えられる“斜面”を逆に利点として捉え、個性を活かした安全で快適なまち、

魅力と活力あふれるまちづくりに向けた独自の政策について、世界各国における斜面都市

の代表者や研究者とともに探ることである。 

 会議には、長崎県、長崎商工会議所のほか、建設省、自治省、外務省、(財)地域活性化セ

ンタ－の後援のもと、世界15ヶ国の斜面都市の代表者や研究者ら270名が参加した。 

 

(1) 会議の成果 

第 1 回会議の成果は 4 点ある。１点目は、今回の会議の開催によって会議に参加した都

市のみでなく、国内外の“坂”を抱える都市と都市づくりの専門家及び研究者らに大きな

反響を呼び起こし、“坂の街のまちづくり”に大きな期待を抱かせたことである。 

 2点目は、世界の斜面のうえに造られた数多くの斜面都市にはその都市に固有の問題と、

斜面都市開発の人材と財源の不足といった都市間共通の問題があることが理解されたこと

である。そしてこうした問題を解決するためには、観光産業やレクリエ－ション産業の拡

大など新たな収入の道を模索することが必要であり、また今後は、交通・通信技術や土木

・環境技術などにより斜面都市の斜面を活かした新たな魅力づくりを行うことなども必要

であることが確認されたことである。 

 3 点目は最終日に「国際斜面都市会議長崎アピ－ル」が採択され、その中で国あるいは

自治体の役割が“国及び地方自治体への要請”として明確にされた点である。 

 さらに 4点目としては、第 1回会議を契機に、“坂”を有する全国の都市・自治体（10

都市；小樽市、函館市、横須賀市、熱海市、尾道市、呉市、下関市、別府市、佐世保市、

長崎市)が集まり「全国斜面都市連絡協議会」が設立されたことである。平成 3 年 1 0 月

には第一回連絡協議会が熱海市で開催されたが、国際斜面都市会議の開催を契機にこれら

の都市間のネットワ－クはさらに拡大し、実のある議論が重ねられている。 

 

(2) 今後の方向性 

 「国際斜面都市会議」は、第１回会議の成果を踏まえ、第2回会議が、“斜面都市の景

観”あるいは、“斜面都市の水害対策”などをテ－マに、平成５年10月、同じく長崎市に

おいて開催されることが予定されている。次回は主催として国連地域開発センタ－のほか

、ジェノバ市、ジェノバ大学、ミラノ大学が加わることなっており、参加者も増えること

が見込まれている。 
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 今後は会議を継続して開催することにより、アメニティの高い快適な斜面都市づくりに

向け、具体的なテ－マにより各国斜面都市と相互協力を行っていくこととしている。 

 

 

             

               （ 中 略 ） 

（中 略） 

 

 これらの要望の実現に向けて、当国際会議の参加者は、以下のことを要請する。 

 

12．個人及び地域コミュニティは、自らその環境に責任を持ち、そのためには国及び

地方自治体に対して必要な協力を積極的に行うこと。 

13．国及び地方自治体は、斜面地域の実態を熟知したうえで、適切な人間居住環境と

経済の発展及び自然の保全に関する可能性を検討しておくことが望ましい。 

 (a) 適切な人的資源と財源を投入して政策や施策にこれを反映させること。 

 (b) 開発政策の実施にあたっては、法の下に各改組委の住民に対する社会・経済的

な利益が守られるよう十分考慮すること。 

 (c) 大都市及び広域にわたる問題を解決するために、他都市及び関係期間との協調

かつ協力を推進すること。 

14．各種民間団体は斜面都市におかれた特殊な状況に目を向け、適切な行動を展開す

べく、国・地方自治体並びに国際機関と協調して行うべきである。 

15．国際機関及び専門機関は、その大きな影響力を認識し、その広い情報網を利用し

て会議やキャンペ－ンを通じて斜面都市の発展について、その問題と可能性を広く

世界にアピ－ルすべきである。そして、 

16．以上の関係機関は、複雑かつ極めて重要な分野の活動について支援・実行するた

めに、適切な協力関係を作り上げなければならない。 

                           平成元年11月 6日 

 

〔国際斜面都市会議長崎アピ－ル〕 
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5 世界の港湾間の良好な関係と協力を目指して－国際港湾協会－ 

 

 国際港湾協会（ＩＡＰＨ；The International Association Of Ports and Harbors）は世

界の港湾管理者、関係者のための国際的団体である。1952年神戸で開催された第1回国際

港湾会議における当時の神戸市長らの提案により、1955年のロスアンゼルスで開催された

第2回会議の場で正式に発足した。以来今日に到るまで、(1)世界の港湾間の良好な関係と

協力の推進、(2)港湾の開発、運営等の新技術に関する情報交換、及び(3)共通問題、共通政

策を地域的あるいは国際的討議の場に提示すること、などを主な目的として継続的な取り

組みを行ってきている。 

 本部は東京におかれ、発足当初は15ヶ国にすぎなかった参加国も現在では80ヶ国にわた

り、230余の正会員及び120余の賛助会員が加入している。 

 

(1) 主な活動内容 

ＩＡＰＨはその活動目的を達成するために多様な活動を展開している。 

 ① 会議 

 開催される会議は、総会、理事会、各種委員会などがある。そのうち総会はＩＡＰＨの

最高意思決定機関であると同時に、研究、交流の場でもあるが、ここでは特に港湾をめぐ

る重要な今日的課題、将来の課題、共通の関心事項に関するワ－キングセッション、パネ

ルディスカッション等が毎回活発に行われている。 

 技術委員会は、荷役システム委員会、建設委員会、貿易手続簡易化委員会など 6つにわ

たっており、各委員会では分野ごとの重要問題に関する専門的検討を行っている。 

 ② 他の国際機関等への働き掛け 

 ＩＡＰＨが力を入れている活動の一つに他の国際機関等への働き掛けがある。そして世

界に港湾の立場を積極的にアピ－ルすることにより、会員の正当な利益と権利を守る役割

を果たしている。具体的には、国連経済社会理事会（ECOSOC）、国連貿易開発会議（UNCT

AD）、国連海事機関（IMO）の非政府諮問機関として、各種の諮問に応ずる他、これら 3 機

関に関税協力理事会（CCC）を加えた 4 国際機関の開催する国際会議に参加し、勧告等も行

っている。 

 ③ 出版と広報 

 ＩＡＰＨでは世界の港湾の最新ニュ－スや港湾に関する論文を掲載した機関誌「Ports 

and Harbors」を年10会発行している。また技術委員会における成果は全て報告書として

刊行しており、さらに「発展途上国における港湾の諸問題」あるいは、「港湾の管理と運

営」といった専門図書も出版している。 

 ④ 国際協力プログラム 
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 ＩＡＰＨの技術委員会の一つである国際港湾開発委員会の活動の中では、開発途上港に

おける職員が研修を行う際の奨学金制度、及び、同じく開発途上港が港の能率を向上させ

るためにどのような方法が考えられるかについての論文コンク－ルを行っている。 

 また以上に加え、会員港湾間の職員の交流なども積極的に行っている。 

 

(2) ＩＡＰＨの組織 

 ＩＡＰＨの組織は次のとおりとなっている。 

 

 総会は2年に一度開催し、活動方針、人事、財政等の基本事項の決定を行っている。な

お理事会においても基本方針を策定しており、理事は国ごとの正会員の中から会員数に応

じて1～3名選出される。 

 またＩＡＰＨは“英国港湾連盟”及び“(財)国際港湾協会協力”と協定を結び密接な連携

をとっている。ＩＡＰＨの正会員である“英国港湾連盟”にはヨ－ロッパにおける国際会

議などにＩＡＰＨを代表して出席し、その利益のために発言してもらうということを委託

しており、“(財)国際港湾協会協力財団”からは、ＩＡＰＨが刊行する文献・資料の翻訳、

あるいは港湾関係調査の協力などに関する支援を得ている。 

 

(3) 会員及び会員国 

総会本会議 

理 事 会      

常任理事会 

本部事務局 

協会事項委員会 

・ 会員増加促進委員会 

・ 財政委員会 

・ 定款、細則委員会 

技術委員会 

・ 荷役システム委員会 

・ 建設委員会 

(他、全 6委員会) 

国際機関連絡担当 

・ 国連経済社会理事会 

・ 国際海事機関 

・ 国連貿易開発会議 

・ 関税協力理事会 

・ 国際航路会議協会 

 

 

・ 英国港湾連盟 

・(財)国際港湾協会協

力財団 
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 会員は正会員と賛助会員とに分かれている。正会員の資格を有するのは、自治体の港湾

部局、港湾管理者または埠頭公社などで、賛助会員はＡ級からＥ級まで 5つの種別がある

。正会員の資格を持たない政府の機関、公共団体等はＢ級に、また港湾関係の教育活動、

新聞事業などに従事している公私法人、個人はＤ級賛助会員に分類される。 

 

 また会員（自治体）は次のとおり世界各国にまたがっている。 

 

〔アフリカ・ヨ－ロッパ〕（37ヶ国） 

・アルジェリア ・デンマ－ク・スウェ－デン ・イスラエル ・オランダ 

・イギリス ・ポルトガル ・ベルギ－ ・フランス ・ドイツ ・ギリシャ 

・イタリア ・タンザニア ・ケニア ・モザンビ－ク ・ノルウェ－    他 

〔アメリカ〕（15ヶ国） 

・アルゼンチン ・カナダ ・ハイチ ・コロンビア ・パナマ ・ブラジル 

・エルサルバドル ・メキシコ ・ペル－ ・ホンデュラス・アメリカ  他 

〔アジア〕（27ヶ国） 

・オ－ストラリア ・クウェ－ト ・ニュ－ジ－ランド ・スリランカ ・タイ 

・インドネシア ・イラン ・マレ－シア ・フィリピン ・シンガポ－ル 

・インド ・日本 ・韓国 ・パキスタン ・台湾 ・ミャンマ  他 
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第 2章 複数の政策課題による政策協力 

 

 政策協力のタイプとしては、個別の政策課題ごとの協力のほかに複数の政策課題に関す

る協力の例をあげることができる。それが次に紹介する「国際自治体連合」（ＩＵＬＡ）、

「アジア太平洋都市間技術ネットワ－ク」（ＣＩＴＹＮＥＴ）、そして「ヨ－ロッパに

おける 4つのエンジン」である。 

 

 「国際自治体連合」は 1913 年、国際的なネットワ－ク組織としては最も早い時期に設立

されたが、本連合の当初の設立目的は、自治体間の政策交流、政策協力というよりはむし

ろ、ヨ－ロッパにおける“自治体の自治権の確立”であった。今日「国際自治体連合」に

おいては、各国自治体間での様々な情報交換、あるいは共同プロジェクトの実施に関し大

きな役割を果たしているが、いまでも“自治体の自治権の確立”は本連合の大きな課題と

なっている。そして現在これを広く世界に宣言するものとしての「世界地方自治宣言」の

採択を国連経済社会理事会に働きかけている。この点が政策交流、政策協力のみを目的と

して活動を進めるほかの組織と異なる大きな特徴である。 

 

 「アジア太平洋都市間技術協力ネットワ－ク」は、その名称が表すとおり、ネットワ－

クの範囲を“アジア太平洋”とする組織であるが、地域を限定している点でワ－ルドワイ

ドな組織としての「国際自治体連合」とは異なる点といえる。協力の内容は技術に関する

ことのみではなく、広く政策交流を行っている。またここでいう“都市”とは“都市自治

体”というニュアンスであるが、会員には大学、ＮＧＯなども含まれている。1987年に設

立された新しいネットワ－ク組織であるが、今後アジア太平洋地域における様々な政策課

題に関する交流、協力組織としてさらに会員の拡大、ネットワ－クの拡大が予想される。 

 

 「ヨ－ロッパにおける 4つのエンジン」では、4つの国にまたがる 4つの自治体間にお

いて、経済、教育、職業訓練等をはじめとした様々な課題に関する政策協力を進めている。

その特徴としては、4 地域が近接していること、そしてそれぞれが先進的であることがあ

げられる。またＥＣ統合という時代的背景にあって自治体の存在意義、役割を明確に打ち

出している点も特筆されるべき点である。「ヨ－ロッパにおける 4つのエンジン」の発足

も 1988 年と歴史は浅いが、“相互の実利”を端的に指向したネットワ－クとして今後のモ

デル的存在となっていくことが予想される。 
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1 自治権の確立とネットワ－クによる政策協力の推進－国際自治体連合（ＩＵＬＡ）－ 

 

 1913 年、最初の“都市会議”が、21 ヶ国の政府代表、28 ヶ国の都市代表及び都市問題関

係団体多数の参加のもと、ベルギ－都市連盟主催により開催された。そしてこの会議では

満場一致で「国際自治体連合」（ＩＵＬＡ；International Union of Local Authoriti

es）の創立が決定されたのである。 

 ＩＵＬＡの主な目的は、 

  ① 地方自治体の組織力、機能等の強化 

  ② 国連等国際的な組織における地方自治体の存在のアピ－ル 

  ③ 運営管理、市民へのサ－ビス提供等に関する地方自治体のレベルの引き上げ 

  ④ 様々な自治体間における国際的な情報交流及び国際協力・連携の促進 

 であり、その活動は2度にわたる世界大戦で一時中断を余儀なくされたが、第２次世界

大戦後活動を再開し、年々活動が活発になる中で今日に到っている。 

 ＩＵＬＡの本部及び事務局は当初ベルギ－のブラッセルに設置されたが、1948年以降オ

ランダのハ－グに置かれている。 

 

(1) ＩＵＬＡの特徴 

 ＩＵＬＡは、世界の自治体及び自治体の連合組織などを主な会員とする国際的ＮＧＯで

ある。そしてＩＵＬＡは、自治体の声を代表する組織として、国連におけるコンサルティ

ティヴ・ステイタスＡ（経済社会理事会で意見表明できる諮問的立場にあるＮＧＯに与え

られる地位）に属する組織として、多数の国際的政府機関あるいは非政府機関と協力関係

にあり、さらに、国連及びその関係機関、ヨ－ロッパ共同体（ＥＣ）、ヨ－ロッパ議会

（Council of Eulop）などで、会員の様々な利害を代弁する役割も果たしている。 

 

(2) サ－ビスプログラム 

 ＩＵＬＡは上記の目的を達成するために、次のような各種のサ－ビスプログラムを会員

に提供している。 

 ① 国際的な大会及び国際会議の開催 

 ② それぞれの地域におけるセミナ－、研修コ－スの開催 

 ③ 各種コンサルティング・サ－ビス 

 ④ ニュ－スレタ－、冊子、その他による様々な情報の提供 

 

(3) ＩＵＬＡによる世界会議の内容及び開催状況 

 ＩＵＬＡはこれまで、世界の各地域において自治体の重要課題をテ－マに会議を開催し



 ―39― 

てきた。そしてこれまでの会議の中で特筆されるものとしては、第27回会議及び第30回会

議があげられる。 

 

 第27回会議は1985年9月、「効率的な中央－地方関係のための責任と財源の配分」のテ

－マにより、ブラジル・リオデジャネイロで開催された。会議における最大の成果は、

「世界地方自治宣言」が採択されたことである。宣言は、1985年ヨ－ロッパ評議会（Coun

cil of Eulope）において採択された「ヨ－ロッパ地方自治憲章」と基本的構成を同じく

している。全11条から成り、その前文では、地方自治体は国家構造において欠くことので

きない部分であり、市民に最も身近な政府として、自治体を強化することは民主的公共政

策を保証することであるとともに、国全体の強化につながるということを述べている。 

 宣言は、国家における政治・社会体制の違いを超えて、自治体の役割の重要性を認識さ

せ、地方自治を発展させるうえで多きな意義を有しており、これを普遍的“公準”として

全世界で確立することは、歴史上の大いなる試みということができる。 

 なお前文では、「…世界中に、地方自治の原理と慣行を欠く足るものとして打ちたてる

ために国連の政策決定機構にこの宣言を提出するよう、国際自治体連合の事務総長に命ず

る。」としている。 

 ＩＵＬＡではこれを受けて、現在宣言を国連総会での採択に持ち込むべき、経済社会理

事会への提出と各国政府の意見を求めるという活動を続けており、国連の場でこの宣言が

行われれば、世界各地域における地方自治の発展に大きく寄与することになるだろう。 

 

 第30回会議は、1991年ノルウェ－のオスロで開かれた。テ－マは「環境、健康とライフ

スタイル」、この会議では、地球環境の悪化という人類が直面する最大課題の一つに焦点

が当てられ、“持続可能な開発”のための方策、環境問題に対する自治体の役割について

議論がなされた。また、ＩＵＬＡの全面的バックアップのもとに設立された「国際環境自

治体連合」（ＩＣＬＥＩ）との協力の推進についても確認され、次のような内容の声明文

を採択した。 

「 世界会議は、国連“環境と開発に関する世界委員会”がその報告書「私達の共通の未

来｣の中で､“持続可能な開発”を議題の冒頭に掲げていることに賛同する。ＩＵＬＡ

はこの議題を深く受け止め、ＩＵＬＡが環境問題に関する世界的、包括的基礎作りを

担う重要な役割を有していることを確認する。 

  世界会議は、国連が1992年ブラジルにおいて開催する“環境と開発に関する国連会

議”を歓迎し、広域自治体、地域自治体の責任と役割が会議において十分認識されるこ

とを求める。 

  世界会議は厳粛にこの声明を発表し、持続可能な開発政策への基礎としてその具体
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的方法が、地域、国家また国際レベルの行動として示されることを求める。」 

 

(3) ＩＵＬＡの組織、運営形態、 

 ＩＵＬＡは、国際事務局、評議会、執行委員会、特別委員会・小委員会により活動して

いる。 

① 国際事務局 

 国際事務局は次のことを行っている。 

  ・国際的プロジェクトのための開発及び関係の改善 

  ・国際的レベルでの資金提供者に関する会員への迅速な情報提供 

  ・会員間における情報交換、技術交流のためのネットワ－クの形成 

  ・各地域支部及び国内連合体における研修、開発プログラムヘの支援・推進 

 

② 評議会 

  ＩＵＬＡにおける最高政策決定機関はＡ評議会である。評議会は正会員の全てを代表

する機関であり、2 年に 1 度の世界会議に合わせ開催されている。この会議では、ＩＵＬ

Ａの予算及び今後のプログラムについて協議が行われ、また次期執行委員会議長及び執行

委員会の委員が選出される。 

 

③ 執行委員会及び執行委員会議長 

  執行委員会の構成委員30人は会員を代表し、年に2回委員会を開催する。主な役割は

評議会によって立案された政策の執行状況の監督と、ハ－グ本部事務局及び各地域の事務

局の仕事を指揮する書記長の任命である。なお執行委員会議長は、国際的な諸機関との交

渉にあたりＩＵＬＡを代表する立場にある。 

 

④ 特別委員会、小委員会 

 執行委員会内の特別委員会及び小委員会は、ＩＵＬＡの予算及び運営についての監督、

農業技術、都市計画など技術的問題に関するアドバイス、世界会議におけるテ－マ議題の

決定などの役割を担っている。また会員へのサ－ビス向上のための会議の開催、都市活性

化についての研修等、といった新たな事業も展開してきている。 

 

(4) 地域におけるＩＵＬＡの活動 

 ＩＵＬＡでは、活発できめ細かな活動を促進するためアジア太平洋地域、北アメリカ、

中南米、アフリカ、東地中海、中近東の各地域、そしてヨ－ロッパと 7つの地域に地域支

部を置いている。そしてこれまでに、中南米、東地中海、中近東地域に”地方自治体研修
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センタ－“を開設し、現在は、アジア太平洋地域及びアフリカにおいて類似センタ－の設

立を計画中である。 

 アジア太平洋支部（ＡＳＰＡＣ）は1989年に設置され、事務局をインドネシアのジャカ

ルタに置いている。当支部では国内及び国際機関と協力して研修活動を推進しており、最

初の研修センタ－がオ－ストラリアのノ－ザンテリトリ－大学内に、2番目のセンタ－が

インドのボンベイに開設されている。そして今後の計画では、西暦2000年までにこのよう

なセンタ－を地域内4ヶ所に設置する予定である。 

 1991年・92年、研修センタ－における主な研修テ－マは次のとおりである。 

  ・“都市計画と開発規制” 

  ・“水道施設整備の運営と修繕” 

  ・“地方行政のための管理運営とリ－ダ－シップ” 

 

 また現在アジア太平洋支部では、最近の地方政府・自治体における様々な問題に関する

調査研究を行っている。そして支部独自の書籍の出版や、研修教材、ダイレクトリ－（住

所氏名録）、ニュ－スレタ－等の編集・発行も行っている。今後は支部に図書館及び資料

センタ－を開設する予定である。 

 

(5) 会 員 

 規約によれば、会員には、正会員、賛助会員、名誉会員の 3つのカテゴリ－に分かれて

いるが、実質的には次の 6つのカテゴリ－に分かれているということができる。 

 1993年 1月現在ＩＵＬＡの会員数は 80ヶ国にわたっている。 

  ① 各国の自治体連合（67） 

  ② National sections of local government（21） 

  ③ 個別の自治体（184 ） 

  ④ 研究所、大学の研究機関等（83） 

  ⑤ 中央及び州政府（24） 

  ⑥ 個人（87） 

 なお日本では、地方自治総合研究所、自治総合センタ－、東京都特別区研修センタ－、

都市問題研究所、(財)自治体国際化協会、自治大学校が賛助会員となっている。また、かつ

ては東京都、大阪市が加盟していた経緯がある。 
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 開催年 開催場所 テ  ―  マ 

第 1 1回     1 9 5 3 年       オ－ストリア・ウィ－ン  “大都市と小都市” 

 “地方税と地方公共団体の自治性” 

第 1 2回     1 9 5 5 年       イタリア・ロ－マ  “地方財政・文化・成人教育” 

第 1 3回     1 9 5 7 年       オランダ・へ一グ  “都市と農村” 

第 1 4回     1 9 5 9 年       ドイツ・ベルリン  “地方自治体の社会分野における活動” 

第 1 5回     1 9 6 0 年       イスラエル・テルアビブ  “開発地域における自治体の任務” 

5 0周年     

記念会議 

1 9 6 1 年       アメリカ・ワシントン  “地方行政の組織と機構に関する最近の傾向と発展” 

第 1 6回     1 9 6 3 年       ベルギ－・ブラッセル  “20世紀の地方行政” 

第 1 7回     1 9 6 5 年       ユ－ゴスラビア・ 

ベオグラ－ド 

 “都市の再開発” 

第 1 8回     1 9 6 7 年       タイ・バンコク  “公営企業の経営” 

第 1 9回     1 9 6 9 年       オ－ストリア・ウィ－ン  “地方財政” 

第 2 0回     1 9 7 1 年       カナダ・トロント  “経済・社会開発の促進者としての地方団体” 

第 2 1 回     1 9 7 3 年       スイス・ロ－ザンヌ  “地方行政と余暇” 

第 2 2回     1 9 7 5 年       イラン・テヘラン  

第 2 3回     1 9 7 7 年       ドイツ・ハンブルグ  

第 2 4回     1 9 7 9 年       フィリピン・マニラ 

  

 “進歩におけるパ－トナ－シップ” 

第 2 5回     1 9 8 1 年       アメリカ・コロンバス  “1980年代の挑戦” 

第 2 6回     1 9 8 3 年       スウェ－デン・ 

 ストックホルム   

 “現代の地方自治体－民主主義、効率、社会的公正” 

第 2 7回     1 9 8 5 年       ブラジル・ 

 リオデジャネイロ  

 “効率的な中央・地方関係のための責任と財源の配分” 

第 2 8回     1 9 8 7 年       イタリア・ロ－マ  “これからの進路” 

第 2 9回     1 9 8 9 年       オ－ストラリア・パ－ス  “地方自治：多様性と発展” 

第 3 0回     1 9 9 1 年       ノルウェ－・オスロ  “環境・健康とライフスタイル” 

第 3 1回     1 9 9 3 年       カナダ・トロント  “コミュニティの強化” 

 

これまでの会議におけるテ－マ及び開催地（第１１回～ ) 
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2 ネットワ－クによる政策協力の推進－アジア太平洋都市間技術協力ネットワ－ク

（ＣＩＴＹＮＥＴ）－ 

 

 「アジア太平洋都市間技術協力ネットワ－ク」（ＣＩＴＹＮＥＴ）は、最近数十年の間

のアジア太平洋諸国の都市における産業の急速な進展と、人口の都市への集中化を背景と

して出てきた、都市と農村の均衡ある発展、交通問題、住宅  問題、環境問題等様々な問

題を解決するために、都市・自治体、ＮＧＯ等による相互理解と、人間居住分野における

技術協力等を行うことを目的に設立されたネットワ－ク組織である。 

 ＣＩＴＹＮＥＴの意義は、現在世界の多くの都市自治体で行われている、姉妹都市提携

による親善交流、文化交流を超え、多数間ネットワ－クによる実質的で継続的な国際協力

を推進することにあるといえる。 

 

(1) ＣＩＴＹＮＥＴの活動内容及び事業 

 ＣＩＴＹＮＥＴの活動内容は、 

  ①それぞれの都市自治体が必要とする分野の専門化の派遣による技術的指導・助言 

  ②都市・自治体の都市づくりにおける成功事例に関する職員研修の実施及び視察の機

会の提供 

  ③特定課題に関する関係都市・自治体との調査研究の実施 

  ④都市環境の改善や都市経営の成功事例を紹介したビデオ、スライド、パンフレット

の作成 

  ⑤ニュ－スレタ－の発行 

 などであるが、都市計画の策定、住宅建設及び住環境改善、都市交通整備、土地利用の

改善・促進、エネルギ－政策、廃棄物問題等、とかなり幅広い分野において具体的な事業

が実施されている。 

 

(2) 設立経緯 

 ＣＩＴＹＮＥＴは、1982年の“国連アジア太平洋会議”において、アジア太平地域にお

ける都市・自治体間の交流の重要性が認識されたことを受け、1987年7月、横浜市とＥＳ

ＣＡＰの提案により発足した。設立から事務局開設までの経緯は以下のとおりである。 

 ・1986～87 年 ・第 1 回、第 2 回ＹＬＡＰフォロ－アップ会議を横浜で開催。横浜市と

ＥＳＣＡＰのリ－ダ－シップで設立準備開始。 

 ・1987 年   ・第 2 回“国連アジア太平洋会議”を名古屋で開催。横浜市とＥＳＣＡ

Ｐの提案により「ＣＩＴＹＮＥＴ」発足。 

 ・1989 年   ・第 1 回総会を上海で開催。憲章制定。横浜市長が初代会長に選出され
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る。 

 ・1991 年   ・第 2 回総会をペナンで開催。事務局を横浜に設置することを決定。ペ

ナン市ラクビア助役が初代事務局長として選出される。 

 ・1992年   ・横浜みなとみらい 21地区に事務局開設。 

 

(3) 組織、会員等の状況 

①組織 

 ＣＩＴＹＮＥＴは、総会、実行委員会、会長等によって組織される。 

 総会は4年に1回開催され、活動成果を検討とともに、4年間の活動プログラムを策定し、

実行委員会・実行委員会は、会長と7人の実行委員で構成され、総会で決定された中期活

動計画に基づき、初めの2年のプログラムを決定する。 

 なお事務局は、1987年～91年まではＥＳＣＡＰが勤めていたが、現在は横浜に設置され、

事務局長は元ペナン市助役ラクビア氏がつとめている。 

 

②活動財源、事業費 

 活動に必要な財源は、会員の会費及び寄付、中央政府及び国際組織・国内組織からの資

金援助、出版物の販売収入等によって賄われる。そして事業費については、個々の事業毎

に開催・参加都市(自治体)、団体が負担するのが原則となっている。また事業費は、国

連開発計画（ＵＮＤＰ）等が資金援助を行っている。 

 

③会員 

 会員は、正会員と準会員に分かれている。正会員は、都市・自治体。準会員は、政府レ

ベルの組織・団体、アジア太平洋地域以外の地域に属する都市、ＮＧＯ、首都圏広域開発

庁等の公共都市開発機関などである。 

 現在会員数は、31都市、26団体（57会員）。設立後5年を経過し会員は当初の7団体か

ら急増している。なお、主な会員は次のとおりである。 

 〔自治体〕 

  ・フランス(リヨン大都市圏、ナンシ－大都市圏) 

  ・インド（ボンベイ）         ・パキスタン（クエッタ） 

  ・マレ－シア（クアラルンプ－ル、ペナン）・中国（南京、上海、武漢） 

  ・インドネシア（ジャカルタ、スラバヤ、バンドン） 

  ・ベトナム（ハノイ、ホ－チミンシティ他）・韓国（ソウル） 

  ・日本（名古屋、横浜）
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 〔主なＮＧＯ、その他〕 

  ・ダッカ首都圏開発庁      ・全インド地方政府協会（ＡＩＩＬＳＧ） 

  ・都市連合（ＵＴＯ）      ・デリ－開発庁（ＤＤＡ） 

  ・人間居住基金         ・武漢技術大学 

 

(4) 今後の活動予定 

 今後の活動内容は、総会、実行委員会を経て決定されるが、93年から96年の活動予定は

次のとおりである。 

 

活動項目 内 容       

(1)コミュニティベ－ス 

による人間居住改善

及び貧困緩和に関す

るプログラム 

①“住宅金融に関するワ－クショップ”（93年） 

②“インフラストラクチャ－開発に関する研修・ワ－クショ

ップ”（94年） 

③“コミュニティ活動に関する促進に関する研修方法につい

てのセミナ－（94年） 

④“コミュニティが実施する居住環境改善に関する自治体職

員等への研修方法についての技術助言”（94年・96年） 

(2)都市改善・人間居住  

環境改善における環

境・社会的側面の調

和に関するプログラ

ム 

①“女性及び身体障害者に配慮した都市環境作りの方法論に  

ついてのセミナ－”（95年） 

②“環境・健康に配慮した都市づくりに関するセミナ－”  

（96年） 

③“固形廃棄物・公害規制の面からの環境保全に配慮した都

市開発に関する技術助言”（93年・94年・96年） 

(3)都市の潜在的資源及  

び成長管理に関する

情報システム強化プ

ログラム 

①“ＣＩＴＹＮＥＴメンバ－のニ－ズ・資源に関する情報収

集”（96年） 

②“都市財政課長制度に関する自治体職員の他部市への実務

研修派遣”（94年・95年） 

③“都市財政制度に関する政策決定者レベルのセミナ－”

（93年） 
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3 先進 4地域における実効ある政策協力－ヨ－ロッパにおける 4つのエンジン－ 

 

 1988 年の 9 月、シュツットガルト（ドイツ）で「ヨ－ロッパにおける 4 つのエンジ

ン」が、バ－デンビュンテンブルク州、ロ－ヌアルプ（フランス）、カタロニア（イタリ

ア）、ロンバルディア（スペイン）との間で結成され、将来の相互協力について各々が覚

書に調印した。友好交流の経緯については、1986 年から 88 年にかけて、バ－デンビュンテ

ンブルク州がそれぞれの州と個別に友好交流を始めるということで共同宣言にサインした

ことに始まる。それ以後同州はさらに、 4 つのエンジン（ 4 州）に加え、87年にオンタ

リオ州（カナダ）と経済分野での協力を行うことで調印し、90 年 6 月にはオンタリオはバ

－デンビュンテンブルク州と友好提携することで合意している。 

 現在 4州において首脳会談は毎年行われ、事務レベルでの定期協議については更に頻繁

に行れている。 

 

(1) ワ－クグル－プ及び専門家会議 

 “ 4 つのエンジン”を進めるに当たっては、①大学 ②交通 ③環境 ④情報、コミュ

ニケ－ション ⑥芸術、文化 ⑦経済、等 7 つの行政領域についてワ－クグル－プを設置

している。また専門家会議としては、①観光 ②社会問題 ③スポ－ツ ④職業訓練 ⑤

学生の交流、の各分野で設置している。 

 

(2) 活動内容と展望 

“４つのエンジン”における活動内容の現状及び将来展望は次のとおりである。 

①「協同催事」 

 協同催事に関しては、1990年にロンバルディアとカタロニアで、91年にはＢＷ州とロ－

ヌアルプで、デザイン、モ－ド、芸術文化などの展示会を行い、技術、観光、スポ－ツ等

についても交流が図られた。 

 91年5月にはリヨン（フランス）で“ユ－ロパノラマ”と称する、ヨ－ロッパ自治体のメ

ッセが開催された。“４ つのエンジン”の各州もこれに参加し、自治体レベルでの地域

間協力は相互の発展を促すというゼミナ－ルを行っている。 

 

②「経済分野」 

 経済分野の協力については、企業家代表団及び経営者によるゼミナ－ルの実施により、

情報交換等を行ってきている。そしてこれまでに、観光促進、デザイン、職業訓練などに

関するゼミナ－ルを順次行った他、次のような様々な協力を行っている。 

 ・1989年、90年にはＢＷ州の信託銀行、カタロニア銀行など4州の銀行が集まり、経済
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分野における情報交換と協同事業を行った。 

 ・経済分野の協力の一環として、職業訓練についての若者の交流を行った。 

 ・4州の第3セクタ－としての“経済協力支援財団”を通じ、技術移転、応用科学、直

接投資、中小企業に対する協力などに関する相互協力を行っており、90年9月には、

シュツットガルトにおいて“技術移転と応用科学”に関するシンポジウムを開催して

いる。 

 ・“航空、宇宙開発の分野における国境を超えた協力”というテ－マで情報交換の場が

持たれた。これについては今後ウェ－ルズの参加も予定されている。 

 ・オンタリオは経済に関する連絡事務所をシュツットガルトに設置した。今後の展望と

しては、連絡事務所を 4州で共同利用しようという計画がある。また外国でのメッセ

開催に関し、施設等のインフラを共同使用していこうという考えがある。 

 ・ＢＷ州はプタペストとヨ－ロッパ外における経済的宣伝のためにメッセを開催したい

と考えている。また、4 州における中小企業の後継者を育てるための奨学金制度を始

めようという予定もある。 

 ・ロ－ヌアルプはアフリカのマリにおける開発プロジェクトについて、他の 3州の協力

を呼び掛けている。また信用基金（財団）設立のため“銀行と証券取引情報の協力”

というテ－マによるシンポを、91年 10月にシュツットガルトで行う。 

 

③「大学間交流」 

 大学間交流に関してはこれまで、個別の大学の間で友好交流を進めてきた。ＢＷ州はロ

－ヌアルプと16、ロンバルディアと３、オンタリオと９つの大学の間で交流してきた。ま

た学生の相互交流については、“エラスムスプログラム”により、ロ－ヌアルプと11人、

カタロニアと2人、ロンバルディアと1人の交流が行われている。なお1990年には、ロ－ヌ

アルプとロンバルディアの間で学長同志による会合が持たれた。 

 90年６月からは大学をテ－マに、経済学における共通学科の認定及び単位の共通認定に

関し事務レベルでの話し合いが行われ、91年2月、6月からは、教育計画などに関する協力

が始まっている。このことについては、92年、93年にまたがる冬学期までに決定すること

としている。 

 また今後、学長並びに総長による定期的な会合を行っていく予定がある。91年4月には、

ＢＷ州において“国際的な友好と協力”というテ－マに基づく会議が開催された。 

 奨学金制度については、今後共同で設置、運営していこうという考えがある。つまりＢ

Ｗ州においては現在奨学金制度をもっているが、この奨学金の対象として今後ＢＷ州以外

の 3 州の学生を含めていこうというものである。91年にはカタロニアに対しバイオテク

ノロジ－の分野での奨学金制度が始まったところである。 



 ―48― 

 チュ－ビンゲン大学においても、1 9 9 1年 1 1月にある科目に関し行われる。さらに

1 9 9 2 年にはオンタリオ大学でも同じような制度がスタ－トする。つまりオンタリオ大

学に行きたいと希望する人がいる場合は、ロ－ヌアルプの人でもロンバルディアの人であ

ってもＢＷ州が奨学金を出すということである。 

 

④「交 通」 

 このことに関しては、1 9 8 9年 1 1月 8日“覚え書き”が作成された。そして 4つの 

州の首相はその“覚え書き”にサインした。“覚え書き”の内容は、 

 (1) ヨ－ロッパにおける交通政策（鉄道、空路、道路）の促進 

 (2) ヨ－ロッパにおける貿易の促進 

 である。 

 この交通政策に関しては、4 州の国レベルにおける交通政策担当部所及びＥＣ委員会に

も伝えられた。これらは今後、4 つの州間の空路の改善、ＩＣのような特急列車網の整備

といったことにつながっていく予定である。 

 またＥＣには“スト－ムプロジェクト”という、ＥＣ地域において新技術により運輸、

交通管理、情報政策を段階的に発展させていこうという計画があり、“四つのエンジン”

でもこのプロジェクトに参画していこうとしている。なおＥＣにはもう一つ、同じような

プロジェクトとして“ロ－ヌライン・シュツットガルト・ポリド－ワ”といわれるものが

ある。 

 

⑤「環境問題」 

 ワ－キンググル－プは 1 9 9 0 年、州域を超えた“環境憲章”を取り決めた。そして 4

つの州の環境大臣及びオンタリオ州の大臣は 9 0年 1 1月にリヨンで会合を持ち全員これ

にサインした。また 5つの州はこの憲章に基づきさらに共通の基準を作成したのである。

その後、自然、環境保護といったことに関してはＢＷ州において市町村レベルでのセミナ

－を開催しロ－ヌアルプにおいても環境会議を開催したが、さらに 4州は 9 1年 9月にシ

ュツットガルトで行われた州政府の環境政策会議に代表団を送り、これまで環境問題の解

決に積極的に取り組んできている。 

 この分野に関する将来の展望については、特にＢＷ州とカタロニアで“自然に戻す運

動”を進めようという計画がある。そして今後はワ－キンググル－プの下にさらに、①自

然保護 ②環境情報の調整 ③産業廃棄物 ④特別廃棄物 ⑤水質保全 という 5 つの分

科会を設置する予定である。 

 なお“情報公開と住民参加”についてはカタロニアが、“水質保全”についてはオンタ

リオ州が担当することになっている。また産業廃棄物・特別廃棄物以外の一般廃棄物に関
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する政策を共同で推進することについては既に合意がなされている。 

 

⑥「テレコミュニケ－ション」 

 テレコミュニケ－ションに関しては、4 つの州におけるワ－キンググル－プが 1 9 9 0

年 1 1 月に“覚え書き”にサインしている。現在のテレコミュニケ－ションのシステムの

弱点及び問題点については、既にパイロットプロジェクトによる分析がなされ、その結果、

現在広域医療サ－ビスを可能とするコミュニケ－ション技術の利用計画が進められている。 

 

 またＥＣからの財政的援助により、ヨ－ロッパにおける研究所間ネットワ－クの構築、

及び 4州での行政機関間の高度通信技術網によるネットワ－ク化も進められている。 

 

⑦「農 業」 

 ＢＷ州は 1 9 9 0 年 9 月、カタロニアで行われた“農業メッセ”に参加した。またバ－

ドラペナウにおいても、“農地”というテ－マで専門家の集まりがあった。4 つの州はこ

れにも参加している。農地問題に関しては“四つのエンジン”としても今後集中的に取り

扱っていくこととしており、1 9 9 3 年にはシュツットガルトにおいて“ＩＧＡ9 3”を

開催する予定である。 

 

⑧「社会問題」 

 社会の分野における会議については 1 9 9 1年 6月シュツットガルトで第 1回会議が開

催されたが、9 2 年にはカタロニアでの第 2 回会議も予定されている。第 2 回会議では

“社会政策宣言”を締結したいと考えており、それ以降は、さらに老人政策、障害者政策

といった分科会を設置し、分科会ごとに報告書を作成することになっている。 

 

⑨「ヒュ－ルングスアカデミ－」 

 4 州間では研修生、講師の相互交流及びゼミナ－ル等への相互参加も積極的に行われて

いる。 

 ＢＷ州“ヒュ－ルングスアカデミ－”では、同州における幹部職員候補生のための 2 年

間の研修期間のうち 3ヶ月間を海外研修として他の 3州に派遣している。派遣研修生の状

況は、一昨年までにロ－ヌアルプに 5人、カタロニアに 2人、ロンバルディアに１人、オ

ンタリオに 1 3人となっている。またオンタリオでは 1 9 8 9年 6月に、上級職員のため

の“ＢＷ州の行政に関するゼミナ－ル”が、カタロニアでは 9 0 年 6 月に同じく上級職員

のための“ＢＷ州の行政と政治”“ヨ－ロッパの統合と連邦制”に関する講義が行われて

いる。そしてオンタリオに対しては、ＢＷ州が 9 0年 1 0月、オンタリオの指導者教育の
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向上に協力するため代表団を送っている。 

“ヒュ－ルングスアカデミ－”では、さらにそのカリキュラムの一部分において、日本、

アイルランドなど外国からの研修生の受入れを行っている。 

 

⑩「芸術、文化」 

 この分野では、これまで 4州の共同により芸術展示会、コンサ－ト、バレエ公演の開催

や、音楽学校間の友好提携、芸術家の交流などを行ってきた。なおこれらを進めるにあた

っては、芸術の分野毎に各州が割り当てられ、それぞれがイニシアチブをとることで合意

されている。そして 1 9 9 0 年 1 0 月には“文化に関する会”がカタロニアの主導のもと

に設立された。 

 また今後の展望としては、芸術・文化に関する定期的協議を 4州間で重ねていくことと

している。そしてその第一回目の会議を 9 1 年 4 月リヨンで開催した。テ－マは“地域に

おける芸術政策とヨ－ロッパ－4 つのエンジンを例として－”。9 2 年 7 月には“音楽

における文化的遺産”をテ－マに第二回会議が開催される予定である 

 展覧会に関しては、現代芸術に関する展示会・展覧会を今後 2～3 年ごとに開催してい

く計画である。第一回目は 9 2年 5月～1 0月まで、“バ－デンバ－デン美術館”におい

て開催される。 

 

⑪「法 律」 

 法律に関する分野では、1 9 9 1 年 3 月ロ－ヌアルプで“不動産収入についてのゼミナ

－ル”が、4州の公証人を対象として行われた。 

 

⑫「スポ－ツ」 

 この分野における 4 州間の協力は始まったばかりである。１９９１年 1 月にシュツッ

トガルトに 4 州のスポ－ツ友好段が集まり、今後のスポ－ツマン支援とスポ－ツの振興

について合意を得た。その内容はこれから検討されるが、当面、ＢＷ州 40 周年記念イベン

トとしてスポ－ツ大会を開催することとしている。 
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第3章 地球的規模の政策課題による政策協力 

 

1 核のない平和な社会の実現を目指して－国際非核自治体会議－ 

 

 

(一)政府は次のことを速やかに実現させるため努力すること 

(イ)米、英両国に原水爆の実験を即時全面的に停止し、東西首脳会談を開

いて実験禁止協定が速やかに結ばれるよう努力すること。 

(ロ)日本本土、沖縄への核兵器の持ち込みをさせないよう速やかに米国と

と協定を結ぶこと。 

(ハ)日本の「核非武装宣言」を行い、自衛隊の核兵器武装化を行わないこ

とを世界に宣言すること。 

             (以下、略) 

 

昭和 3 3年 6月 6日     半田市 

 

 

 “非核自治体宣言”は、地方公共団体自治体が議会を通じて反核の意思を宣言として表

明するものであるが、日本では1958年6月に愛知県半田市議会が初めて宣言を決議した。 

 その後日本においては今日ほど大きな運動にはならなかったが、1980年11月イギリス・

マンチェスタ－市議会が非核宣言を出して以来運動は世界中に広がり、現在イギリス、フ

ランス、ドイツ、アメリカ、スペイン、イタリア、オ－ストラリア、インドなど世界各国

の数多くの自治体がこの運動に参加している。また日本においても宣言自治体は年々増加

し、1992年には1786の自治体（都道府県15、市519 、区16、町村1236）がこの“非核自治

体宣言”を決議している。 

 

(1) 非核宣言自治体運動の理念 

 非核宣言自治体運動の理念は、マンチェスタ－市議リスビ－氏の次の言葉が雄弁に語っ

ている。すなわち、 

 「電気・水道・清掃などのサ－ビスを提供することだけが自治体の仕事だろうか。核戦

争が勃発すればそれらの仕事はいっさい不可能になってしまう。われわれ地方自治体がで

きる真のサ－ビスは、何よりも国際平和運動を支持し、教育を通じて子供たちにいかに隣

人と仲良く暮らしていけるか、核兵器の恐ろしさをどのように伝えるか、ということであ

る。」 
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 このような理念は、未だに核の驚異が消えない社会にあって、運動の高まりとともに各

国自治体の賛同を得るところとなっている。そしてその賛同の意を表す行動が、それぞれ

の自治体における“宣言”の採択へとつながっていくのである。 

 そしてこの運動では、核兵器を廃絶し恒久平和の実現に向けて各国政府を導くためには、

世界の自治体が相互に連携を取り、力を合わせることによって世論を動かしていくことが

最も重要なことであるということが強く認識されている。 

 

(2) 「国際非核自治体会議」の目的及び成果 

 1980年以降、世界的に大きな運動が巻き起こる中、1984年には第 1回「国際非核自治体

会議」がマンチェスタ－市において開催された。(神奈川県、川崎市、中野区が参加) 

 これまで会議はおよそ 2年に 1回開催され、参加自治体数も毎回多くなっている。 

 会議の目的は次のとおりである。 

  ①核兵器のない世界をつくるため、地方公共団体自治体の非核地帯運動の発展を推進

すること。 

  ②情報と経験を交換すること。 

  ③国際レベルでの運動を統合調整すること。 

  ④国際非核地帯のための新たな提案や方針を展開すること。 

 

 そしてこれまで会議を開催することによって、次のような成果が得られている。 

・第1回会議（1984年４月、イギリス・マンチェスタ－市で開催。9ヵ国99自治体参加） 

 (ア)世界各地から非核自治体の代表者が一堂に会したこと及びマンチェスタ

－市に事務局を設けたこと 

 (イ)今後の運動を進めていくための自治体における“連絡調整機関”の設置

を求めたこと 

・第2回会議（1985年３月、スペイン・コルドバ市で開催。10ヵ国99自治体参加） 

 (ア)専門家を交え“核の冬”“平和教育”などについて積極的な討論が行わ

れたこと 

 (イ)日本からの参加自治体が、アジア太平洋地域での会議開催を提案したこ

と 

 (ウ)毎年 6 年 1 日を「国際非核自治体デ－」と定め、非核アピ－ルの国際統

一行動を取っていくことを採択したこと 

・第3回会議（1986年10月、イタリア・ペルジア市で開催。9ヵ国162自治体参加） 

 (ア)核軍縮に向けて、あらゆる核実験の即時停止、及び宇宙における新兵器

の研究・実験の停止などを求めたこと 
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 (イ)核兵器のみならず原子力の平和利用についてもその是非が議論されたこ

と 

 (ウ)今後 2年に 1度異なる大陸で会議を開催することを決めたこと 

・第4回会議（1989年２月、アメリカ・ユ－ジン市で開催。13ヵ国92自治体参加） 

 (ア)ＩＮＦ全廃条約、チェルノブイリ事故を反映し、海洋核と原子力の平和

利用問題が改めてクロ－ズアップされたこと 

 (イ)非核運動推進のため、東側諸国の自治体に働き掛けることの重要性が検

討されたこと 

 (ウ)差別、抑圧、貧困、環境破壊のない「積極的平和」の実現、という非核

運動の新たな地平について議論がされたこと 

・第5回会議（1990年11月、イギリス・グラスゴ－市で開催。23ヵ国122自治体参加） 

 (ア)核を取り巻く国際関係と開発状況について討論がなされたこと 

 (イ)東西冷戦を超えて自治体が手をつなぐ必要のあることが確認されたこと 

 (ウ)核の利用計画と核が地球環境に及ぼすことについて議論されたこと 

・第6回会議（1992年11月、日本・神奈川県で開催。18ヵ国181自治体参加） 

 (ア)今世紀中の核兵器廃絶を求め運動を進めることが確認されたこと 

 (イ)国連の安全保障構想と軍縮に関し、国際司法裁判所の強化、国連機関の

意志決定過程における市民参加の重要性、国家主権擁護から人権擁護へ

の転換などが提案されたこと 

 (ウ)非核姉妹都市協定等、自治体の地球的連携が軍縮・平和に向けて有効な

方法であることが確認されたこと。 

 

(3) 「日本非核宣言自治体協議会」結成とその目的 

 日本における非核運動が活発化する中で、1982年8月、町として全国で初めて非核宣言

を行った広島県府中町の呼びかけにより“非核宣言シンポジウム”が開催され、「核兵器

廃絶平和都市宣言を呼びかける共同声明」が採択された。以後4回にわたり協議会設立の

ための準備会が開催され、1984年8月に非核宣言を決議した自治体をメンバ－とする「日

本非核宣言自治体協議会」が設立されたのである。 

 その目的は、①生命の尊厳を保ち、人間らしく生活できる真の平和実現に寄与するため、

全国の自治体に核兵器廃絶、平和宣言を呼び掛けるとともに、②非核都市宣言を実施した

自治体間の協力体制を確立すること、である。そしてその目的達成のため、自治体間にお

ける情報交換を行い、広く非核宣言への呼び掛け行う、とされている。 
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そして1986年からは、協議会総会とは別に、全国の非核宣言自治体により「非核都市宣

言自治体全国大会」が開催されている。92年8月には広島市内において第7回全国大会が

開催され（130自治体、315名が参加）、神奈川県藤沢市をはじめ8自治体から非核平和事

業への取組について報告がなされた後“大会決議”が採択され、日本政府、国連、並びに

核保有国に送付されることとなった。 

 なお同協議会は90年8月に、名称が現在の「日本非核宣言自治体協議会」に改称されて

いる。 
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2 地球環境問題の解決を足元から－国際環境自治体連合（ＩＣＬＥＩ）－ 

 

 「国際環境自治体連合」（ＩＣＬＥＩ）は、地球環境問題に取り組む自治体の国際的な

ネットワ－ク組織である。1990年9月、アメリカのニュ－ヨ－クで開催された国連主催の

世界会議「持続可能な未来のための自治体国際会議」に出席した42ヶ国200以上の自治体

及び国連環境計画（ＵＮＥＰ）の提唱によって設立された。その目的は、 

  ①地域の環境問題に関する専門的知識や能力の強化 

  ②環境問題、環境政策に関する情報交換 

  ③環境問題、環境政策に関する技術交流 

 など 11 項目にわたり、これらの目的に沿って現在数多くのプロジェクトが実施されて

いる。 

 なお、ＩＣＬＥＩ設立にあたっては、ＵＮＥＰ、国際地方自体連合（ＩＵＬＡ）及びイ

ノヴェイティブ・ディプロマシィ・センタ－（アメリカの地域・自治体レベルの国際政策

情報センタ－として活動する民間団体）等の支援に依っている。 

 

(1) 活動内容 

 ＩＣＬＥＩには、「能力開発プログラム」「解決プログラム」「戦略プログラム」

「エコビジネスプログラム」、ヒュ－マン・エコシステム・マネジメントの研究、メン

バ－シップネットワ－クづくり、など、主に 6つの活動分野がある。 

①「能力開発プログラム」 

 “能力開発プログラム”の目指すものは、持続可能な開発や資源管理に関する自治体の

能力強化である。そしてこのプログラムには、 

  ・コンサルタントネットワ－クづくり 

  ・専門家研修サ－ビスの提供 

  ・“国際環境大学”の設立（ドイツ・フライブルク市） 

  ・自治体職員のための環境セミナ－の開催 

  ・地方自治体のための国際環境情報システム（デ－タベ－ス）の開発 

  ・環境汚染対策のためのケ－ススタディの実施 

 などがある。 

 なお、このプログラムでは、大都市における廃棄物の削減に関する先進事例調査、建設

におけるエネルギ－消費の削減、持続可能な開発のための基本的とし管理へのエコロジ－

原則によるアプロ－チ（環境自治体の管理 9原則“）の開発、などに関する情報を加盟自

治体に対し提供している。 
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②「解決プログラム」 

 「解決プログラム」は、研究員、自治体職員、業界、政府の専門家らにより環境計画の

策定及び共同研究などを行うものである。そしてその具体的内容は、“都市ＣＯ削減プロ

ジェクト”及び“エコロジカルアプロ－チによる水質管理”である。 
 

“都市ＣＯ削減プロジェクト”はＩＣＬＥＩの本部（トロント）が担当しており、アメ

リカ環境保護庁等の支援により、現在世界の 12 都市をネットワ－クして進められている。 

 そしてこのプロジェクトでは、 

  ・技術的、経済的モデル分析を含む二酸化炭素排出削減のための政策フレ－ムつくり 

  ・二酸化炭素の排出量を今後25年から50年の間に現状から60％削減するための、費用

面、公正面、雇用面及び制度面からの評価 

  ・温暖化に対する地球規模での都市ネットワ－クの拡大 

 等がテ－マとなっている。このプロジェクトに参加しているのは、主にヨ－ロッパ、ア

メリカの都市であるが、ＩＣＬＥＩではプロジェクトヘの日本からの参加を強く求めてい

る。 

 “エコロジカルアプロ－チによる水質管理”ではアメリカの諸都市を対象に、1992年は

じめからエコロジカルアプロ－チによる水質管理プロジェクトを進められている。 
 

③「戦略プログラム」 

 1992年6月ブラジルで開催された国連の「地球サミット」(UNCED)では、ＩＣＬＥＩが

提唱していた“ロ－カルアジェンダ2 1”が、“アジェンダ2 1をサポ－トする地方自治

体の取組み”という分科会の中で正式に認可された。このことにより“ロ－カルアジェン

ダ2 1”は、地球環境保全のための行動計画“アジェンダ2 1”の一部として、自治体の

環境政策の世界的フレ－ムワ－クとなったのである。そしてサミットでは、 

  ア、世界各国の自治体は1996年までに市民との間で“ロ－カルアジェンダ2 1”につ

いての合意形成を図ること 

  イ、1993年までに自治体間の協力を推進する国際的ネットワ－クを作ること

が協議された。 
 

 またヨ－ロッパでは、92年10月、13名のコアチ－ムにより“ロ－カルアジェンダ・ヨ－

ロッパレポ－ト”が発行された。このレポ－トには持続可能な開発に関する自治体の役割

及びヨ－ロッパ各都市におけるケ－スタディが盛り込まれている。 

 

④「エコビジネスプログラム」 

 このプログラムは、ＩＣＬＥＩ加盟自治体と民間企業、自治体、公社、及び「国際自治
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体連合」（ＩＵＬＡ）との連携をとる中で、自治体の環境保全政策に必要な商品、サ－ビ

ス等に関する研究開発を進めるとともに、省エネ型・環境保全型商品の共同購入による市

場の安定化及び低価格化を図ることなどにより、民間と行政とのパ－トナ－シップ作りを

目指すものである。 

 

 なおＩＣＬＥＩでは、上記プログラム以外にも、国連環境計画（UNEP）の委託を受けて

世界各地で環境問題に先進的に取り組んでいる自治体に贈る、「地方自治体表彰」の選抜

に当たっている。1992年は「地球サミット」の場において、日本の北九州市を含め世界12

の都市がこの賞を受賞した。 

 

(2) 「世界事務局」と「ヨ－ロッパ事務局」 

 ＩＣＬＥＩでは、正会員である自治体がその執行委員を選出することを通し政策決定に

参加するシステムをとっており、運営も彼ら自身によってなされる。なお事務局は、世界

事務局のほかに現在ヨ－ロッパ事務局が設置されている。 

 

①世界事務局 

 世界事務局はカナダのトロントにある。1991年８月より６年間の契約によりトロント市

の市庁舎内におかれているもので、トロント市は世界事務局の候補地として上げられた世

界16の都市の中から、これまでの環境保全に関する実績等により選ばれた。 

 

②ヨ－ロッパ事務局 

 ヨ－ロッパ事務局は、1991年から15年間の契約でドイツのフライブルク市に置かれてい

る。同事務局はＩＣＬＥＩの“国際環境大学”（教育研修・トレ－ニングセンタ－）を併

設し、会員に対する研修プログラムを提供している他、地域内におけるコンサルティング

や情報提供等を行っている。またこれまで、1992年2月の「地方自治体の環境保護振興の

ための国際専門家会議」の開催に際しては、ドイツ環境大臣の委託を受け会議の企画・準

備・運営にあたった。さらにヨ－ロッパ版“ロ－カルアジェンダ2 1”の作成に関しては

コ－ディネイタ－としての役割を果たしている。 

 ヨ－ロッパ事務局はヨ－ロッパにおけるＩＣＬＥＩの地域代表として位置づけられ、ま

た国際自治体連合（ＩＵＬＡ）からは“ヨ－ロッパの環境庁”としての位置付けがなされ

ている。 

 

③「アジア太平洋事務局」の開設に向けて 

 1992年６月、ＩＣＬＥＩ幹事会は、アジア地域でのネットワ－ク作り、情報交換をはじ
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め、活動全般をコ－ディネ－トするための「アジア太平洋事務局」の開設・運営団体を募

集することを決定した。開設地の選考はコンペティション方式で行い、開設団体はアジア

地域全体から公募し1団体を選ぶというものである。当該団体は、環境保護に関するこれ

までの活動実績、今後の展望、財源・人的資源・設備等の提供といった基準により選考さ

れ、選考結果は1993年６月のＩＣＬＥＩ重役会議の場で発表される予定である。 

 

(3) 会 員 

 1993年２月現在会員数は 79となっている。
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〔会員リスト〕  1992年7月現在 

 (カナダ) ・トロント 

  ・バ一リントン 

  ・エドモントン 

  ・ハミルトン・ウェントワ－ス 

  ・オタワ 

  ・キッチュナ－ 

  ・ピ－タ－ブロ－ 

 (ドイツ) ・フライブルク 

 ・ベカム 

 ・ノルドハウゼン・カウンティ－ 

 ・ロストック 

 ・マゲドベルグ 

 ・ハノ－バ－ 

 ・ドレスデン 

 (トルコ)・アンカラ 

 (フィンランド)・フィンランド都市協会 

 (ギリシャ)・アテナ 

 (ブラジル)・ぺロホリザンテ 

 ・クリディバ 

 ・サンパウロ 

 ・ヴィットリア 

 (イタリア)・ボロ－ニャ  

・ シッタ・デ・カステロ  

・ 全国自治体協会 

 (フランス)・リル 

 (ウクライナ)・ルウィウォ 

 ・キエヴ 

 (オ－ストリア)・インスブルック 

 (シエラレオ－ネ)・フリ－タウン 

 (オ－ストラリア)・西オ－ストラリア自治 

 

 

 

 

(アメリカ)・バ－クレ－      

 ・バ－ミンガム 

 ・デイドカウンティ 

 ・デンバ－ 

 ・ニュ－アルク 

 ・オリンピア 

 ・ポ－トランド 

 ・(株)公共技術社 

 ・サンホゼ 

 ・サンタモニカ 

 ・バザジ－ナ－ 

 ・ミニアポリス 

 ・マンシ－ 

(ポ－ランド)・グダンスク 

(イギリス)・グラスゴ－ 

 ・地方自治体ビュ－ロ－ 

 ・ライチェスタ－ 

(エクアドル)・グアヤキル 

(ポルトガル)・リスボン 

(サウジアラビア)・イスラム首都機構 

(チェコスロバキア)・クロノヴ 

(ケニヤ)・モンバサ 

(シリア)・ケニアトラ 

(オランダ)・ハ－グ 

(スウェ－デン)・ストックホルム 

(デンマ－ク)・コペンハ－ゲン 

(ノルウェ－)・フレッドリックシュタッ 

 ・ノルウェ－地方自治体協 

 ・スタヴェンジャ－ 

体協会 ・トロサム 

 ・トロンドヘイム 

 ・オスロ－
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第4章 シンクタンクと行政による政策協力

－レギオ協会・バ－ゼル－ 

 

 レギオとは、スイス、ドイツ、フランスの 3国境が接するライン河上流域の名称である

が、正式に認められたものではなく、そこに住む人々が互いに呼び合う俗称として伝えら

れてきた歴史的な名称である。 

 レギオ地域はスイスのバ－ゼル、ドイツのフライブルク、フランスのミュ－ル－ズとい

う 3 つの中心都市からからなり、全域は 9,000平方キ
ロ、域内には 820の自治体を擁する。

ほぼ 200万人の住民（スイス、ドイツ、フランスで約 3 分の 1 ずつを占める）が、お

互いに国境を挟んで隣合う状態で生活している。これまで 3 つの国境線は戦争の度に変

更され、その都度生活の基盤から言語まで失ってしまうという悲劇を繰り返してきたが、

歴史的には、スイスやドイツ、フランスといった国家が立ち現れる遥か以前に、先住者で

あるケルト人がこの地に住みついて以来、緊密な関係が続き、ドイツ語方言を共通の言語

として交流してきたという経緯がある。 

 一方こうした状況の中にあってバ－ゼルは、今日南と北、西と東の幹線交通の交点にあ

たり、ヨ－ロッパ鉄道交通の結束点となっている。様々な国の主要な交通幹線と連結して

いるとともに、3 ヶ国全ての鉄道ネットワ－クと直に連結しているのである。バ－ゼル都

市圏は、3ヶ国 50万以上の人口を包含する規模となっている。 

 

(1) 「レギオ協会・バ－ゼル」の設立目的及び今日的な課題 

 「レギオ協会・バ－ゼル」( REGI0 BASILIENSIS )は、1962 年スイス民法に基づく社団

法人として創設されたシンクタンクである。その設立目的は、レギオ地域における、経済

的、政治的、文化的発展を促進するためのプランニングに参画すること、国家間、国家と

地域、あるいは国境を挟む地域と地域の諸問題に関する調整機能を果たすこと、及びこれ

らの間のネットワ－クの拡大である。 

 そして、レギオ協会が今日取り組んでいる課題としては、レギオ地域内の 8 つの大学

（短期大学を含む）との交流、連携があげられる。すなわち、大学間の単位の相互認定、

あるいは各大学による研究開発部門の分担とネットワ－ク化などである。この研究開発に

おける分担とネットワ－ク化は、ミュ－ル－ズやストラスブ－ル（フランス）やフライブ

ルグ（ドイツ）の研究開発型企業のインキュベ－タ－事業とも関連して、航空宇宙産業や

バイオテクノロジ－、医薬品といった分野における先端技術開発を国際的に促進するもの

である。 協会が取り組む課題は地域の抱える問題すべてに関わっているが、このように

相互の連携による共同人材育成や先端技術の集積は、国境によって長く分断されてきたレ

ギオ地域が取り組む最も重要な課題として位置づけられる。 
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 そして今日的な課題の 2つめは、国境を超えた労働者の流入問題である。特にフランス

側から発展の著しいドイツ・バ－デンビュルテンブルグ州や産業の集積するバ－ゼルヘと

流入する外国人労働者による摩擦問題は、ＥＣ統合下の課題同様このレギオ地域における

大きな課題となっている。 

 

(2) 「レギオ協会」及び「レギオ協会・バ－ゼル」の組織 

①「レギオ協会」の組織 

 レギオ協会の組織は図のとおりである。レギオ協会は国家間の外交レベルから非公式な

会議に至るあらゆるレベルで調整役、秘書役として関わっている。非公式と公式を結びつ

けているのは、「個人資格」によるネットワ－クである。各委員会の役割は次のとおりで

ある。 

 ア “三国政府委員会” 

  スイス、ドイツ、フランスによる“三国政府委員会”は、1975年11月３日、国境を挟

む「隣接地域における諸問題の解決と研究」に関する国家間の覚書により創設された

。通常年1回各国持ち回りで開催され、それぞれにおいて、外務大臣により選任され

た8名の専門家から成る代表団により構成される。 

 イ “地域委員会” 

  3 国境地域のすべてに関わる問題については、南部の“3 地域委員会”（バ－ゼル準

州、フライブルグ市、アルザス県）を取り扱うが、ライン河に沿った長い国境線を有

するドイツとフランスだけに関わる問題については、北部の“2 地域委員会”が取り

扱う。“3 地域委員会”は年 2 回、3 つのレギオ地域の持ち回りで開催され、政府委

員会の指示により問題に取り組むが、他方で、政府委員会や地域の関係機関に様々な

勧告や提案も行い、また下部にワ－キンググル－プを設けることができる。 

 

②「レギオ協会・バ－ゼル」の組織 

 「レギオ協会・バ－ゼル」は主に次のような内部機構を有している。 

 ア“運営委員会” 

  “運営委員会”は選ばれた主要なメンバ－によって構成され、年に 4回会合を開く。 

  メンバ－は商工会議所会頭、政治学者、銀行家、主要企業の社長などである。 

 イ“ワ－キンググル－プ” 

  “ワ－キンググル－プ”は毎週ランチタイムに集まり、急を要する諸問題について討

議する。政治、経済、研究等に関するグル－プがあり、17 名の専門家及び学者によ

って構成されている。 

 ウ“国際間調整に関する定期協議会” 
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この協議会は非公式ではあるが、ほぼ年 7回開催されている。常任メンバ－は次の機

関から出ている。 

・スイス側－バ－ゼル準州(都市部及び農村部)の合同地域計画部局 

・ドイツ側－ライン河上流地域やボ－デン湖周辺地域の公的な計画機関、及びロ－

ラッハ地域の郡議会事務局 

・フランス側－レギオ協会・ミュ－ル－ズ、ホ－ト・ライン県の地域計画部局、及

び公的な活動グル－プである「ライン河上流地域における経済社会の発展に関す

る行動委員会」 

 

なお事務局は組織の執行機関であり、様々な人的ネットワ－クの接点となっている。ま

た調査研究活動や、協会が設置したプロジェクト(例えば“北西スイス地域の経済研究”

等)への支援も行っている。スタッフは理事長以下 10 名、常勤は 3 名で後は非常勤、パ－

トタイマ－によって維持されている。 

 

4  レギオ協会の歩み 

 レギオ協会の創設に奔走した人物は、ハンス・ブリナ－というバ－ゼル出身のジャ－ナ

リストである。彼の活躍により第 2次世界大戦により分断されていたレギオ地域に人々の

交流が始まり、さらに産業界、学識者とのネットワ－クが広がり、レギオ協会の創設へと

結びついていくのである。以降 3地域協力の発展の歩みは、次のように整理される。 

 

 ・1963年、バ－ゼルにおいて“ヨ－ロッパ国境地帯における利害の共有”という考え方

がレギオ協会の創設とともに宣言された。そして、この協会への政府（州・県）や産

業界（企業）、学識者（大学）の参画が積極的に呼び掛けられた。 

 ・1965年、レギオ協会バ－ゼルのフランス側パ－トナ－がミュ－ル－ズ市において創設

された。 

 ・1972年からは、ハイデルベルグ市主催による「ライン河上流域の地域プランナ－会議

」が開催され、ライン河上流域の14の関係機関によって、自主的な協力活動やコンサ

ルティング、出版といった事業が行われた。そして1973年からは、州や県が財政面で

協会をバックアップすることとなる。 

 ・1976年からは、「 3ヶ国会議」が国際的に位置づけられた「隣接する諸問題に関す

る政府委員会」に格上げされ、2つの地方委員会と公式のワ－キンググル－プが設け

られた。 

 ・1985年、ドイツ側レギオ協会がフライブルグにおいて創設される。 

そして1989年にはバ－ゼル駅に３ヶ国の大統領、首相が集まりサミットが開催されたの
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である。 

 このような流れの中でレギオ協会は、政治家、行政官、地域プランナ－、学識者等様々

な人的ネットワ－クを拡大し、社団法人として社会的認知を広げていくのである。 

 

5  レギオ協会の意義 

 国境を超えた地域の連携を図る際最も大きな障害となるのは、国家間の政治・行政制度

が異なる場合である。この場合はたとえ隣接する地域であっても、お互いの交流は許され

ないことがある。しかし他方、地域には国家間の事情とは別に地域独自の問題があり、さ

らにた地域が発展するためには地域間の情報交換、あるいは地域相互の協力が不可欠であ

る。 

 こうした状況の中でレギオ協会は、国家と地方、国境を挟む地域相互、あるいは、産・

学・行政相互といった様々な主体間における国際交流および国際連携のためのコ－ディネ

－タ－の役割を果たしてきた。特に国際間における調整に関しては、国家の制度的枠組み

に拘束される行政機関に代わって、国家間の非公式の意志疎通の役割を担ってきたといえ

る。そしてまた、国境で分断された地域間の情報交流を円滑なものにしてきたのである。 

 これらの役割を果たすためには、レギオ協会が民間組織であることが幸いした。すなわ

ち、公式には問題の解決が困難な場合においても、民間組織であるが故に円滑な解決が図

られてきたのである。そして、 

 ①レギオ協会が民間主導によって創設され活動していること 

 ②自治体が会員や構成員となること、あるいは協会の活動資金に補助することなどによ

り協会と密接な連携を取っていること 

 ③レギオ協会が国際的なネットワ－ク組織であること 

がこの組織の重要なポイントとなっているのである。 
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第 5章 国境を超えた政策協力の今後の方向  

 

 

 これまでみてきたように、いま世界における自治体相互の政策協力は活発化し、そのネ

ットワ－クはますます拡大してきている。すなわちこれまでの親善、友好を目的とした国

際交流の姿は、“政策”を主体として関係を切り結び、自治体間に“共通の利益”をもた

らすような協力へと大きく変化してきているのである。 

 国家観念の崩壊、分権化、及び国際化とボ－ダレス化の一層の進展といった時代背景の

中で、今後こうした自治体間の国境を超えた政策協力はどのような方向をたどるのであろ

うか。以下、いくつかの点に沿って考えてみたい。 

 

1 共通化する政策課題 

 現在活発に行われている個別の政策課題による政策協力の課題は、“湖沼”や“歴史都

市”あるいは“火山”といったように、その自治体に個別の独自性の高いものである。す

なわち、こうした課題での政策協力の当事者になることができるのは、湖沼や歴史的都市、

火山を有する自治体に限られている。しかしこうした政策課題は、一方で都市化の一層の

進展による地球規模での都市型社会の増加により、今後共通化が進んでくるものと考えら

れる。 

 平成5年4月には国連の提唱により第1回「世界都市経営会議」の開催が東京において

予定されているが、ここでのテ－マは大都市の           であり、こうした

共通テ－マのもとに世界の68都市の市長、行政実務者等の参加が予定されている。都市経

営という言葉も様    々な課題を含んだ言葉であるが、今後都市型社会における自治体の

増加は、政策協力を必要とする課題を、福祉、環境、教育、都市計画といったように自治

体政府としてのあらゆる政策課題へと拡大させることとなるだろう。 

 

2   政策課題ごとの政策協力の増大 

 政策課題の共通化と多様化が進む中で、こうした様々な課題ごとの国境を超えた政策協

力はますます増大していくと考えられる。その理由は、 

 (1) 目的、ポリシ－が明確である 

 (2) 成果が明確である 

 (3) 最も適切な相手と協力関係を結ぶことができる 

 などがあげられる。そして(3)については、課題の解決ごとに協力関係を終了させること

ができるということも含まれており、限定された相手と時限のない交流を行うことと比較

すると特に優れた点ということができる。 

市民に対してわかりやすい 

性 
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3  地球的規模での課題に対する協力の活発化 

 政策課題の共通化と多様化の一方、現在、環境問題をはじめとした、人権、平和、開発

という、いわゆる地球規模での課題が増加してきている。そして今後、こうした問題の解

決に対する自治体からの取組は活発化していくものと思われる。その理由は大きく 2つあ

る。 

 1 つは、“政府”といわれるものが分化してきていることがあげられる。すなわち、こ

れまで“政府”といえばそれは「国家」のみを意味していたが、今日のように国境を超え

て人、物、金、情報が行き交い、国をとおさずに地域と地域、自治体と自治体が直接関係

を結ぶことができるような時代にあっては、自治体及び国際機関等も独自の政策主体すな

わち“政府”として位置付けることが必要となってきているのである。そしてこうした時

代潮流を表す例が、自治体同士の国境を超えた政策協力であり、地球的規模での課題に対

する広域ネットワ－クによる取組である。 

 また今回取りあげてはいないが、発展途上国の環境問題解決のための技術支援、人材育

成などを行う北九州市のような自治体も増えてきている。これは“自治体版ＯＤＡ”とも

呼ばれるもので、北九州のほかにも現在次のようなものを取組がなされている。 

 ・“予算の 1％をＯＤＡに－”（逗子市） 

 ・“ＮＧＯ活動の支援－民際協力基金－”（神奈川県） 

 ・“人材育成を柱とした国際協力センタ－建設”（広島県） 

 2 つ目は、自治体政府のできることが大きくなってきているという点である。すなわち

地球環境問題も、問題の発生源は市民一人一人が生活する地域にあり、その解決のために

は地域からの取組こそが求められるのである。そしてそこで自治体は市民に最も近いとこ

ろに位置し、生活レベルでのノウハウを最を豊富に持っているのである。 

 先に述べた環境問題に対する北九州市の技術支援などは、かつての北九州市自らの大き

な政策課題であった公害問題とそれらの克服を最大限に活用したよい例であるが、これら

の取組も直接、間接に地球環境問題解決の一端を担っているのである。 

 一方自治体の側には、こうした取組を国からの指示ということでなく自らのアイデンテ

ィティから世界への“貢献策”として積極的に位置付けているところや、当然果すべき役

割りと受け止めているところが増えてきている。自治体自らがこうした意識を持つかどう

かが、地球的規模での課題に対する自治体の今後の取組に大きな影響を及ぼしていくとい

うことが言える。 

 

4   増加する「国際会議」 

 どのような課題であれ、自治体が国境を超えて政策協力を行うにあたっては、今後は一

層「国際会議」の開催という方法が増加してくるものと思われる。それは航空機等の発達
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にともない、移動手段が簡単に且つ迅速に行われるようになったためばかりではない。国

際会議の開催自体に次のようなメリットがあるからである。 

 (1) 様々な国の様々な人と一堂に会することができる 

 (2) 日常的な取組の発表の場としてアピ－ル効果が高い 

 (3) 持ち回り開催などによりそれぞれの独自性が発揮できる 

 (4) 他の人が参加しやすい 

 特に、自治体職員のみでなく市民や学識者、国あるいは国際機関の職員など様々な人と

のフェイス to フェイスの情報交換によるメリットは大きい。またこうした出会いがさ

らに“人と情報のネットワ－ク”へつながっていくのである。そして活動状況や取り組み

状況の他の自治体や市民へのアピ－ル効果についても、どこの国のどこの自治体が何をし

ているのかをわかりやすく伝えるためにも、国際会議の開催という形式は優れていると言

える。 

 このような理由により今後一層国際会議を通じた政策協力は増加してくると思われるが、

国際会議の開催には多くの経費、人手、時間が必要とされるため、大規模な国際会議であ

ればあるほど、会議の目的をはっきりさせることが重要である。 

 

5  マルチラテラルな自治体間関係の形成 

 都市化の急速な進展とそれによる共通課題の増加は、国境を超えた政策協力を押し進め

るが、同時にこれらは自治体間のこれまでの“バイラテラルな関係”を“マルチラテラル

な関係”へと推移させる。すなわち相互協力を行い課題の解決を図りたいとする自治体の

増加へとつながっていくのである。そして 2つの関係による政策協力を比較した場合の相

違点としては、マルチラテラルな自治体間関係の法が、より多くの政策情報に接すること

により、より多面的で優れた協力を行うことができることなどがあげられよう。 

 また地域的な観点からこれらの関係性を見ると、今後政策協力の課題毎に、アジア、ヨ

－ロッパといった地域単位におけるマルチラテラルな関係、あるいは地球規模でのマルチ

ラテラルな関係など、様々な態様が出てくるであろう。しかし重要なことは、単にマルチ

ラテラルな関係を構築することではなく、ここでも何故、どうしてその自治体と政策協力

をするのかを明確にしておくことである。そうでなければ複数間での政策協力は相互にミ

スマッチを招き、継続的な協力は望めないだろう。 

 

6  多様なネットワ－クの形成 

 今日の国境を超えた政策協力の共通事項及び特色としては、国や国連との連携、あるい

は大学、研究機関との連携を指摘することができる。現在行われている連携の主な態様は

次のとおりである。 
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  ①自治体と国との連携 

  ②自治体と国連、国際機関との連携 

  ③自治体と大学、研究所との連携 

 それぞれについて例をあげるとするならば、国との連携については斜面都市会議におけ

る建設省、国連、国際機関との連携については湖沼環境会議における国連環境計画（ＵＮ

ＥＰ）及び経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）、大学、研究所との連携については火山フォ－

ラムにおける鹿児島大学などである。またこの他にも国際会議の開催にあっては、国、国

連、国際機関、大学、研究所などが共催、協力、後援または、パネリスト、発表者として

参加している。そしてさらに密接な連携の例としては、「アジア太平洋都市間技術協力ネ

ットワ－ク」設立の提唱者としての国連アジア太平洋委員会（ＥＳＣＡＰ）、同じく「国

際環境自治体連合」設立の提唱者としての国連環境計画（ＵＮＥＰ）などのように、組織

作りそのものに関係したケ－スもあげることができる。 

 こうした状況からも明らかなように、今日自治体が国際的な協力を推進していくために

は、国連、あるいは大学といった幅広い重層的なネットワ－クの構築が必要とされている

のである。そしてこのようなネットワ－クによる様々な人と情報の連関は、自治体が政策

協力を進めていくうえでの大きな推進力となっているのである。 

 

7  グロ－バルネットワ－クの形成 

 今まで述べてきたことを踏まえ、今後の自治体間の政策協力の段階とひとつの方向性を

整理してみると、次のように示すことができる。 

 

 

 

 

 

 こうした方向性による例として、“外国人問題”を考えてみよう。 

 今後ボ－ダレス化が一層進んだ社会にあっては、国境を超えた人の移動は更に活発とな

り、日本のみならず各国に定住する外国人の数は格段に増加することが予想される。そう

した状況にあって、外国人の医療、年金、福祉、労働、参政権といった課題は自治体間に

共通する大きな政策課題となってくる。そこでこの課題を抱える自治体間で政策交流・政

策協力が進められることとなるのである。そして将来国境を超えて政策協力が必要とされ

る課題は、都市化社会の一層の進展とそれに伴う共通課題の増加によってますます増大し

ていくであろう。すなわち、今後政策協力が必要とされる課題は特別な課題ではなく、福

祉、教育、まちづくりなど様々な政策分野にわたっていくだろう。 

バイラテラル

な関係による

政策協力 

マルチラテラル

な関係による 

政策協力 

グローバルネット

ワークによる 

政策協力 
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 バイラテラルな関係からマルチラテラルな関係へ、そしてグロ－バルなネットワ－クヘ

とネットワ－クは進む。グロ－バルなネットワ－クは様々な人的ネットワ－クと情報のネ

ットワ－クを構築し、そこでの多様な情報交換、政策交流により、政策協力は一層推進さ

れていく。それは時代の潮流であると同時に、現代における自治体自らの積極的な選択の

結果となるだろう。 

 

8  グロ－バルネットワ－クによる共通政策の策定 

 今後グロ－バルなネットワ－クによる政策協力は自体間にどのような成果をもたらすの

であろうか。 

 現在活発化してきている国際会議の開催によるひとつの特徴は、“宣言”あるいは“声

明”の採択をあげることができる。それは例えば、国際湖沼環境会議における“琵琶湖宣

言”であり、「国際自治体連合」における総会ごとの“声明文”などである。そしてこれ

らは現在一種の流行であるかの如く国際会議の開催後とに採択されている。 

 “宣言”あるいは“声明”が有する意義は、国際会議に参加した自治体及び関係者の合

意と結束の象徴として、また国際会議の存在とその開催を市民、他の自治体あるいは国ヘ

アピ－ルするものとして、現在においても決して小さくはない。しかし“実効力”“実効

性”の点からは不十分と言うべきであろう。何故なら、こうした会議に参加する自治体は

まだ一部であり、そうした一部の自治体同士の任意のものとしてしか受け止められないか

らである。が、今後政策課題ごとの政策協力が国境を超え、さらに国、国際機関等の参加

を得てグロ－バルネットワ－クのもとに行われるようになったならば、こうした“宣言”

あるいは“声明”は現在の意味を超えたものとなるだろう。すなわちこのような段階にお

いては、世界の自治体の共通の意思を表明するものとして大きな力を有することとなるの

である。またもしこれらが“宣言”としてではなく、もっと明確に“共通計画”あるいは

“共通政策”という形を取った場合には、これらの持つ意義と効力はもっと大きなものと

なるだろう。 

 1990年9月に設立された「国際環境自治体連合」（ＩＣＬＥＩ）では、先のブラジルに

おける「環境サミット」で、世界各国の自治体に対し“ロ－カル・アジェンダ”の作成を

呼び掛けたが、地球規模での環境悪化という背景も相まってこの呼び掛けに対する各国自

治体の反響は大きく、現在同団体へ既に加盟している自治体のみならず、環境悪化を憂慮

する多くの自治体がこの計画を指示している。そして、国からの指示を受けること無くま

さに自発的に“ロ－カル・アジェンダ”の策定に取り組んでいるのである。 

 自治体のグロ－バルなネットワ－ク組織である「国際環境自治体連合」の設立と、自治

体連合による“共通政策”の策定は、政策協力の最も進んだ姿ということができるであろ

う。





第Ⅲ部 都道府県における海外情報収集能

力の実態 

 

 

 はじめに－ 

 

 これまでみてきたように、今後国境を超えた政策協力はますます活発となり、また重要

となってくる。そしてこうした政策協力を行う際に必要なことは、①どんな政策課題に関

して ②どこの自治体と ③どのように協力していくのか、ということについての詳細な

検討である。もしこのような検討が充分になされないまま政策協力を行おうとすれば、多

くの時間と多くの費用にもかかわらず、形式のみの成果の乏しいものとなるだろう。また

場合によっては、途中で立ち行かなくなってしまう事態さえ考えられる。 

 こうした状況を回避し、政策協力の目的に沿って相互が期待するような成果を得ようと

するならば、今後、どこの自治体がどんな制作を行っているのか、あるいは行おうとして

いるのか、また、その政策課題を解決するために協力すべき最も相応しい相手は誰なのか

について、常に情報収集しておくことが重要である。考えようによっては、この日ごろか

らの詳しい情報収集ということが、現時点での日本の自治体にとってのウィ－クポイント

であり、かつ最大の課題と言えるかもしれない。 

 このような問題意識により、今回都道府県における海外情報の収集状況を、“海外事務

所”の設置状況、及びそこでの業務内容を通じてみることとした。そして併せて、神奈川

県の政策担当課における海外情報の収集状況と海外自治体等とのネットワ－クの現状につ

いてヒアリング調査により探ってみた。
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第 1 章 都道府県における海外情報収集能

力の実態 

 

1 都道府県における海外事務所の設置状況及び業務内容 

(1)  都道府県における海外事務所の設置状況 

 (財)自治体国際化協会の調べでは、都道府県における独自の海外事務所の設置状況は、平

成 3年 4月 1日現在 15となっている。地域的にはアジアが 18と最も多く、次いでアメ

リカ（ 8 ）、欧州（ 4 ）となっている。 

都道府県名 都市名 派遣職員の数 現地採用職員数 

東 京    
ニュ－ヨ－ク 3人（内管理職 2 ） 2人（内現地日本人2）           

パ リ    2人（  〃  2 ） 1人（     〃    1） 

神奈川 大 連    2人（  〃  0 ） 3人（     〃    0） 

長 野    サンパウロ 0 1人（     〃    1） 

大 阪    

上 海    2人（  〃  0 ） 1人（     〃    0） 

ニュ－ヨ－ク 1人（  〃  0 ） 1人（     〃    0） 

ロッテルダム 2人（  〃  0 ） 1人（     〃    0） 

シンガポ－ル 2人（  〃  0 ） 1人（     〃    0） 

香 港    2人（  〃  0 ） 1人（     〃    0） 

シドニ－ 1人（  〃  0 ） 2人（     〃    0） 

兵 庫    
シアトル 2人（  〃  1 ） 2人（     〃    1） 

香 港    1人（  〃  0 ） 2人（     〃    0） 

広 島    

ロサンゼルス 1人（  〃  0 ） 1人（     〃    0） 

ソウル 0 1人（     〃    0） 

シンガポ－ル 1人（  〃  0 ） 0 

山 口    香 港    1人（  〃  0 ） 1人（     〃    1） 

福 岡    
香 港    1人（  〃  0 ） 1人（     〃    0） 

ソウル 1人（  〃  0 ） 1人（     〃    0） 

鹿児島 香 港    1人（  〃  0 ） 1人（     〃    0） 

 

単独の海外事務所設置状況 
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(2) 海外事務所における業務内容 

自治体が独自に設置する海外事務所における主な業務内容は下記のとおりである。 

①都市提携及び友好提携その他外国諸都市等との交流事業に関わる連絡・調整 

②外国諸都市の行財政課長制度等に関する情報収集及び調査・研究 

③外国諸都市に対する産業、地理、文化をはじめとした当該自治体の情報 

④当該自治体からの使節団の受入れ及び連絡・調整 

 

2 都道府県における海外への職員派遣状況 

(1)  ＪＥＴＲＯ（日本貿易振興協会）への派遣状況 

北海道、秋田、山形はじめ11の都県では、ＪＥＴＲＯを通じ現在次のとおり職員を派遣

している。 

都道府県名 派遣国数 派遣職員数 都道府県名 派遣国数 派遣職員数 

北海道 1 1 神奈川 3 3 

秋 田    1 1 石 川    1 1 

山 形    1 1 福 井    2 2 

東 京    2 3 長 野    4 4 

 

また、ＪＥＴＲＯ海外事務所での事業内容は次のとおりであり、経済活動の振興、企業

誘致等が主な目的となっている。 

 ①経済情報、貿易情報の収集・提供 

 ②有望な海外市場を紹介するためのマ－ケット調査、メ－カ－調査の実施 

 ③取引き促進のための、県内産製品及び海外産製品の紹介、引き合い、斡旋 

 ④取引き促進のための、県内企業の紹介及び海外企業の紹介 

 ⑤県内企業の輸出入、企業進出、合弁、交易等に関する活動支援 

 ⑥海外での見本市開催に係る支援 

 

(2) (財)自治体国際化協会が設置する海外共同事務所への派遣状況 

 (財)自治体国際化協会では、現在ニュ－ヨ－ク、ロンドン、パリ、シンガポ－ルの 4 ヶ所

へ海外共同事務所を設置しているが、そこへの職員の派遣状況は次のとおりである。 

ＪＥＴＲＯへの職員派遣状況 
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事務所名 開設年月日 
所員数 

(現地所員数) 
職員派遣自治体 

ニュ－ヨ－ク 

事務所 
1989. 4.1 

13人 

(3) 

 東京、鹿児島、広島、福岡 

 岡山、静岡、宮城、仙台 

ロンドン事務所 1989.10.1 
11人 

(3) 

 愛知、岡山、大分、島根 

 三重、埼玉、香川、宮城 

パリ事務所 1990.10.1 
 7人 

(2) 

 京都、広島、大阪、栃木 

 宮城 

シンガポ－ル 

事務所 
1990.10.1 

 7人 

(1) 

 兵庫、長崎、岐阜、鹿児島 

 京都 

 

(3)  その他の派遣状況 

上記ＪＥＴＲＯ及び(財)自治体国際化協会を通じた職員の派遣のほか、都道府県では現在

国際協力の推進あるいは経済協力の推進等を主な目的として、外務省、国際交流基金、金

融機関、民間企業、及び自治体へ職員を派遣している。 

分野 派遣先 派遣自治体 

国際協力 外務省 

(大使館等) 

 北海道（加）、富山（米）、福岡（韓）、熊本（米、 

 タイ）、兵庫（豪、フィリピン） 

国際交流基金  福岡（タイ）、熊本（仏） 

経済協力 金融機関 

(在外支店) 

 栃木（香港）、千葉（米）、福井（米）、岐阜（米） 

 山口（香港） 

産業関係 

 

 

 東京（米;東京貿易会） 

 新潟（韓;産業貿易事務所） 

 岐阜（仏;アパレル） 

友好交流

・研修等 

友好提携州等 

 

 

 

 東京（豪;ニュ－・サウス・ウェ－ルズ州、中;北京 

韓;ソウル） 

 富山（米;オレゴン州） 

 山梨（米;アイオワ州） 

 

 

3  神奈川県における海外事務所、海外駐在の状況 

(1) 駐在先及び担当地域 

これまでみてきたように、神奈川県では単独事務所を大連に設置し、またＪＥＴＲＯ（

(財)自治体国際化協会による海外事務所開設状況 

その他の派遣状況 
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ロスゼルス、シンガポ－ル、ロンドン)へそれぞれ職員各 1 名を派遣している。駐在員ご

との担当地域は次のとおりである。 

ロサンゼルス駐在員  アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ合衆国 

シンガポ－ル駐在員 

 

 シンガポ－ル共和国、インドネシア共和国、タイ王国、マレ－ 

シア、ブルネイ・ダルサラ－ム国、フィリピン共和国、香港 

ロンドン駐在員 

 

 グレ－トブリテン及び北部アイルランド連合王国他、ヨ－ロッ 

パ各国(ウラル山脈以西) 

大連駐在員  中華人民共和国及び香港 

 

(2) 情報提供の方法 

県の駐在員の主要業務の一つに経済情報等の提供があるが、これらについては、県商工

部が発行する刊行物（「かながわトレ－ド・ニュ－ス」年 6 回、「中小企業情情かなが

わ」年 12 回)、県内経済団体が発行する刊行物(「商工神奈川」年 12 回、「しんさ

んぼう」年 6回)、及び神奈川新聞(「海外リポ－ト」欄、年 3～4回)により各企業等

へ情報提供を行っている。 
 

4 都道府県における海外事務所等に関する問題点と今後の方向性 

(1) 都道府県における海外事務所等職員派遣に関する問題点 

以上、都道府県における海外情報収集能力の実態を、(1)海外事務所の設置状況、及び

(2)職員の派遣、という 2 つの観点からみてきたが、これらを通じ、現状での都道府県の

海外情報収集能力等に関する問題点は次のように指摘することができる。 
 

 ①海外事務所に関する問題点 

 海外事務所に関する問題点の ひとつは、単独で海外事務所を設置している都道府県が

圧倒的に少ないという点である。先にみたように、47 都道府県のうち現在単独事務所を設

置しているところはわずかに 9 都県にすぎない。そして 2 つめの問題点は、単独で事務所

を設置している都県にあってもその設置数が絶対的に少ないということである。設置数の

一番多い大阪府で 6 ヶ所、広島 3 ヶ所、東京、兵庫、福岡がそれぞれ 2 ヶ所、神奈川、長

海外駐在員の担当地域 
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野、山口、鹿児島にいたっては 1ヶ所という状況である。 

 3つめは設置国が偏っているということである。都道府県全体19ヶ所のうち、南北アメリ

カ5ヶ所、ヨ－ロッパ2ヶ所、アジア・太平洋が12ヶ所と、アジア・太平洋が多数となって

いる。 

 4つめは事務所に派遣されている職員の数が、不十分であるということである。それぞ

れの事務所では1人～ 3人という状況であり、現地採用職員を含めても最大で5人(東京;

ニュ－ヨ－ク、神奈川;大連)、半数以上が2人または3人となっている。これでは海外事

務所における多量の業務を処理するには、その人数はあまりに少ないと言わざるを得ない。

そしてこうした4つの問題点を併せて考えると、現在の海外事務所の脆弱な体制が浮かび

上がってくる。 

 さて以上は単独での海外事務所に関する体制の問題であったが、この他に重要な重要な

問題点として、現在の事務所での業務内容を指摘しなくてはならないだろう。すなわち、

4つある主な業務のうち、自治体からの使節団等の受入れ及び連絡・調整に多くの時間が

割かれており、他の、海外自治体の行財政制度をはじめとした政策情報の収集、特定政策

課題に関する調査・研究、及び、産業、地理、文化的状況に関する自らの自治体情報の提

供、といった業務内容が充分行われていないという点に関してである。このことは、派遣

職員の不足ということも大きな原因として考えられるが、何よりもまず海外事務所にどの

ような役割を期待しているかという、そこが問題であるというべきであろう。この点は、

事務所の体制以上に大きな問題点として認識しなくてはならない。言い方を代えれば、ま

さにこのことこそが現時点における海外事務所の本質的な問題ということである。 

 

 ② 職員の派遣に関する問題点 

 海外への職員の派遣についてもいくつかの問題点があるが、それは次のとおりである。 

  ア、派遣している自治体の数が少ないこと 

  イ、派遣国数及び派遣職員の数が少ないこと 

  ウ、ＪＥＴＲOへの派遣が相対的に多くなっていること 

  エ、派遣職員の研修的側面が強いこと 

  オ、派遣先が友好交流先であることが多いこと 

 このうち、ＪＥＴＲO への派遣が相対的に多くなっていることに関しては、現在の派遣

目的から言えば逆に当然のことと言えるが、今日求められている全般的な政策情報の収集

といった観点からは、やはり収集情報の偏りとして問題と言うべきであろう。また派遣を

するにあたり派遣先が友好交流先であることが多いことについては、一方で友好提携先へ

の派遣ということで話がスム－ズに進む、友好交流を更に深めることができる、などのメ

リットもあるが、もう一方で、2 極間での関係でしかなく政策協力を前提に考えた場合必
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ずしも友好交流先が最適とは言えず、従って政策情報収集の意味が薄いこと、さらにこう

したことから、派遣職員の研修といった側面が強くなることは問題点としてあげられる。 

友好交流先との友好を深めること、あるいは国際化に対応した職員の育成はそれ自体たい

へん重要なことであるが、今後はこうした要請よりも広く世界へ目を向けた政策交流、政

策協力が求められるであろう。そしてそのための職員の派遣、政策情報の収集が必要とさ

れていくであろう。 

 

(2) 神奈川県における問題点 

 神奈川県における主な問題点としても、やはり、①海外事務所の数及び事務所の職員数

が少ないこと、②ＪＥＴＲO への派遣が多いこと、③単独事務所及びＪＥＴＲO への派遣

の目的が産業・経済の振興となっており、収集情報がこうした関係に偏っていること、等

を指摘することができる。すなわち現在本県における海外事務所は大連の事務所のみであ

り、その他はＪＥＴＲO（ロンドン、ロサンゼルス、シンガポ－ル）へ 3 人職員を派遣し

ているのみである。しかもこれらを海外政策情報の収集、あるいは個別政策課題の調査・

研究といった観点からみた場合ははなはだ不十分である。 

 こうしたことから“情報拠点、活動拠点の整備はこれから”というのが現時点における

本県の状況ということができる。 

 

5  今後の方向性 

 以上が都道府県における海外事務所及び職員の派遣に関する問題点であるが、それでは

こうした問題点を踏まえ、今後海外情報拠点としての海外事務所等はどうあるべきなのか

。言い換えれば、どのようにすれば都道府県は海外情報収集能力を高めることができるの

か。以下このことについて考えてみたい。 

 まず第一は、海外事務所の数及びそこでの職員数を増やすことである。現在海外事務所

はアジア・太平洋に多く設置されているが、今後はヨ－ロッパ、アメリカを含め広く世界

の拠点的場所へ設置することが必要である。そして業務に見合った職員の派遣を行うこと

が必要である。なおＪＥＴＲO への派遣はその目的が、産業・経済振興となっているため

、ＪＥＴＲO への派遣職員の数を増やすよりは単独での事務所の設置を考えるべきであろ

う。 

 第二は、これまでの業務内容のうち今後はさらに、①情報収集・情報提供 ②海外自治

体の行財政制度及び個別課題に関する調査・研究機能を強める必要がある。このことがま

さに“海外情報拠点”としての所以である。そして特に調査・研究機能の強化については

、短期間でレポ－トの提供が受けられるような対応が求められている。 
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 以上 2点は、都道府県全体における今後の方向性であるが、神奈川県に則して言えば次

のようなことである。すなわち、商工部が設置している大連事務所に関しては、産業・経

済振興といったこれまでの商工サイドの観点からのみでなく扱う分野を拡大しアジアにお

ける情報拠点として機能させることとし、アジア以外の地域、ヨ－ロッパ、アメリカなど

へは新たに事務所を設置する。またＪＥＴＲO への派遣は当分の間続けることとし、将来

的にはこれを県単独の事務所へと移行させる。この際には当該事務所がそれまでのＪＥＴ

ＲO での役割を担うものとする。また情報収集の観点からは、単独による海外事務所の設

置のみならず、外務省、国連、国際機関、あるいは自治体やＮＧＯなどに関するネットワ

－ク組織等への職員の派遣も今後積極的に行われる必要がある。 

 いずれにしても、各政策分野で国境を超えた政策交流、政策協力が進み、自治体のグロ

－バルなネットワ－クが形成されようとする時代にあって海外政策情報、活動拠点として

の海外事務所の整備を図ることは、本県をはじめ都道府県という自治体が今後早急に取り

組むべきことと言える。 

 

6  岐阜県における海外駐在の特色 

 これまで海外情報拠点のあり方について考えてきたが、言うまでもなく海外事務所等の

設置は多くの経費がかかる。また設置場所についても、適切なところを選ぶためにはかな

りリサ－チが必要である。以下ではこうした観点から、今後新たな事務所の設置が具体的

なものとなってきた際のひとつの参考として岐阜県の例を紹介したい。 

 岐阜県では現在、オランダ、イギリス、アメリカ、香港、フランスへ駐在員を派遣して

いる。そしてその特色は駐在事務所の設置場所（形態）にある。すなわち岐阜県では、民

間企業等のビルのワンフロア－を借り受けることなどにより事務所を設置しているのであ

る。 

 それぞれにおける具体的な設置の理由は表のとおりだが、いずれの場合も“情報収集に

便利”であることが最大かつ共通の理由となっている。派遣職員 1 人が収集できる量には

限界があるが、企業等の支店を活用することにより、組織としての情報力を活かした多く

の情報を日本語で入手することができるのである。 

 またＪＥＴＲＯへの職員派遣と比較した場合、他に次の 2点をメリットとしてあげるこ

とができる。その 1点目は、職員が派遣目的に沿い、独自の活動に力を注ぐことができる

ことである。ＪＥＴＲＯへの派遣という形では、ＪＥＴＲＯとしての仕事も抱え込まざる

を得ないという状況があり、県の活動のみに専念するのはむずかしい。2 点目は、派遣さ

れた職員の人事管理という観点である。派遣された職員は、言葉の問題、生活環境の劇的

な変化により、精神的に不安定になることがあるが、そうした中にあって、日本企業の日

本人に囲まれた環境の中にいることができることは、本人、家族の精神衛生上たいへん好
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ましいことであり、そうした精神面での安定は職務を遂行するうえで重要な条件というこ

とができる。 

駐在国 設置場所 設置の理由 

オランダ 

(ハ－フドドルプ) 

 サカタ・シ－ド 

 ・ヨ－ロッパビル 

 サカタの種(株)は国内種苗産業の大手であり 

情報収集・市場動向の把握に便利である 

イギリス 

(ロンドン) 

 (株)十六銀行ロンド 

ン事務所内 

 岐阜県に本店を有する(株)十六銀銀行支店は 

市場・金融関係の情報収集に便利である 

アメリカ 

(ニュ－ヨ－ク) 

 (株)十六銀行ニュ－ 

ヨ－ク事務所内 

 同 上 

  

アメリカ 

(ロサンゼルス) 

 セイノ－・アメリ

カ(株)内 

 西濃運輸(株)は運輸業界の大手であり、貿易 

・流通実態を把握するうえで便利である 

香 港  大垣共立銀行(株)香 

港支店内 

 岐阜県に本店を有する大垣共立銀行(株)支店 

は市場・金融関係の情報収集に便利である 

フランス 

(パリ) 

 パリ・イギン内  イギン(有)はアパレル産業の大手であり 

デザイン・ファッションに関する最新情法 

の収集に便利である 

 

 岐阜県の例はひとつひとつの駐在目的が明確であるため、その目的に沿った設置場所

(形態)となっているが、民間企業等の建物を一部利用するという形はメリットの多い例

として、都道府県による共同海外事務所の設置等と併せ、本県においても今後積極的に

検討していく必要がある。 

海外駐在の設置場所及びその理由 
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第 2章 神奈川県における海外情報の収集 

    状況及び問題点 

 

1 “海外情報の収集、ネットワ－クに関するヒアリング調査”の実施 

 (1) 実施時期     ・平成 5年 3月 

 (2) ヒアリング先   ・各部局政策担当室・課等   12室課 

（企画総務室、政策調整室、科学技術政策室(高度技術支援財

団、湘南国際村推進室（かながわ学術研究交流財団）、県民

民総務室、女性政策室（女性センタ－）、環境政策課、福祉

政策課、労政課、産業政策課（かながわサイエンスパ－ク）

都市政策課、国際交流課) 

 (3) ヒアリングの内容 ①海外情報の入手方法 

②国際会議の開催状況 

③現在の海外自治体、シンクタンク等とのネットワ－クの状況 

④今後必要とされる海外自治体、シンクタンク等とのネットワ

－ク 

⑤現在購読している海外情報誌、学術誌等 

 

2 神奈川県における海外情報収集状況及びネットワ－クの状況 

  －ヒアリング調査の結果－ 

(1) 海外情報の入手方法 

 海外情報の入手方法については、まず第 1点として、本県政策課等における海外情報の

収集は全般的に不十分である、ということである。そして第 2点目としては、海外からの

直接的な情報収集が充分でないということが言える。しかし不十分ながら各政策課等にお

いては次のような方法により海外情報の収集を行っている。 

  ①新聞紙上及び当該情報源からの追跡調査 

  ②各部局設置の学識者等による協議会、委員会、研究会等を通じて 

  ③関係省庁における行政資料・“海外調査レポ－ト”等 

  ④日本語による海外情報誌 

  ⑤職員の派遣による海外調査 

  ⑥職員個人の人的ネットワ－ク 

 上記のうち①新聞紙上からというのが回答のうち最も多いものであったが、②協議会等

を通じて、及び、③関係省庁における行政資料・“海外調査レポ－ト、④日本語による海

外情報誌、という方法も比較的よく利用されている。このうち③については、特殊法人 
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日本労働研究機構が出している月刊「海外労働時報｣（70 ペ－ジ程度）がアジア、ヨ－ロ

ッパ各国の労働事情をタイムリ－に提供している。 

 〔「海外労働時報」における提供情報の例〕 

   “自動車産業の好況とその賃金への影響”（タイ） 

   “公務員の労使協議会制度の改革案と労組の反応”（マレ－シア） 

   “労災補償制度を巡る諸問題”（アメリカ) 

   “セクハラ防止法案が国会を通過”（フランス） 

 また、他室課においては次のものを定期購読している。 

 ・科学技術政策室 “日経サイエンス” 

 ・環境政策課   “ワ－ルドウォッチ” 

 ・産業政策課   “La International” 

 ・国際交流課   “外交フォ－ラム”“国際開発ジャ－ナル” 

          “ＡＰＩＣ” “内外情勢資料” 

 なお湘南国際村では､“湘南国際村”及び“湘南クリエイティブ・フォ－ラム”を構成

する数百という民間企業、シンクタンク等から“フェイス to フェイス”で情報収集を

行うほか、これらが発行する情報誌などからの収集も行っている。 

 またこうした中で、産業政策課における、“ＩＢＥＣ”(国際ビジネス交流基盤施設整

備整備推進協議会)への委託による韓国、台湾、タイ、マレ－シアからの直接の情報収集

が特筆される。 

 また、(財)神奈川高度技術支援財団においては、海外技術情報を登録するデ一タベ－ス

“ＰＡＴＯＬＩＳ” （ Patent Online Information System）及び“ＪＯＩＳ”（JICST

 Online Information System）より次のような海外情報の収集を行っている。 

 

 ⑤職員の派遣による海外調査については、事業実施に当たっての事前調査、調整及び全

般的な情報収集等を主な目的として次のような調査が行われている。 

  ・企画総務室  “海外個別派遣研修”（アメリカ） 

〔ＰＡＴＯＬＩＳ〕 

(財)日本特許情報機構が提供する日本

及び世界53ヶ国・3機関の各種特許情

報のデータベース。 

 日本1,800万件、外国1,900万件、

計3,700万件（H3,9現在）の情報が蓄

積されている。 

〔ＪＯＩＳ〕 

 世界 50ヶ国 8,500種、国内 7,700種

の逐次刊行物から、日本科学技術情報

センターが、科学技術に関する文献情

報、新聞情報、研究課題情報全 2,700

万件余りを収集、提供している。 
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  ・女性政策室  “京畿道女性交流団”（韓国） 

  ・福祉政策課  “神奈川県民間保育関係者海外研修”（アメリカ） 

  ・湘南国際村  “国際村海外プロジェクトネットワ－クミッション”（アメリカ） 

  ・環境政策課  “国際生態学センタ－設立に関する調査”（タイ・マレ－シア） 

  ・労政課    “海外労働事情調査”（オランダ、スウェ－デン） 
 

(2) 国際会議の開催状況 

 国際会議の開催状況(1991年度、92年度)については、海外自治体等との共催による開

催という形では行われていない。神奈川県が主催して、あるいは実行委員会のメンバ－と

して海外からのパネリストを招請することによって会議、シンポジウムを開催するという

ものには次のようなものがある。 

 ・「湘南国際村シンポジウム」 （91年度、湘南国際村推進室） 

 ・「アスペン・かながわ・セミナ－」 （91年度、湘南国際村推進室) 

 ・「国際科学技術政策シンポジウム」 （91年度・92年度、ＫＡＳＴ・技術政策室） 

 ・「東アジア地域経済人サミット」 （91年度・92年度、産業政策課） 

 ・「外国人労働者問題国際シンポジウム」 （91年度、労政課） 

 ・「江の島国際会議」 （92年度、かながわ女性センタ－) 

 また、後援という形で参加するものには「国際環境自治体会議」（92年度、環境政策

課)がある。 
 

(3) 海外自治体、シンクタンク等とのネットワ－クの状況 

 現時点では、海外自治体、シンクタンク、国際的機関等との組織的なネットワ－クはま

だ非常に少ない状況である。(財)高度技術支援財団（ＫＡＳＴ）では､“国際アドバイザリ

－ボ－ド”(海外の識者 7名他)が所属する研究所、大学等とネットワ－クを図っている。 

 〔国際アドバイザリ－ボ－ドのメンバ－（海外）〕 

   ・フランク・ロビンソン・ハ－クレ－（英、クランフィ－ルド工科大学） 

   ・ギュンタ－・ペッツォ－（マックス・プランク金属材料研究所） 

   ・金 基衡（韓国科学技術院） 

   ・ア－サ－・コ－ンバ－グ（米、スタンフォ－ド大学） 

   ・ジョシュア・レ－ダ－・バ－グ（米、ロックフェラ－大学） 

   ・ピエ－ル・ポ－ル・ラフィット（仏、パリ・エコ－ル・ド・ミ－ン） 

 また湘南国際村では、(財)湘南国際村協会、(財)かながわ学術研究交流財団等、湘南国際村

事業を支援する団体である“湘南国際村会議”“湘南クリエイティブ・フォ－ラム”を通

じて、これら会員としての学識者、企業、公益民間団体との密接な連携を図っている。 

 さらに産業政策課においては、“東アジア地域経済人サミット”開催を契機とした、Ｎ
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ＩＥＳ諸国（韓国、台湾、香港、シンガポ－ル）、ＡＳＥＡＮ諸国（タイ、マレ－シア、

インドネシア、フィリピン）など 9ヶ国のネットワ－クにより、東アジア地域経済のあり

方、産業インフラ整備の方向、個別企業のビジネスのきっかけづくりについて話し合い、

事業の具体的進展を図っている。なお今後はこれら各国とのあいだのネットワ－クをさら

に強固なものとするため、サミット常設事務局の設置や関係自治体参加による「産業政策

交流会議」の開催も予定している。 

 

(4) 今後必要とされる海外自治体等とのネットワ－ク 

 今後必要とされる海外自治体、シンクタンク等とのネットワ－クについては、現在ほと

んど見通しの無い状況である。大方の政策課ではプランの作成などにあたり国内情報の収

集は綿密に行っているが、海外における政策情報の把握及びネットワ－クによる課題の解

決については今後の課題、という状況である。 

 なお、大部分の政策課が現在ある海外のネットワ－ク組織について把握していない。 

 こうした中で環境政策課等においては、「国際環境自治体連合」とのネットワ－クを予

定している。 

 ・環境政策課      ・国際環境自治体連合（ＩＣＬＥＩ） 

 ・湘南国際村      （ヨ－ロッパ、アメリカ等におけるシンクタンク） 

  湘南国際村では上記のとおり、国内においては､“湘南国際村会議”及び“湘南クリ

エイティブ・フォ－ラム”を組織するシンクタンク、民間企業等と連携を図っているが、

海外とのネットワ－クについては、今後「アスペン人文研究所」をはじめとしたシンクタ

ンク等との積極的なネットワ－クを形成していく予定である。 

 また国際村においては今後、国際生態学連合が中心となって設立する「(財)国際生態学セ

ンタ－」及び、「国立総合研究大学院大学」「生産性国際交流センタ－」((財)日本生産

性本部設置)を誘致することとしている。 

 なお、かながわ女性センタ－では今後、国際的な広がりの中で女性問題を解決し海外に

向けて広く政策提言していくために、ＷＦＳ(Womens FeatureService；1978 年国連教育

科学文化機構、国連人口基金により設立された国際ＮＧＯ。現在 60 ヶ国の海外ネットワ－

クをもつ。本部；ニュ－デリ－)を通じた女性情報収集・発信事業をスタ－トさせる。 

 

(5)  現在購読している海外情報誌、学術誌等 

   現在ほとんどの政策課では、海外からの定期的でダイレクトな情報誌については購読し

ていない状況である。また、どのような情報誌があるのかということについてもリサ－チ

していないところが多い。現在購読されている主な海外情報誌は次のとおりである。 

・企画総務室       「Public Administration Review」 
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・かながわ女性センタ－  「SIGNS 」「EMMA」「FRONTIERS 」 他 

・神奈川科学技術アカデミ－「Scientific American 」 「Science 」 「Cemical & En

gineerring News 」 

 

3  神奈川県における海外情報収集状況及びネットワ－クに関する問題点と今後の対応 

 今回行ったヒアリング調査から、現時点での各政策課等における海外情報収集状況及び

ネットワ－クに関する問題点としては次の点を指摘することができる。 

 (1) 海外情報の入手方法に関して 

 このことについては、先に指摘したように、まず本県政策課等における海外情報の収集

が全般的に不十分である、ということが最大の問題点であると言える。そしてヒアリング

からはこのような状況に対する原因として、①政策課とは言いながら、日常業務が多忙で

あり政策形成に必要な情報収集等に充てる時間がない ②プラン等を策定する際国内の他

都道府県の状況は調査するが、海外の状況までは目が向いていない ③また消極的にでは

あるが国内状況の把握のみで事足れりと考えている、といったことが出された。なおこう

した状況はひとり政策担当者ばかりでなく、政策室課の職員全体の状況であるようである。 

 

 そして 2つ目の問題点としての、海外からの直接的な情報収集が充分でない、というこ

とに関しては、①海外の情報は英語をはじめとした外国語であり、入手したとしても読み

こなせない、使いこなせない ②どこにどのような情報があって、どのように入手すれば

よいのかわからない といったことが原因となっている。 

 このようなことから現在は、新聞紙上、関係省庁等からの“海外レポ－ト”あるいは日

本語による海外情報誌といった日本語のメディアにより細々と情報収集を行っているとい

う状況にある。そしてさらにこうした情報源からの情報は情報を提供する側の課題意識に

よっており、必ずしも受け手に取って最も必要な情報が提供されるとは言えず、今後何ら

かの独自の情報源を設けることの重要性が感じられる。一方、近年職員を派遣することに

よる海外調査が増えているが、一部の目的的な派遣を除くと職員の研修的な側面が強い派

遣が多く、また海外で直接入手した資料も外国語で作成されていることなどから有効活用

がなされないまま、という状況も多い。 

 こうしたことに対応するために、今後は少なくとも英文での資料は使いこなせる能力を

持った職員の採用・配置が望まれる。またその上で海外情報を積極的に収集していくこと

が求められる。 

 

(2) 国際会議の開催に関して 

 国際会議の開催は海外情報の収集及び人的ネットワ－クを形成するうえで有効な手段で
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あるばかりでなく、国境を超えた政策協力を行っていくうえでメリットの多い手法である。

しかし現時点ではこうした国際会議はあまり開催されておらず、また“国際会議”とは言

いながら、海外自治体等との共催といった本来的な意味ではほとんど行われていない状況

であり、大部分はパネリストに海外の学識者を招いている程度のものとなっている。そし

て最も問題なのは、国際会議の開催が一過性の会議に終始し、開催自体が目的となってい

て、明確なビジョンの上に立ったものにはなっていないということである。 

 国際化の進展といった社会背景を元に、今後も一層国際会議の増加が予想されるが、何

故国際会議なのか、会議の成果をその後にどうつないでいくのか、という視点を持つ必要

がある。 

 

(3) 海外自治体等とのネットワ－クに関して 

 現時点では、海外自治体、シンクタンク、国際的機関等とのネットワ－クはまだ非常に

少ない状況である。そしてどこにどのようなネットワ－ク組織、あるいは団体があるのか

についての把握もほとんどなされていない。こうした点については、まず何よりも、ネッ

トワ－クの必要性について充分認識していないこと、及びそれ以前に、海外情報の収集と

も共通する理由として、国境を超えた自治体間での政策協力に関し問題意識のないことが

原因していると思われる。またこうした状況から、ほとんどの政策課が今後のネットワ－

クについても見通しを持っていない。 

 本来ネットワ－クの構築は、その意味から各政策分野ごとに行われることが必要であり、

こうした観点からは各政策課がそのための情報収集を行うこととなるが、現時点では、ど

こか一括してこうした必要性に対し応えていくような取り組みを担い、各政策課等に情報

提供していくことが求められていると言えよう。 

 

(5) 現在購読している海外情報誌、学術誌等に関して 

 海外からの定期的でダイレクトな情報誌の購読に関しては、予想していたよりも少ない

状況であった。また、どのような情報誌があるのかということについてもリサ－チしてい

ないところが多かった。これらはやはり海外情報の必要性を認識していないことが起因し

ていると思われる。海外資料は英語等外国語であるため、読みこなすのが困難な面はある

が、関係雑誌名の把握程度は最低必要と思われる。 

 

 以上が本県における海外情報収集、ネットワ－クの現状についての問題点ということが

できるが、何といっても大きな問題点は、職員の海外自治体との政策交流、政策協力に関

する関心の低さであった。そして、国際化や国際的な情報の収集は渉外部の仕事、といっ

た意識も大きな問題と思われた。この 2点と各政策課等における海外情報の収集が充分行
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われていないこと、ネットワ－クが無いこととは相互に密接な関連があるのである。 

 今後海外自治体との間で積極的な政策協力を行っていくにあたっては、国内の自治体の

状況にのみ向いている職員の意識を改めさせると同時に、語学力、政策力ともに国際化に

対応した職員を養成していくことが重要である。
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 現在自治体においては、“湖沼環境の保全”“火山災害の防止”“歴史都市の役割”

といったような、自治体毎の独自課題による国境を超えた様々な交流、協力が行われて

いる。そしてこうした個別課題毎の政策協力は、都市型社会の成熟とともに今後ますます

活発化し、政策協力の対象となる課題もそれぞれの自治体にとって固有のものから、福祉、

労働、教育、まちづくりといった共通的で行政全般にわたる課題へと移行していくと思わ

れる。またこれに伴い、協力していく相手方はその「政策課題」ごとに異なってくる。 

 すなわち、これまでのようにまず初めに相手方を決め、交流から協力への流れの中でそ

の相手方と何が協力できるかを模索するという方法には限界があるのであり、協力する政

策課題に沿って相互にメリットのある相手と関係を結んでいくことが必要とされているの

である。 

 神奈川県は「交流から協力へ」をキ－ワ－ドとした「国際政策推進プラン」を策定し自

治体からの“国際政策”を推進しているが、今後は積極的に政策協力を行い、世界へ向け

た「政策提言」を発進していくことが求められている。 

 

 

 

 神奈川県が現在友好提携により経済交流、文化交流を行っているメリ－ランド州（米）

及びバ－デンブュルテンブルク州（独）は、それぞれアメリカ、ヨ－ロッパという現在の

世界を牽引していく役割を担う地域にあって、国と異なったアクタ－及び自治体政府とし

て相当の役割を担っている。またさらにメリ－ランド州、バ－デンブュルテンブルク州両

州は、人口及び経済力、技術力など様々な点において、ひとつの国家レベルの大きな能力

を有している。 

 神奈川県はこれまで、両州とバイラテラルな関係に立った政策交流を行ってきたが、今

後はこうした実績を踏まえ、より一層密接な連携を図り様々な政策分野においてさらに実

質的な協力関係を築いていくことが求められている。こうした世界規模でのトライアング

ルな協力関係の形成と、それによる政策協力は、三極以外の自治体と日本をはじめとした

自治体間政策協力の推進と、神奈川から

世界に向けた「政策提言」の発進 

提言 1 「日、米、欧三極政策協力」の実施 

 

政策、情報、人で神奈川と世界を結ぶ 提 言 
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世界の国々に対しても少なからぬ影響を及ぼすこととなろう。そしてこれら自治体にあっ

ては、持てる力を併せることによって世界に向け情報発進していくことが求められている

のである。 

 

 

 今日“エイズ”は人類全てに関わる、生命をも脅かす深刻な問題として、その一刻も早

い解決が求められている。現在都道府県は厚生省とともに鋭意取り組んでいるが、今後は

国からの指示を待つことなく、市民生活に近いところに位置する自治体政府としてより積

極的な対応を図っていくことが必要である。 

 そして神奈川県においては、海外自治体に広く呼び掛けグロ－バルな参加と協力を得る

とともに早急に「エイズ問題自治体国際協議会」を設立し、国際会議の開催などによりエ

イズ問題の解決を世界ヘアピ－ルすると同時に、市民を巻き込みながら取組を進めていく

ことが求められているのである。 

また外国人問題に関しても、現在、人、物、金、情報などが国境を超えて行き交う中

で日本のみならず世界中の地域で様々な国の外国人が増えてきている。そしてこうした外

国人の増加に関しては、保健、医療、福祉、住宅、参政権など多くの問題が共通して発生

してきており、問題の解決はエイズ問題と同様すでに一自治体だけの取り組みでは解決が

困難な状況となっている。しかもやはりエイズ問題と同じように外国人問題もその解決は

緊急を要している。 

そこで神奈川県においては今後「外国人問題自治体国際協議会」を設置し、国及び国際

機関などと密接な連携を図る中で率先した取り組みを進めていくことが求められている。 

 

 

 

 

 “ 4 つのエンジン”は、先進自治体間の政策協力の好例である。結成以来これまで、

経済振興、技術開発、大学間交流、テレコミュニケ－ションなどの分野で、実質的で具体

的な成果を収めてきた。そして現在はカナダのオンタリオ州もオブザ－バ－参加しその取

組はますます活発なものとなってきている。 

今後本県においては、産業政策、都市計画、住宅、教育等といった政策課題ごとに最も

適した相手方と様々な形態で国境を超えた協力関係を結んでいくこととなるが、“4 つの

提言 2 「エイズ問題自治体国際協議会」及び「外国人問題自治体国際協議会」の

設立 

 

  提言 3 「ヨーロッパにおける 4つのエンジン」へのオブザーバー参加 
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エンジン”へもオブザ－バ－として参加し、ゆるやかな関係を組む中で、政策協力に関す

る豊富なノウハウを学とともに、経済振興、技術開発など可能な分野において政策協力を

進めていくこと、あるいは人材と情報のネットワ－クの拡大を図っていくことが求められ

ている。 

“4 つのエンジン”は今後、目的的かつ相互に実質的な成果を得られる自治体をそのネ

ットワ－クの中に取り込むことによってさらに発展していくことが予想される。 
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今日様々な分野におけるボ－ダレス化が進展する中で、地球環境問題、人権問題、外国

人問題、エイズといった地球規模での行政課題が増加してきている。そしてこれらの問題

については、従来のように国のみの取組では解決が困難となっている。すなわち、国と自

治体政府、国連・国際機構、ＮＧＯなどがそれぞれの立場から取り組むことによりはじめ

て解決が図られるのである。そして現在は、世界の自治体と政策協力を行う中で国等に対

し「自治体の共通政策」を打ち出していくことが、このような地球規模での行政課題を解

決するうえで大きな力となっているのである。 

 以上の理由により、今後は地球規模での問題解決を目指した自治体の国際的連合組織に

加盟し、グロ－バルなネットワ－クの中で国際協力推進の一翼を担っていくことが求めら

れている。そして豊かな経済力と豊富な人材、ノウハウを有する自治体にあっては、さら

に積極的に“貢献”していくことが求められているのである。 

 また今後は自治体と国、自治体とＮＧＯといった異なるアクタ－相互の連携もさらに重

要となってくるものと思われる。 

 

 

 

 

 地球的規模での課題で今最も深刻な問題の1つが環境問題である。そして「国際環境自

治体連合」(ＩＣＬＥＩ）は1990年9月、この環境問題を自治体から解決すべく世界的ネッ

トワ－ク組織として設立された。以降加盟自治体は急激に悪化する問題状況を背景に急激

に増加しているが、現在日本における加盟は、山梨県及び北九州市のみである。 

 現在神奈川県は環境政策に関し先進的な取り組みを行っているが、今後は県単独でのし

そくにますます力を入れると同時に「国際環境自治体連合」に加盟し、こうした国際舞台

で例えば自治体政府として国を先導していくような「共通基準」の設定などに対し牽引役

を果たすなど、先進的自治体としての役割を担っていく必要がある。そしてさらに、現在

同連合がその設置先を検討している“アジア・太平洋事務局”についても積極的に引き受

国際的連合組織への加盟と地球規模での

課題に関する国際協力の推進 

提言 4 「国際環境自治体連合」(ＩＣＬＥＩ)への加盟 
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け、アジア・太平洋地域においてリ－ダ－シップをとっていくことが求められている。 

 

 

 自治体の国際的な連合組織としては最も早い時期に創設された「国際自治体連合」（

ＩＵＬＡ）は、同時に自治体の最も大規模な連合組織として、自治権の保障と世界の自治

体間のネットワ－クの推進のため大きな役割を担ってきたが、近年は「国際環境自治体

連合」（ＩＣＬＥＩ）設立の母体となるなど、その活動はますます活発となってきてい

る。しかし現在、同自治体連合に対し日本の自治体からの加盟はなく、(財)自治体国際化

協会、東京市政調査会など 6つが準会員となっているのみである。 

 今後本県においては同自治体連合に加盟し、世界の自治体と広く政策交流を行うととも

に、自治体連合が現在積極的に進めている南北問題の解決や第三世界に対する開発協力に

関しても協力を行っていく必要がある。 

 なお「国際自治体連合」への加盟は、各国自治体の政策情報等の収集といった観点から

も有益であることから、自治総合研究センタ－としての準会員としての加盟も考えられる。

（この場合は年会費が正式加盟と比較し格段に安い） 

提言 5 「国際自治体連合」（ＩＵＬＡ）への加盟 
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 これまで自治体では政策情報の多くを国からくる情報に拠っていた。しかし、国経由の

情報は、国レベルでの情報に偏りがちであり、自治体にとっては必ずしも必要な情報が迅

速に届いていないことなど問題も多い。一方、今後自治体が海外自治体との間で政策協力

を行っていく際には、どこの自治体がどんな政策を行っているのか、どこの自治体と協力

関係を進めていくことが最も適切か、といった情報や、世界の動向についての把握が不可

欠である。しかし「海外情報の収集、ネットワ－クに関する調べ」からも明らかなように、

現在神奈川県においては海外情報の収集は不十分と言わざるを得ない。 

 そこで今後は神奈川が必要とする海外政策情報をダイレクトに収集し、同時に神奈川か

らの情報を世界に向けて発進するような“情報拠点”“活動拠点”としての海外事務所の

整備を早急に図る必要がある。そして各部局政策課等においては、こうした情報拠点と連

携を蜜にし、併せて海外シンクタンク、大学等とも広く情報ネットワ－クの構築を図って

いく必要がある。 

 

 

 

 

 改めて述べるまでもなく、国際政策は単に国際交流課においてのみ進められるものでは

ない。国際政策は各部局各室課における個々の事業を通して取り組まれるものであり、神

奈川県全体が国際化の視点を持ってそれぞれの政策形成に携わることにより具体化される

ものである。このような認識の元に今後は、まず各部局政策課がそれぞれの課内に“海外

政策情報班”を設置し、担当者を置く中で先進自治体における政策情報等の収集を行って

いく必要がある。そしてグロ－バルな観点から政策形成に臨むことが求められている。 

 

 

 

 

 自治総合研究センタ－では、「政策研究推進指針」を策定（平成 5年 1月）し、政策情

海外情報収集のための拠点整備と情報ネ

ットワークの構築 

提言 6 各部局政策室課における”海外政策情報班”の設置 

提言 7 自総研における海外情報収集・提供の推進 
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報収集・提供機能の強化や研究機関、大学とのネットワ－クの促進、あるいはこうした機

関とのネットワ－クを通じた多様な人材との連携など、政策研究拠点としての整備に努め

ているが、現状では海外情報の収集・提供及び海外研究機関等とのネットワ－クはまだ充

分とは言えない。 

 今後は各部局政策課の要請に応え、積極的に情報提供を行っていくため、季刊「海外政

策情報」を毎月発行するなど一層充実させる必要がある。また、次のような海外シンクタ

ンクや海外自治体の連合組織等とのネットワ－クを構築していく必要がある。 

 〔海外シンクタンクの例〕 

 ・“ブルッキングス研究所” 

 ・“ヨ－ロッパ政策研究センタ－” 

 ・“ストックホルム国際平和研究所” 

 〔海外自治体連合組織等の例〕 

 ・“Institute of Public Administration” 

 ・“London Reseach Centre”（ロンドン・リサ－チ・センタ－） 

 ・“Deutsucher Stadtetag”（ドイツ都市会議） 

 

 

 

 

 現在神奈川県では、ロンドン、ロスアンゼルス、シンガポ－ル、大連に海外事務所を設

置しているが、企業誘致をはじめとした経済振興など商工サイドの目的から設置されたも

のであり、これまで述べてきたような、各部局が必要とする海外情報の拠点施設として機

能しているわけではない。そこで今後は、県独自の海外事務所の整備を早急に行う必要が

ある。新たな海外事務所には次のような機能が求められる。 

 ①産業、福祉、環境、教育等に関する海外自治体の最新政策情報の収集、及びこれら情

報の日本語による迅速な提供 

 ②各室課からの特定課題(例えば「欧州における外国人参政権」など)に対する日本語に

よるレポ－トの作成 

 ③職員の海外調査にあたって、訪問先及び調査機関等の紹介、アポイントの取りつけ、

通訳者の紹介 

 ④海外情報全般にかかる職員からの相談に関する対応 

 ⑤県政全般にかかる神奈川情報の発進 

 なお上記のうち①、②は特に重要であり、また各部政策課を対象としたヒアリング結果

からも明らかなように、今後最も需要が大きくなっていく内容であると思われる。このよ

提言 8 「ブリュッセル海外事務所」の設置 
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うな機能の重視から言えば、これから設置される海外事務所は、“神奈川と世界を結ぶ情

報のパイプ”であると同時に、「ヨ－ロッパ（アジア）自治研究所」あるいは「アジア

（ヨ－ロッパ）自治体政策研究所」ともいうべきものである。 

 こうした海外事務所は今後アジア、アメリカ、ヨ－ロッパ等各大陸ごとに数多く設置さ

れることが望ましい。しかしいま、その速やかな開設が最も求められているのは、ＥＣ本

部がありドイツ、イギリス、フランスに接し、今日のヨ－ロッパの中心であるベルギ－の

ブリュッセルにおいてである。現在ブリュッセルにはＥＣ域内の自治体及びカナダ、アメ

リカなど 6 6の自治体が集積しており、ブリュッセルに事務所を設置した場合には、一挙

にこれら自治体からの情報収集及びコンタクトが可能となる。 

 なお事務所の形態としては、現地ビルの使用のほか、岐阜県の例にもあったように、海

外に支店、事務所を有する日本企業の一部を借り受けるような形式や自治体間での共同設

置など様々な方法での検討が必要である。日本企業の借り受けという形態は、関連情報の

みならず幅広い情報へのアクセスが可能となるだけでなく、職員の精神面での安定の面等

からも優れているものと思われる。 

 またスタッフの数は、業務量から考えて最低 5人は必要とされる。そしてスタッフは県

職員のみならず、様々なネットワ－クを有する現地大学、シンクタンクの研究者などを積

極的に採用する必要がある。 
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 国際化の一層の進展により、自治体政府における国際政策は今後ますますその領域を広

げ、それに伴い自治体政府には、自治体のみならず様々なアクタ－との連携がますます必

要とされてくる。なかでもこれまで見てきたように国連諸機関との関係は今後さらに重要

になっくるものと思われ、また、海外自治体との関係も政策協力を軸としてさらに拡大して

いくものと思われる。そしてこうした時代に対応するためには、これらとの間における人

と情報のネットワ－クが重要であり、併せて国際舞台で通用するような人材の育成と、国

際化を切り拓き将来像を描くことができるような人材の養成が必要である。 

神奈川県では、これまで国際機関への職員の派遣として名古屋にある国連開発センタ－

への派遣を行っており、一方で同開発センタ－の事業実施に際し協力を行うとともに、一

方で国際会議開催にあたってノウハウを学ぶなど、双方で一定の成果を収めてきているが、

これへの職員の派遣は始まったばかりであり、また派遣職員数が少ないことも相まって国

連をはじめとした他の国際機関とのネットワ－クはまだ充分とは言えない状況となってい

る。 

そこでこれからは、国連をはじめとした国際機関へ積極的に職員を派遣し人的ネットワ

－クの拡大を図るとともに、海外体験などを通じた“国際人”の育成を行うことが必要で

ある。人が情報を伝え、人のネットワ－クが情報のネットワ－クを築き、そして自治体の

グロ－バルネットワ－クへとつながっていく。現在はまさに人と情報の大ネットワ－ク時

代なのである。 

 

 

 

 

 国連及び国際機関への職員の派遣としては当面次のところが考えられる。 

(1) 国際連合諸機関 

①国連環境計画 ②国連開発計画 ③国連難民高等弁務官事務所 ④国際連合大学 

(2) 経済協力開発機構（ＯＥＣＤ） 

(3) ＥＣ本部 

国連及び国際機関への職員の派遣と人的

ネットワ－クの形成 

提言 9 国連及び国際機関への職員の派遣 
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 神奈川県の海外情報拠点及び活動拠点としての海外事務所は、今後早急に整備されるこ

とが必要であるが、人と情報のネットワ－ク及び人材育成の観点からは、(財)自治体国際化

協会が設置する海外共同事務所（ニュ－ヨ－ク、ロンドン、パリ、シンガポ－ル）への職

員の派遣も今後積極的に検討される必要がある。 

 同国際化協会においては、今後上記 4ヶ所の他にさらに海外共同事務所を増設していく

こととしている。

 

提言 10 (財)自治体国際化協会が設置する海外共同事務所への派遣 
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海外シンクタンク概要 

名 称         設立年度、研究者数等 研 究 内 容           報 告 書                

アメリカン・エンタープライズ 
公共政策問題研究所 
American Enterprise Institute 
(AEI) 

1943年設立 
総数75名 
（内研究者40名） 

政治 
・安全保障、防衛問題 
・国内政治 
・国際関係 
経済 
・マクロ経済 
グローバルな諸問題 
・環境、都市、犯罪 

 
「スペインとポルトガルにおける民主主義への意向」 
 
「対外援助と米国の目的」 
 
 
 
「警察官と適正：警察活動の倫理」   その他多数 

ブルッキングス研究所 
The Brookings Institution 
(Brookings) 

1916年設立 
総数220名 
（内研究者62名） 

政治 
・国際関係 
・安全保障、防衛問題 
・国内政治 
経済 
・国際経済 
・マクロ経済 
・産業、経営 
グローバルな諸問題 
・開発問題 
・人口、食料、農業 
・環境、都市、犯罪 
・社会福祉、保険医療 
・科学技術政策 
・教育 
・法律、人権、宗教 

 
「米国外交政策の建て直し」 
「兵器調達における企業間戦争」 
「外交政策における大統領と議会の均衡」 
 
「日本の不公正貿易」 
「米国の生活水準：脅威と課題」 
「政府の政策と自動車産業」 
 
 
 
「道路建設：新高速道路と投資政策」 
「米国社会の高齢化と社会保障」 
「通信システムにおける技術革新・国際競争・規制」 
「民主主義は高くつく？：政治と市場と米国の学校」 

その他多数 

フーバー研究所 
The Hoover Institution 
(Hoover) 

1919年設立 
総数250名 
（内研究100名） 

政治 
・国際関係 
・安全保障、防衛問題 
・国内政治 
経済 
・マクロ経済 
・産業、経営 
グローバルな諸問題 
・法律、人権、宗教 

 
「信頼の問題：米ソ関係の起源」 
「国土か平和か：イスラエルの選択」 
「米国の将来を考えて：1990年代の米国」 
 
「社会主義における市場と計画：籠の中の鳥」 
「国民の選択と規制：連邦通商委員会からの視点」 
 
「自由の選択」 

国際経済研究所 
Institute for International 
Economic(IIE) 

1981年設立 
総数約50名 
（内研究者約20名） 

経済 
・国際経済 

「欧州、ドルと 1992年」 
「米国における外国からの直接投資」  その他多数 

戦略国際問題研究センター 
Center for Strategic and 
International Studies(CSIS) 

1967年設立 
1987年ジョージタウン
大学より独立 

政治 
・国際関係 
・安全保障、防衛問題 
・国内政治 
経済 
・国際経済 
・マクロ経済 
・産業、経営 
グローバルな諸問題 
・科学技術政策 
・開発問題 
・エネルギー、資源 
・法律、人権、宗教 
・環境、都市、犯罪 

 
「米国の国益と目的：米国外交政策の道理」 
「1990年代の防衛経済」 
「南アフリカ共和国：過度期の目指すところ」 
 
「海外直接投資：日米関係」 
「メキシコの労働組合組織：力と政治と支援団体」 
「民間宇宙計画の拡充」 
 
「ｻﾌﾞ･ｻﾊﾗ･ｱﾌﾘｶへの米国の援助：課題・制約・援助」 
「2000年までのエネルギー安全保障」 
「チェコスロバキア：チャーター77の10年間の抵抗」 

その他多数 

外交問題評議会 
Council on Foreign Relations 
(CFR) 

1921年設立 
総数約130名 
（内研究者約30名） 

政治 
・国際関係 
・安全保障、防衛問題 
・国内政治 
経済 
・国際経済 
・マクロ経済 
・産業、経営 
グローバルな諸問題 
・開発問題 
・科学技術政策 

 
「欧州・米国・南アフリカ」 
「次のステップ：1990年代の軍備管理の課題」 
「トルコ：米国の忘れられた同盟国」 
 
「富める時も貧する時も：新しい日米関係」 
 
「民営化の約束：米国外交政策の課題」 
 
「いかにアフリカは生き残れるか？」 

その他多数 

ヨーロッパ政策研究センター 
Center for European Policy 
Studies(CEPS)-Brussels 

1982年設立 
（内研究者45名前後） 

政治 
・国際関係 
・安全保障、防衛問題 
経済 
・国際経済 
・マクロ経済 

 
「1992年以降：欧州と西側同盟諸国」 
「欧州における米国核抑止力の将来：諸問題と展望」 
 
「欧州共同体とウルグアイ・ラウンド」 
「失業との戦い」 

ストックホルム国際平和研究所 
Stockholm Intermnational Peace 
Reserch Institute-Stockholm 
(SIPRI) 

1966年設立 
総数50名 

政治 
・安全保障、防衛問題 

「兵器移転制限と第三世界の安全保障」 
「文化的基準、戦争、環境」 

その他多数 （内研究者半数、13か国から）  

理事経営陣とも多国籍  

資 料 
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主な参考文献 

 

〔単行本〕 

・「世界情勢の読み方」Ｃ・Ｗ・ワインバ－ガ－著、各間 隆 編訳、1992 年、(株)ぎょ

うせい 

・「新しい世界秩序と日本－新情勢のパワ－ポリティクス－」」長谷川 慶太郎、1990

年(株)講談社 

・「国際政治と日本」武者小路 公秀、1967年、東京大学出版会 

・「国際化時代と日本人－異なるシステムヘの対応－」栗本 一男、1985年、日本放送出

版協会 

・「国際化時代の行政」今村 都南雄 他、日本行政学会編、1990年、(株)ぎょうせい 

・「国際化日本の壁」卓 南生 著、田中 宏 訳、1990年、東洋経済新報社 

・「国際摩擦－大国日本の世渡り学－」高坂 正堯、1987年、東洋経済新報社 

・「世界は変わる－国際報道の現場から－」古森 義久、1991年、文藝春秋 

・「新・国際比較ニッポンを診る」宮崎 三四郎 他、世界の中の日本を考える会 編、 

中央法規出版(株) 

・「日本の国際化－ライシャワ－博士との対話－」Ｅ・Ｏライシャワ－他、1989年、文藝

春秋 

・「日本の国際化を考える」矢野 ●、1988年、日刊工業新聞社 

・「国際感覚と日本人」金山 宣夫、1990年、日本放送出版協会 

・「地球時代の日本人」梅棹 忠夫、1974年、中央公論社 

・「地球時代の国際政治」坂本 義和、1990年、(株)岩波書店 

・「地球民主主義の条件－下からの民主化をめざして－」坂本 義和、大串 和雄 編著 

1991年、同文舘(株) 

・「多元的共生と国際ネットワ－ク」臼井 久和 他、1991年、(株)有信堂高文社 

・「日本のヴィジョン」田中 直毅、1990年、(株)講談社 

・「日本の選択」日本経済新聞社編、1991年、日本経済新聞社 

・「日本の選択－「ニュ－グロ－バリズム」への貢献と「新・産業文化国家」の選択－」

通商産業省大臣官房編、1988年、(財)通商産業調査会 

・「自治体の国際政策」松下 圭一 編著、1988年、学陽書房 

・「自治体の国際化政策と地域活性化」伊藤 善市 他、(財)地方自治協会、1988年、学

陽書房 

・「地域からの国際化－国家関係論を超えて－」チャドウィック・Ｆ・アルジャ－著、

吉田 新一郎 訳、1987年、(株)日本評論社 
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・「自治体の国際交流－ひらかれた地方をめざして－」長洲 一二・坂本 義和 編著、

1983年、学陽書房 

・「自治体の新しい国際政策」手塚 和彰 他、石田 雄 監修、1991年、(株)ぎょうせい 

・「政策形成思考と政治」松下 圭一、1991年、東京大学出版会 

・「民際外交の挑戦」鈴木 有司 著、民際外交10年史企画編集委員会編、1990年、(株)

日本評論社 

・「核時代の国際政治」坂本 義和 著、1982年、(株)岩波書店 

・「ひとつのヨ－ロッパ いくつものヨ－ロッパ」宮島 喬、1992年､(財)東京大学出版会 

・「ソ－シャルヨ－ロッパの建設－ＥＣ社会政策－」恒川 謙司、1992年、日本労働研究

機構 

・「ヨ－ロッパ的発想とは何か－統合ＥＣを支える多元製と普遍主義－」竹内 佐和子、

1992年、ＰＨＰ研究所 

・「ヨ一ロッパ市民権の誕生－マ－ストリヒトからの出発－」安江 則子、1992年、丸

善(株) 

・「現代ドイツ地方自治の潮流」廣田 全男、1992年、(財)東京市制調査会 

・「国際交流ガイドブック」地方自治政策研究会（自治大臣官房企画室内）編、 1988年、

(株)ぎょうせい 

・「国際交流を考える－地方の時代シンポジウム－」北海道編、1998年、(株)ぎょうせい 

 「地方の時代シンポジウム」兵庫県外務課、1986年、兵庫県外務課 

・「市民の海外協力白書」（経済評論増刊）市民の海外協力を考える会編、1985年、日

本評論社 

・「国際技術協力の道」伊能 忠敏、1989年、日本放送出版協会 

・「国際協力の新しい風－パワフルじいさん奮戦記－」中田 正一、1990年、(株)岩波書店 

・「市民と援助－いま何ができるか－」松井 やより、1990年、(株)岩波書店 

・「ＯＤＡ援助の現実」鷲見 一夫、1989年、(株)岩波書店 

・「アジアの草の根ネットワ－キング」内田 和夫 他、アジア市民フォ－ラム編、

1990年、学陽書房 

・「国連とＮＧＯ」福田 菊、1988年、(株)三省堂 

・「市民・ＮＧＯ運動と平和」初瀬 龍平 他、日本平和学会編、1989年、早稲田大学出

版部 

 

〔研究会報告・調査報告書〕 

・「グロ－バル時代の地方自治体」（「地方自治体と国際協力のあり方」に関する研究

会報告）江口 雄次郎 他、国際協力事業団国際協力総合研修所編、1991年、(株)国際
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協力出版協会 

・「自治体の国際化政策が地域活性化に果す役割」ＮＩＲＡ助成研究、伊藤 善市 他、

(財)地方自治協会 

・「国際化社会における地方行政手法のあり方に関する調査研究－施策事例と基本モデル

－」(財)日本船舶振興会助成研究、伊藤 滋 他、1989年、(財)地方自治協会 

・「指定都市及び地方中核都市における国際交流事業業に関する調査」川崎市 

・「地方の国際化の現状と問題点」外務省補助研究、1988年、(財)国際協力推進協会 

・「海外姉妹都市制度の現状と展望に関する調査」1987年、(社)日本経営協会 
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調査研究にあたり助言いただいた方々・機関 

 

〔個 人〕 

・廣田 全男   (財)東京市制調査会研究員 

・吉田 新一郎  国際理解教育資料・情報センタ－所長 

・内田 和夫   地方自治総合研究所研究員 

・鈴木 佑司   法政大学法学部教授 

・竹内 謙    朝日新聞編集委員 

・柏木 宏    日本太平洋資料ネットワ－ク理事 

 

 

 

〔機 関   〕 

・神奈川県国際交流協会 

・日本国際ボランティアセンタ－（ＪＶＣ） 

・ＮＧＯ活動推進センタ－（ＪＡＮＩＣ） 

・国際協力事業団（ＪＩＣＡ） 

・(財)自治体国際化協会（ＣＬＡＩＲ） 

・(財)国際協力推進協会（ＡＰＩＣ） 

・(財)国際開発センタ－（ＩＤＣＪ） 

・(財)オイスカ産業開発事業協力団（ＯＩＳＣＡ） 

 


